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Ⅰ	計画の体系
　基本理念・基本目標及び基本方針に基づき、9つの目標を設定し、施策を推進します。

（1）
（2）
（3）

（1）
（2）
（3）
（4）

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

（1）
（2）
（3）
（4）

（1）
（2）
（3）
（4）

（1）
（2）
（3）
（4）

（5）

（1）
（2）

（3）

（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）

（1）
（2）
（3）

（1）

（2）
（3）

1
子育て不安の
解消

情報提供体制の充実
子どもと家庭に関する相談体制の充実
児童虐待＊への対応と防止

2
地域における
子育て支援

子育て中の親子が集い、交流できる場の整備
地域のつながりの構築
相互支援活動の活性化
子育て家庭の経済的負担感の軽減

3 保育サービス
の充実

保育所待機児童の解消
多様な保育サービスの提供
保育所サービスの質の向上
幼児教育の推進
幼児教育の経済的負担感の軽減

4
母と子どもの
健康支援

健康に関する情報提供及び啓発
妊娠期からのこころとからだの支援
健康診査や予防接種の実施
休日・夜間診療の実施

5
ひとり親家庭
への支援

自立を支援するための情報提供・相談
日常生活への支援
自立や就業への支援
ひとり親家庭の経済的負担感の軽減

6
障害のある
子どもと
家庭への支援

障害への理解・啓発の促進
障害に関する相談
日常生活への支援
早期発見と早期療育の充実
障害のある子どものいる家庭への経済的負担
感の軽減

市内の企業・職場への働きかけ

7
次代を担う人
の育成と教育
の充実

健全育成に関する情報提供及び啓発
児童生徒及び保護者等への相談の充実
次代を担う人の育成に向けた学校教育
の推進
特別支援教育＊の充実
地域の教育力の活用

地域における活動の支援

9
安全・安心の
まちづくりの
推進

ユニバーサルデザイン＊（特に子どもの立場に
立った視点）の推進
安全対策の推進
居住への支援

放課後児童の健全育成
多様な体験機会の提供

保護者の経済的負担感の軽減
4

8
ワーク・ライフ・
バランス＊の推進

ワーク･ライフ･バランス＊の普及・啓発
男女の協力による子育ての推進

3

1

2

基本理念 基本目標 基本方針 目標 施策

次
代
を
担
う
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
を
生
ま
れ
る
前
か
ら
大
切
に
し
、
子
ど
も
の
立
場
・
視
点
を
最
大
限
尊
重
し
ま
す

ひ
と
み
輝
け
！
府
中
の
子
ど
も
た
ち

　心
豊
か
な
子
ど
も
が
い
き
い
き
と
育
つ
ま
ち

子ども・子育てを見
守り、はぐくみ、支え
る地域をつくります

社会全体で子育て
を支援し、子育て
を応援していく意
識づくりに努める
とともに、ワーク・
ライフ・バランス＊

（仕事と生活の調
和）を推進します

親が親として育ち、
安心して子育てが
できるように支援
します

子どもの幸せをま
ず基本に考え、子ど
もがいきいきと健
やかに育つ環境を
つくります
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Ⅱ	目標・施策の内容

　核家族化が進み地域とのつながりが希薄化する中、子育て中の親は、相談できる人も少ないた

め、周囲から孤立し子育ての不安を抱えていることが多くなっています。親が自信をもって子育て

をし、子育てに喜びを感じることができるよう、親の子育て不安を解消することが大切です。　　

　府中市では、これまで「広報ふちゅう」の拡充を図るとともに、インターネット＊の活用や子育て

情報誌などを通じて子育てに関する情報提供を行ってきました。

　しかし、市民意向調査によると、「子育てのたまて箱」など子育て情報誌について就学前児童の保

護者では3割、小学生の保護者では5割台の人が知らないと答えています（図表3−Ⅱ−1）。また、トワ
イライトステイ＊、ファミリー・サポート・センター事業＊、産前産後家庭サポート事業についても4割

から6割の人が知らなかったと答えています（図表3−Ⅱ−2、図表3−Ⅱ−3、図表3−Ⅱ−4）。このこ
とからも、あらゆる機会を活用して、サービスの情報提供に努め、周知を進めていく必要があります。

　市民意向調査によると、市の子育て支援サービス情報は、「広報ふちゅう」や市のホームページか

ら入手している人が多くなっているため（図表3−Ⅱ−5）、より一層、子育て支援サービスが必要な
時にわかりやすく簡単に入手できるよう様々な方法で情報提供体制の充実を図る必要があります。

図表3−Ⅱ−1　子育て情報誌（「子育てのたまて箱」など）を知っている（全体）

●様々な機会や手段を通じた情報提供体制の充実

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

現状と課題

（％）

無回答いいえはい

65.4

40.2 56.2

4.3

3.6

30.3
就学前児童調査
（N=2,022）

小学生調査
（N=1,301）

目標1　子育て不安の解消

第3部　計画の体系と目標・施策内容

第
3
部



28

図表3−Ⅱ−2　ファミリー・サポート・センター事業＊の認知、利用状況（全体）

図表3−Ⅱ−3　トワイライトステイ＊の認知、利用状況（全体）

図表3−Ⅱ−4　産前産後家庭サポート事業の認知状況（就学前児童・全体）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

利用したこ
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知っているが利用
したことはない

会員登録はしてい
るが、利用したこ
とはない

知らなかった

(%)
4.9

3.4 3.1

47.3

40.7 52.2

6.0 40.4

0.6

1.4
就学前児童調査
（N=2,022）

小学生調査
（N=1,301）

(%)

1.1

1.8 36.5

51.3

61.2 0.5

46.3 1.3
就学前児童調査
（N=2,022）

小学生調査
（N=1,301）

知っていて、
利用している 無回答知らない

知っているが、
利用していない

無回答
知っている

(%)

51.6 47.0 1.4
全体
（N=2,022）

知らない



まったくない
無回答

あまりない

よくあるときどきある

特に感じない

(%)
6.9

7.5 28.2

57.4

54.0 7.9

24.0 9.2就学前児童調査
（N=2,022）

小学生調査
（N=1,301）

無回答よくある

特に感じない

(%)

7.9

9.2

1.9

2.1

0.5

0.4
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図表3−Ⅱ−5　子育て支援サービスの情報源としてよいと思うもの（全体：複数回答）

図表3−Ⅱ−6　子育てに自信がもてなくなること（全体）

　　※就学前児童調査、小学生調査では選択肢が異なる　　　資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

　市民意向調査によると、子育てに自信がもてなくなることがある（「ときどきある」と「よくある」

の合計）と答えているのは、就学前児童の保護者、小学生の保護者とも6割を超えています（図表3

−Ⅱ−6）。
　また、子育てについて日ごろ悩んでいること、気になることとして、就学前児童の保護者では、自

分のやりたいことができないことや、子どもの病気、親や子の対人関係、子どもの食事や栄養に関す

ることが多くなっています。小学生の保護者では、教育、進路に関することや、親や子どもの対人関

係が多くなっており、様々な悩みを抱えている様子がうかがえます（図表3−Ⅱ−7）。
　このように悩みは一人で深刻に抱え込まず、身近な場所で気軽に相談することが大切です。また、

子育て不安には、その根底に別の悩みを抱えている場合があるため、子育ての不安はもとより、就

労など生活不安をはじめ、ＤＶ＊などの子育て以外の悩みにも対応できるように、関係機関が連携す

る必要があります。

●子育て不安、生活不安への積極的な対応と相談体制の充実

第
3
部
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図表3−Ⅱ−7　子育てについて日ごろ悩んでいること、気になること（全体：複数回答）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）
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あまりない
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(%)
27.7

23.5 40.8

33.9
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　市民意向調査によると、イライラして子どもをたたいてしまうことがある（「よくある」と「ときどき

ある」の合計）と答えた保護者は3割台となっており（図表3−Ⅱ−8）、子どもの面倒をみないことが
あると答えた保護者も、少ないながら存在しています（図表3−Ⅱ−9）。また、近所で児童虐待＊と思
われることを見たり聞いたりしたことがある人は、就学前児童の保護者では4．8％、小学生の保護

者では8．8％となっています（図表3−Ⅱ−10）。
　このように児童虐待＊にもつながりかねない状況が見られる一方、児童虐待＊の相談や通報する

施設を知らない人は5割を超え、「児童虐待防止法」を知らない人は1割を超えているため、児童虐

待＊についての知識（通告義務など）の普及・啓発を図る必要があります（図表3−Ⅱ−10）。
　また、児童虐待＊の発生予防、早期発見のため、あらゆる機会を通じて、妊娠期から出産後の子育

ての不安が大きい保護者への支援が必要です。虐待行為をした親への支援の充実も必要です。

　さらに、被虐待児童の家庭背景として多くみられるＤＶ＊の発生予防のために、ＤＶ＊についての正

しい情報を提供し、意識啓発をするとともに、相談窓口の周知を図る必要があります。

●児童虐待＊の防止に向けた施策の充実

図表3−Ⅱ−8　イライラして子どもをたたいてしまうこと（全体）

図表3−Ⅱ−9　子どもの面倒を見ないこと（全体）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）
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無回答いいえはい

無回答いいえはい

無回答いいえはい

(%)
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8.8 90.6

1.9

0.6

93.3
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（N=2,022）

小学生調査
（N=1,301）

(%)
80.7

88.6 10.8

1.917.4

0.6

就学前児童調査
（N=2,022）

小学生調査
（N=1,301）

(%)
39.8

46.8 52.1

2.2

1.1

58.0
就学前児童調査
（N=2,022）

小学生調査
（N=1,301）
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図表3−Ⅱ−10　児童虐待＊に関する認知状況（全体）

【ご近所などで児童虐待＊と思われることを見たり聞いたりしたことがある】

【児童虐待＊と思われることがおきた場合に相談や通報する施設を知っている】

【「児童虐待＊の防止などに関する法律」（児童虐待防止法）があるのを知っている】

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）
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施策（1）：情報提供体制の充実

目標1　子育て不安の解消

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　「広報ふちゅう」をはじめ、子育てサイト＊の充実や子育て情報誌の配布など、多様な手段により、

子育てに関する情報提供を行うとともに、母子健康手帳の配布、健康診査、子育て家庭への訪問時

など、妊娠期からあらゆる機会において情報提供を行います。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

1 母子健康手帳の配布

　妊娠届時の母子健康手帳配布時に分
かりやすい情報提供を行います。その
際、アンケートを全件実施し、特定妊婦＊
などの早期発見・早期支援や児童虐待＊
の予防を図ります。
　また、配布時の相談体制を充実するた
め、保健センター分館での配布を積極的
に推進していきます。

●現状
妊娠届出数　2,460件
母子健康手帳配布数
2,469冊
●目標
配布時の相談体制の充実
妊娠中から支援を行った
ケースの増加

重点

2 妊産婦訪問

　妊婦・産婦の健康状態・疾病予防等、妊
娠中あるいは産後に必要な事項について、
家庭訪問により適切な指導を行います。
　また、疾病や異常の早期発見や治療等
について助言し、不安を除き、安心して
出産・育児ができるように支援します。
　出産後の子の養育が心配される特定
妊婦＊を把握し、必要な支援をします。

●現状
妊婦訪問
実人数　		19人
延人数　		23人
産婦訪問
実人数　281人
延人数　293人	

継続

3
新生児訪問
（乳児家庭全戸訪問）

　生後4か月までの乳児（未熟児を含む）
のいる家庭を訪問し、乳児の発育・栄養・
生活環境及び疾病予防等育児に必要な事
項について、より適切な指導を行います。
　また、疾病や異常の早期発見や治療等
について助言し、育児不安を解消し、安
心して育児に臨むことができるように支
援し、児童虐待＊の予防を図ります。

●現状
新生児訪問
実人員　1,547人
延人員　1,649人
●目標
4か月までの乳児のいる
家庭の全戸訪問及び必要
な家庭への支援

重点

事業の区分について
新規：平成22年度以降に取り組む新規事業
重点：平成26年度までの重点取り組み事業
継続：平成26年度まで継続して実施する事業

現状と目標について
現状：平成20年度現在の状況
目標：平成26年度目標値（新規・重点のみ）

第
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

4 乳幼児訪問

　育児上必要な事項及び健康管理につ
いて、家庭訪問により適切な指導を行い
ます。
　また、子どもの疾病や異常の早期発見
や治療等について助言し、育児不安の解
消や児童虐待＊の予防を図ります。

●現状
訪問件数
実人員　392人
延人員　459人
●目標
適切な時期での訪問及び
指導・助言の実施
関係機関との連携、支援

重点

5
3〜4か月児健康診査・
産婦健康診査

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
3〜4か月児健康診査
月3回	
受診者数　2,248人
受診率　97．4％
産婦健康診査　月3回	
受診者数　2,223人
受診率　97．3％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

6 1歳6か月児健康診査

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月4回
受診者数　2,269人
受診率　95．1％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

7 3歳児健康診査

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月3回
受診者数　2,000人
受診率　92．6％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

8
産前産後家庭サポー
ト事業

　妊娠中及び出産後の体調不良等によ
り家事や育児が困難な家庭に対して援
助者を派遣し、産前産後の家事及び育児
の支援を行います。

●現状
（多胎）
12世帯　156日
（単胎）
144世帯　588日

継続

9 子育て情報の提供

　母子健康手帳配布時や子育て支援課・
子ども家庭支援センター＊「たっち」等で、
子育て情報誌「子育てのたまて箱」を配布
し、子育て情報の周知を図ります。
　また、タイムリーな子育て情報を提供
できるよう、母子手帳の配布時や健康診
査時に一時あずかり事業＊、トワイライト
ステイ＊、ファミリー・サポート・センター
事業＊、児童虐待＊などの情報提供をし
ます。

●現状
母子健康手帳配布時、子
育て支援課・子ども家庭
支援センター＊「たっち」・
文化センター・女性セン
ター・市政情報センター
等における子育て情報誌
「子育てのたまて箱」の
配布
内容を充実させた改訂版
の発行
●目標
転入してくる子育て世帯
への「子育てのたまて箱」
の配布
妊娠中の転入者への「子
育てのたまて箱」の配布
に向けて転入時における
案内の配布と希望者への
送付
健康診査等における子育
て情報パンフレットの配布

重点

10
多様な手段による
情報提供

　広報誌「広報ふちゅう」をはじめ、イン
ターネット＊の活用や、テレビ広報「まる
ごと府中」、子育て情報誌「子育てのたま
て箱」などを通じて、子育て及びひとり親
家庭に関する情報提供を行います。

●現状
広報ふちゅう及びインター
ネット＊、子育て情報誌に
よる、子育て情報の提供
●目標
様々な機会を活用しての
子育て情報の提供

重点

11 子育てサイト＊の充実

　パソコンや携帯を活用し、子育て団体
のホームページにおいて子育て家庭が意
見交換できるよう、コミュニティサイト＊

の充実を図ります。

●目標
いつでもどこでもだれで
も気軽に活用できる、子
育て家庭のコミュニティ
サイト＊の充実

新規

第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

12
子ども家庭支援セン
ター＊「たっち」にお
ける情報提供

　子ども家庭支援センター＊「たっち」
を子育てに関する情報の集約施設と
し、情報の収集・提供を行います。

●現状
毎月の「たっちだより」の
発行による「たっち」での
催しの掲載及び市内のひ
ろば情報、子育て関連の
情報提供
●目標
情報コーナーの整備・充実

重点

13
児童館における情報
提供

　子ども家庭支援センター＊「たっち」や
文化センター（児童館）において、それぞ
れの地域で実施している子育て情報な
どや市内で実施している子育て情報な
どを掲示し、情報提供を充実します。

●現状
文化センターや市内で
実施している子ども向け
サークルや事業につい
て、各文化センターの掲
示板への掲載
●目標
地域で実施している子育
て情報の収集と提供

重点

14 障害者相談支援事業

　委託相談支援事業所「み〜な」「あけぼ
の」「プラザ」において、総合的・一元的相
談体制を確立し、障害者が適切なサービ
スを総合的・効果的に利用できるように
するとともに、関係機関との連携を強化
し、相談支援機能の充実を図ります。ま
た、高次脳機能障害＊・発達障害＊につい
て、啓発事業の実施、関係機関との連携を
図るなど必要な支援を行います。

●現状
相談支援実施件数と利用
延べ人数
み〜な
4,622件　7,955人
あけぼの
2,490件　4,700人
プラザ
5,341件　5,187人
●目標
指定相談支援事業所
3か所以上
相談支援件数　17,000件

重点

15 家庭教育学級
　子育て中の保護者などを対象に、子育て
などをテーマにした講座を実施します。

●現状
開催回数　　2回
延参加者数　403人

継続

16 事故防止の啓発
　母子保健事業実施時に、パンフレットの
配布や集団指導、チャイルドシートの展示
など事故防止対策の啓発を行います。

●現状
母親学級や両親学級時に
パンフレットの配布及び
講話の中での情報提供
乳幼児健診・地域子育て
クラス等でパンフレット
の配布や集団指導、チャ
イルドシートの展示など
事故防止対策の啓発

継続



37

施策（2）：子どもと家庭に関する相談体制の充実

目標1　子育て不安の解消

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　子育て不安を解消できるように、あらゆる機会や場所で気軽に相談ができる体制を充実します。

併せて、児童虐待＊やＤＶ＊などの悩みに対応できるようにします。また、子育て中の親子が気軽に集

まって楽しみ、子育てについて話すことができるよう、親同士の交流や親子がふれあうことができ

る場を提供します。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

17
母子健康手帳の配布
（再掲）

　妊娠届時の母子健康手帳配布時に分
かりやすい情報提供を行います。その
際、アンケートを全件実施し、特定妊婦＊
などの早期発見・早期支援や児童虐待＊
の予防を図ります。
　また、配布時の相談体制を充実するた
め、保健センター分館での配布を積極的
に推進していきます。

●現状
妊娠届出数　2,460件
母子健康手帳配布数
2,469冊
●目標
配布時の相談体制の充実
妊娠中から支援を行った
ケースの増加

重点

18
妊産婦訪問
（再掲）

　妊婦・産婦の健康状態・疾病予防等、妊
娠中あるいは産後に必要な事項について、
家庭訪問により適切な指導を行います。
　また、疾病や異常の早期発見や治療等
について助言し、不安を除き、安心して
出産・育児ができるように支援します。
　出産後の子の養育が心配される特定
妊婦＊を把握し、必要な支援をします。

●現状
妊婦訪問
実人数		　19人
延人数		　23人
産婦訪問
実人数　281人
延人数　293人	

継続

19
新生児訪問
（乳児家庭全戸訪問）
（再掲）

　生後4か月までの乳児（未熟児を含む）
のいる家庭を訪問し、乳児の発育・栄養・
生活環境及び疾病予防等育児に必要な事
項について、より適切な指導を行います。
　また、疾病や異常の早期発見や治療等
について助言し、育児不安を解消し、安
心して育児に臨むことができるように支
援し、児童虐待＊の予防を図ります。

●現状
新生児訪問
実人員　1,547人
延人員　1,649人
●目標
4か月までの乳児のいる
家庭の全戸訪問及び必要
な家庭への支援

重点

20
乳幼児訪問
（再掲）

　育児上必要な事項及び健康管理につ
いて、家庭訪問により適切な指導を行い
ます。
　また、子どもの疾病や異常の早期発見
や治療等について助言し、育児不安の解
消や児童虐待＊の予防を図ります。

●現状
訪問件数
実人員　392人
延人員　459人
●目標
適切な時期での訪問及び
指導・助言の実施
関係機関との連携、支援

重点

第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

21
3〜4か月児健康診査・
産婦健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
3〜4か月児健康診査
月3回	
受診者数　2,248人
受診率　97．4％
産婦健康診査　月3回	
受診者数　2,223人
受診率　97．3％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

22
1歳6か月児健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月4回
受診者数　2,269人
受診率　95．1％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

23
3歳児健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月3回
受診者数　2,000人
受診率　92．6％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

24 子育てひろば＊事業

　在宅子育て家庭の、親同士の交流や親
子のふれあいの場を提供し、子育てに関
する相談・助言等を行うことで子育て不
安を解消します。

●現状	 平成21年4月
子育てひろば＊Ａ型	6か所
（私立保育所5・市立保育
所1）
子育てひろば＊Ｃ型	1か所
●目標
子育てひろば＊事業	
8施設

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

25 相談体制の充実

　福祉関係等相談担当者連絡会議を
通して、福祉関係部署に限らず、消費生
活、男女共同参画、市民相談などの子育
て支援に関する必要な情報を共有し、
各相談窓口の連携を図ります。
　また、市民サービス向上及び相談体
制の充実のために相談窓口が分かるパ
ンフレット等を作成します。

●現状
3回開催

継続

26

地域子育て支援
（子育てひろば＊）
事業
（再掲）

　児童館や学童クラブ＊施設などにお
いて地域性あふれるひろば事業を実施
し、様々な地域から集まる親子の交流と
情報交換や仲間づくりを支援します。

●現状
ポップコーン　		6か所
すきっぷ　　　18か所
ほののぼ　　　	2か所
ぬくぬく　　　　4か所
ここん　　　　		3か所
はじめてアート		1か所
ボランティア　　40人
●目標
ポップコーン　11か所
ボランティア　　80人

重点

27 子育て地域交流事業

　子ども家庭支援センター＊を中心に、
様々な地域の親子との仲間づくりや、子
育て講座、ボランティア活動、交流の場
の提供などを行います。また、ボランティ
ア等の協力を得ながら実施回数を増や
すとともに、声かけが必要な親子の子育
て相談に乗るなど、きめ細かい事業を展
開します。

●現状
施設2か所
対象年齢　0〜6歳
たっち交流ひろば
102,983人
しらとりオープンルーム
2,043人
●目標
対象年齢　0〜6歳
たっち交流ひろば
107,500人
しらとりオープンルーム
2,200人
地域の子育てサークルや
ＮＰＯ＊などとの交流会の
開催

重点

28
公会堂を利用した自
主活動の場づくり

　公会堂を利用した子育てグループの
自主活動を応援し、親同士の交流や親子
のふれあい機会をつくり、子育て不安の
解消や親同士の仲間づくりを図ります。

●現状
3団体
●目標
6団体

重点

第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

29 児童館の活用

　市内11か所にある児童館において、
子どもの遊び相手や話し相手となる児
童館指導員を各館の状況に応じた配置
を行います。
　また、児童館に子育てボランティアを
配置し、親同士の交流や親子の交流、そ
して子育ての悩みを相談し合える場づく
り、親同士の仲間づくりを図ります。

●現状
（児童館指導員）
週5日（平日）4時間／日
●目標
各児童館の実情に応じた
児童館指導員の配置
平日の午前中に子育てボ
ランティアを配置し、子育
て家庭が集い、交流や情
報収集ができる場の提供

重点

30
子どもと家庭の総合
相談

　子ども家庭支援センター＊「たっち」を
中心として、子どもとその保護者に対す
る総合相談事業を実施します。

●現状
「たっち」、「しらとり」
の2施設
相談件数　813件
●目標
育児不安や負担の解消、
軽減のための相談実施
相談員のスキルアップ

重点

31 地域子育てクラス

　子育ての不安や悩みを気軽に相談でき
る場として、地域の公会堂や自治会館を
会場とし、子育てクラスや未熟児及び多
胎児を対象とした子育てクラスを実施す
ることで、育児不安の解消や児童虐待＊
の予防を図ります。

●現状
年12回　97組
●目標
年20回

重点

32
障害者相談支援事業
（再掲）

　委託相談支援事業所「み〜な」「あけぼ
の」「プラザ」において、総合的・一元的相
談体制を確立し、障害者が適切なサービ
スを総合的・効果的に利用できるように
するとともに、関係機関との連携を強化
し、相談支援機能の充実を図ります。ま
た、高次脳機能障害＊・発達障害＊につい
て、啓発事業の実施、関係機関との連携を
図るなど必要な支援を行います。

●現状
相談支援実施件数と利用
延べ人数
み〜な
4,622件　7,955人
あけぼの
2,490件　4,700人
プラザ
5,341件　5,187人
●目標
指定相談支援事業所
3か所以上
相談支援件数　17,000件

重点

33 保育所地域交流事業

　市立保育所の園庭及び遊戯室を開放
し、地域の親子がふれあう場を提供する
とともに、保育士などによる子育て相談
を行います。

●現状
市立保育所全所において
週1回実施（高倉保育所
は月1回、ほかにひろば
事業として月2回）

継続

34
市立保育所における
相談事業

　地域の保護者等の自主活動及び在宅
で子育てをしている家庭への支援とし
て、保育所やひろば事業での子育て相
談を実施します。

●現状
保育所での相談
地域子育て支援（子育て
ひろば＊）事業での相談

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

35 女性問題相談事業

　DV＊に対する相談体制を充実させる
ため、女性問題相談窓口の周知を図りま
す。
　また、庁内における関係各課との連携
を図り、DV＊被害者に対する二次被害を
防ぐため、DV＊対策連携会議を開催し、
情報の共有に努めます。

●現状
女性問題相談事業におい
てDV＊、女性問題等幅広
い相談の実施
①　相談体制　月曜日か
ら金曜日（平日）午前9時
から午後5時　相談員2人
（月・火は1人）
②　相談件数　1,052件
（内DV＊に関する相談
は85件）
③　DV＊対策連携会議
庁内の相談機関との連
携、並びに各機関におけ
る窓口業務の中で、相談
者への二次被害を防ぐた
めの対応の再確認

継続

36
産前産後家庭サポー
ト事業
（再掲）

　妊娠中及び出産後の体調不良等によ
り家事や育児が困難な家庭に対して援
助者を派遣し、産前産後の家事及び育児
の支援を行います。

●現状
（多胎）
12世帯　156日
（単胎）
144世帯　588日

継続

37 子育て講座
　子ども家庭支援センター＊「たっち」に
おいて、出産・育児の不安解消や親同士
の交流のための子育て講座を行います。

●現状
出産後の母子を対象に
した講座（すやすやクラ
ブ、ころりんクラブ）、妊
婦、父親を対象にした講座
（カンガルータイム）、ベ
ビーマッサージ等の実施
子育て講座への参加延べ
人数　1,074人

継続

38 子育て相談室
　子育ての不安や悩みを気軽に相談で
きる子育て相談室を実施します。

●現状
保健相談　3,856件
栄養相談　　339件
歯科相談　　177件
事例検討会の開催　14回

継続

39
市立幼稚園における
教育と相談

　教育内容の充実に努めるとともに、子
育て支援に積極的に取り組むため、子育
てに関する相談の充実を図ります。

●現状
教育相談　3園　352人 継続

第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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施策（3）：児童虐待＊への対応と防止

目標1　子育て不安の解消

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　児童虐待＊は発生予防の視点に立って、相談体制を充実していきます。様々な機会を活用して、児

童虐待＊の発生予防、早期発見・早期支援に努めます。また、被虐待児童の家庭背景として多くみら

れるＤＶ＊の発生予防のために、正しい情報を提供し意識啓発を図ります。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

40
母子健康手帳の配布
（再掲）

　妊娠届時の母子健康手帳配布時に分
かりやすい情報提供を行います。その
際、アンケートを全件実施し、特定妊婦＊
などの早期発見・早期支援や児童虐待＊
の予防を図ります。
　また、配布時の相談体制を充実するた
め、保健センター分館での配布を積極的
に推進していきます。

●現状
妊娠届出数　2,460件
母子健康手帳配布数
2,469冊
●目標
配布時の相談体制の充実
妊娠中から支援を行った
ケースの増加

重点

41
妊産婦訪問
（再掲）

　妊婦・産婦の健康状態・疾病予防等、妊
娠中あるいは産後に必要な事項について、
家庭訪問により適切な指導を行います。
　また、疾病や異常の早期発見や治療等
について助言し、不安を除き、安心して
出産・育児ができるように支援します。
　出産後の子の養育が心配される特定
妊婦＊を把握し、必要な支援をします。

●現状
妊婦訪問
実人数　		19人
延人数　		23人
産婦訪問
実人数　281人
延人数　293人		

継続

42
新生児訪問
（乳児家庭全戸訪問）
（再掲）

　生後4か月までの乳児（未熟児を含む）
のいる家庭を訪問し、乳児の発育・栄養・
生活環境及び疾病予防等育児に必要な事
項について、より適切な指導を行います。
　また、疾病や異常の早期発見や治療等
について助言し、育児不安を解消し、安
心して育児に臨むことができるように支
援し、児童虐待＊の予防を図ります。

●現状
新生児訪問
実人員　1,547人
延人員　1,649人
●目標
4か月までの乳児のいる
家庭の全戸訪問及び必要
な家庭への支援

重点

43
乳幼児訪問
（再掲）

　育児上必要な事項及び健康管理につ
いて、家庭訪問により適切な指導を行い
ます。
　また、子どもの疾病や異常の早期発見
や治療等について助言し、育児不安の解
消や児童虐待＊の予防を図ります。

●現状
訪問件数
実人員　392人
延人員　459人
●目標
適切な時期での訪問及び
指導・助言の実施
関係機関との連携、支援

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

44
3〜4か月児健康診査・
産婦健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
3〜4か月児健康診査
月3回
受診者数　2,248人
受診率　97．4％
産婦健康診査　月3回
受診者数　2,223人
受診率　97．3％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

45
1歳6か月児健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月4回
受診者数　2,269人
受診率　95．1％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

46
3歳児健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月3回
受診者数　2,000人
受診率　92．6％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

47 虐待予防

　母子保健事業（健康診査、教育、相談、
訪問）を通して、虐待の予防と早期発見、
早期対応により、乳幼児の健全な育成を
図ります。

●現状
母子保健事業（健康診査、
教育、相談、訪問）を通し
ての虐待の予防と早期発
見、早期対応
●目標
母子保健事業を通じての
虐待の予防

重点

第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

48
児童虐待＊の相談・
対応

　児童虐待＊に関する相談体制を充実
させるとともに、関係機関と連携して
情報を共有し、虐待の早期発見・早期支
援に努め、児童虐待＊の防止を図りま
す。また、児童虐待＊をしてしまった親
に対する支援を行います。

●現状
継続的な支援が必要な家
庭に育児支援家庭訪問事
業を導入、職員に替わっ
て訪問員による支援と状
況の改善
●目標
児童虐待＊の発生予防・早
期発見・早期支援が重要
であることから、子ども家
庭部と福祉保健部の連携
強化と支援体制の整備

重点

49
ＤＶ＊防止の情報・
資料の収集と提供

　市民にＤＶ＊への正しい理解を普及・啓
発するために、女性センター情報資料室
にＤＶ＊に関する資料を積極的に収集し
ます。また、国・都などからの情報を効果
的に周知するため、講座を実施する他、そ
れらの情報をセンター内へ掲示し、実施
事業などでＰＲなどを行います。さらに、
庁内関係課との連携を図るためにＤＶ＊
対策連携会議を実施します。今後の計画
としては、DV＊の予防のための啓発とし
て、女性を対象としたチラシ等の配布だ
けではなく、「DV＊は犯罪であり児童虐
待＊の温床となる」という意識を醸成す
るため、男性を含め広く市民に向けた啓
発を実施していきます。	

●現状
ＤＶ＊防止に関する情報
の収集・掲示
ＤＶ＊防止講座を1回実施
男女共同参画推進フォー
ラム内でＤＶ＊に関する
分科会を実施
ＤＶ＊対策連携会議を1回
実施
●目標
ＤＶ＊防止に関する情報
の収集・掲示の拡充
ＤＶ＊防止講座を年1回以
上実施
ＤＶ＊対策連携会議を継
続的に開催

重点

50
女性に対する暴力を
なくす運動事業

　毎年11月12日から25日までの期間
を、国が「女性に対する暴力をなくす運
動」期間として定めています。
　本市においてもこれに賛同し、DV＊啓
発に関する講座を実施します。
　今後は、この「女性に対する暴力をなく
す運動」期間を利用して、市民に向けて
DV＊の内容を啓発できるように、自治会
の回覧等を利用するなど、集中的に普及
啓発活動に取り組みます。

●現状
「女性に対する暴力をな
くす運動」期間にちなみ、
関連講座を実施
ＤＶ＊対策連携会議を1回
実施
●目標
継続的に年1回以上の講
座を実施
DV＊対策連携会議を継
続的に開催
市民向けにDV＊啓発の
ための周知

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

51 親支援事業

　育児に不安を抱え子どもに虐待をし
てしまいそうな、又はしてしまった母親
を対象に、悩みや不安を打ち明けなが
ら、自分なりの子育てを見つけ親子の
成長を支援していくグループ活動を支
援します。

●現状
たっち
2グループ　43回実施
登録者　　27人
参加人数　101人
ＮＰ＊3コース（しらとり）
27回実施
参加人数　411人
●目標
たっち2グループの登録
者数45人
ＮＰ＊　3コース

重点

52
育児支援家庭訪問
事業

　育児に不安や悩みを抱える家庭や、育
児困難を抱える家庭に対し、支援に応じ
た職種の訪問員が職員に代わって定期
的に家庭訪問を行い、子育ての負担や不
安の軽減を図るとともに、児童虐待＊等
の発生を未然に防ぎます。
　児童福祉法＊の改正に伴い、第二種社
会福祉事業に位置づけられたことから、
子ども家庭部と福祉保健部の連携を図
りながらさらに充実させていきます。

●現状
訪問員登録者　24人
ＮＰＯ＊団体　2団体
対象世帯　83世帯
訪問回数　1,201回
●目標
訪問員　30人
訪問世帯　90世帯
訪問事業終了ケース　
45世帯
児童福祉法＊の改正に伴
い、第二種社会福祉事業
に位置づけられたことか
ら、子ども家庭部と福祉
保健部の連携を図りなが
らさらなる充実

重点

53
産前産後家庭サポー
ト事業
（再掲）

　妊娠中及び出産後の体調不良等によ
り家事や育児が困難な家庭に対して援
助者を派遣し、産前産後の家事及び育児
の支援を行います。

●現状
（多胎）
12世帯　156日
（単胎）
144世帯　588日

継続

54
虐待防止ネットワー
ク

　要保護児童対策地域協議会＊など関
係機関が連携し、各機関の役割や共通認
識をもちながら、児童虐待＊防止対策な
どの取り組みを行います。また、検討会
の必要な事例には個別の会議を開催し、
各機関の役割や支援内容を検討します。

●現状
要保護児童対策地域協議
会＊
代表者会議　2回
実務者会議　2回
進行管理分科会	2回
個別事例検討会
90回

継続

55
虐待防止マニュアル
の活用

　各機関が適切な対応ができるよう、児
童虐待＊防止マニュアルの活用を図りま
す。また、既存のマニュアルの改訂をして
いきます。

●現状
マニュアルの活用による
児童虐待＊への対応

継続

第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

56 子育てスタート事業

　出産や子育てで家族の協力が受けら
れず育児不安が強い母親とその子ども
（4ヵ月未満）の乳児を対象に、助産院
に一定期間宿泊や通所することにより
育児に対する負担の軽減を図ります。

●現状
利用人数延べ　4人

継続

57
養育家庭（里親）の
普及

　親の離婚や疾病等で家庭での生活が
できない子どもや、親の虐待等により家
庭で生活することが好ましくない子ども
を、養育家庭制度に登録した一般家庭で
一定期間養育するよう養育家庭の普及
に努めます。

●現状
養育家庭による体験発表
会の開催と啓発活動
体験発表会2回実施
参加者　106人

継続

58 ショートステイ＊

　保護者が出産、疾病などの理由で、子ど
もの養育が一時的に困難な場合に、18
歳未満の子どもを泊りがけであずかる
ショートステイ＊を実施します。

●現状
施設数　3施設
定員　12人
利用人数　153人

継続

59 母子生活支援施設

　子どもの養育が十分にできないなど、
子どもの養育に支障がある母子世帯を
対象に母子保護をし、関係機関との連携
を図り日常生活と自立への支援を行い
ます。

●現状
11世帯

継続
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　近年、住民同士のつながりが希薄化しており、これまで地域が果たしてきた教育、子育て支援、防

犯・治安、防災といった機能が低下しているといわれています。子どもが健やかに育ち、安らぎのあ

る子育てが実現されるためには、自治会や地域の様々な人材、またNPO＊などの組織など、地域の

社会資源が連携して、地域社会全体で子どもの成長を見守り、子育てを支えることが大切です。

　市民意向調査によると、就学前児童の保護者では、子どもを連れて集える場には、子どもの遊び

場はもとより、親同士の交流、親の息抜きという役割を期待する人も多くなっています（図表3−Ⅱ−
11）。

　保護者同士が交流し、子育ての情報の共有や仲間づくりができるよう、子育て中の親子がふれあ

う場を充実することが必要です。また、従来の地縁関係のみならず、居住エリアを越えた子育てネッ

トワークを醸成し、新たなコミュニティとして成熟するように支援していく必要があります。

図表3−Ⅱ−11　親子で集える場がもっていたらよいと思う役割（就学前児童・全体：複数回答）

●親子が集い、保護者同士が交流できる場の充実

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

現状と課題

目標2　地域における子育て支援
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　市民意向調査によると、近所づきあいについて、個人的なことを相談しあえる人がいると答えた

のは、就学前児童の保護者、小学生の保護者ともに2割台で、ひとり親家庭では1割となっています

（図表3−Ⅱ−12）。
　しかし、子育てをつらいと感じる人の多くが、子育てのつらさを解消するために地域における子

育て支援の充実が必要だと考えています（図表3−Ⅱ−13）。
　そのため、子育て家庭の孤立を防ぎ、安心して子どもを産み育てていくために、地域に住む人びと

とのつながりの構築に向けた取り組みが必要です。

図表3−Ⅱ−12　近所づきあいの程度（全体）

図表3−Ⅱ−13　子育てのつらさを解消するために必要だと思うこと（全体：複数回答）

＜子育てについて「楽しいと感じることと、つらいと感じることが同じくらい」又は
「つらいと感じることの方が多い」と答えた人＞

●地域のつながり（居住エリアを越えた関係も含め）の構築

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

無回答

個人的なことを
相談しあえる人がいる

さしさわりのない
ことなら、話せる
相手がいる

道で会えば、あ
いさつをする程
度の人ならいる

ほとんど近所づ
きあいをしない

(%)
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43.5

2.6

12.9 4.3

36.8 5.8

2.1

2.6
就学前児童調査
（N=2,022）

小学生調査
（N=1,301）

ひとり親家庭調査
（N=303）
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　ファミリー・サポート・センター事業＊は、会員数、活動件数ともに年々増加していますが、依頼会員

が提供会員を上回る状況は年々続いており、平成20年度は依頼会員が提供会員の約3倍となって

います（図表3−Ⅱ−14）。
　また、市民意向調査によると、ファミリー・サポート・センター事業＊について、就学前児童の保護

者の4割、小学生の保護者の5割が知らなかったと答えています（図表3−Ⅱ−2）。
　このことから、ファミリー・サポート・センター事業＊の認知度を高めるとともに、提供会員の育成

を図る必要があります。

図表3−Ⅱ−14　府中市のファミリー・サポート・センター事業＊の会員数と活動件数

●ファミリー・サポート・センター事業＊の周知、提供会員の育成

両方会員は提供会員、依頼会員どちらにも計上している。
　平成17年度までは、月〜土曜日を事務局の開設日としてきたが、平成18年度からは日曜日も開設している。

資料：府中市子育て支援課
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　子ども未来財団の「子育てに関する意識調査」によると、子育て中の男女の子育てにおける不安

や悩みの内容は、府中市の市民意向調査でも上位にあげられた病気や発育のことが最も多く、次に

子育てに伴う経済的負担が重いということがあげられています（図表3−Ⅱ−15）。
　このため、子育て家庭の経済的負担感を少しでも軽減できるように、各種助成制度、手当を実施す

る必要があります。

図表3−Ⅱ−15　現在や将来の子育てにおける不安や悩みの内容

（0歳から高校生までの子どもがいる子育て中の男女・全国）

●子育ての経済的負担感の軽減

資料：（財）こども未来財団「子育てに関する意識調査（平成18年度）」
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施策（1）：子育て中の親子が集い、交流できる場の整備

目標2　地域における子育て支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　地域の様々なところで、また地域を超えて、親子の交流や情報交換、仲間づくりが進むよう、ボラ

ンティアなどと協力し、子育てひろば＊を実施するとともに、各種教室を開催します。また、コミュニ

ティ形成の場として、身近な施設である児童館、図書館などを活用します。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

60
小学生のためのブッ
クトーク「よむよむ
探検隊」

　小学4〜6年生を対象に、テーマごとに
楽しい本の紹介を行ないます。小学生に
とって時間の余裕のある土曜日に設定す
ることで、図書館の利用を促し、読書の楽
しさを得てもらいます。

●目標
毎月1回
年12回実施 新規

61
子育てひろば＊事業
（再掲）

　在宅子育て家庭の、親同士の交流や親
子のふれあいの場を提供し、子育てに関
する相談・助言等を行うことで子育て不
安を解消します。

●現状	 平成21年4月
子育てひろば＊Ａ型	6か所
（私立保育所5・市立保育
所1）
子育てひろば＊Ｃ型	1か所		
●目標
子育てひろば＊事業	
8施設

重点

62

地域子育て支援
（子育てひろば＊）
事業
（再掲）

　児童館や学童クラブ＊施設などにお
いて地域性あふれるひろば事業を実施
し、様々な地域から集まる親子の交流と
情報交換や仲間づくりを支援します。

●現状
ポップコーン　　6か所
すきっぷ　　　18か所
ほののぼ　　　　2か所
ぬくぬく　　　　4か所
ここん　　　　　3か所
はじめてアート　1か所
ボランティア　　40人
●目標
ポップコーン　11か所
ボランティア　　80人

重点

第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

63
子育て地域交流事業
（再掲）

　子ども家庭支援センター＊を中心に、
様々な地域の親子との仲間づくりや、子
育て講座、ボランティア活動、交流の場
の提供などを行います。また、ボランティ
ア等の協力を得ながら実施回数を増や
すとともに、声かけが必要な親子の子育
て相談に乗るなど、きめ細かい事業を展
開します。

●現状
施設2か所
対象年齢　0〜6歳
たっち交流ひろば
102,983人
しらとりオープンルーム
2,043人
●目標
対象年齢　0〜6歳
たっち交流ひろば
107,500人
しらとりオープンルーム
2,200人
地域の子育てサークルや
ＮＰＯ＊などとの交流会の
開催

重点

64
公会堂を利用した自
主活動の場づくり
（再掲）

　公会堂を利用した子育てグループの
自主活動を応援し、親同士の交流や親子
のふれあい機会をつくり、子育て不安の
解消や親同士の仲間づくりを図ります。

●現状
3団体
●目標
6団体

重点

65
児童館の活用
（再掲）

　市内11か所にある児童館において、
子どもの遊び相手や話し相手となる児
童館指導員を各館の状況に応じた配置
を行います。
　また、児童館に子育てボランティアを
配置し、親同士の交流や親子の交流、そ
して子育ての悩みを相談し合える場づく
り、親同士の仲間づくりを図ります。

●現状
（児童館指導員）
週5日（平日）4時間／日
●目標
各児童館の実情に応じた
児童館指導員の配置
平日の午前中に子育てボ
ランティアを配置し、子育
て家庭が集い、交流や情
報収集ができる場の提供

重点

66
児童館における情報
提供
（再掲）

　子ども家庭支援センター＊「たっち」や
文化センター（児童館）において、それぞ
れの地域で実施している子育て情報な
どや市内で実施している子育て情報な
どを掲示し、情報提供を充実します。

●現状
文化センターや市内で
実施している子ども向け
サークルや事業につい
て、各文化センターの掲
示板への掲載
●目標
地域で実施している子育
て情報の収集と提供

重点

67 市立幼稚園園庭開放

　市立幼稚園の園庭開放を開園時間以
外に開放し、在籍児はもとより未就園
児、近隣幼児等の安全で安心して遊べる
場所として提供するとともに、保護者の
交流の場とします。

●現状
市立幼稚園
3か所	週4回
園庭開放参加者	7,729人
矢崎幼稚園　		 2,558人
みどり幼稚園　2,278人
小柳幼稚園　		 2,893人
●目標
子育て相談の充実

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

68 おはなし会

　おはなし（ストーリーテリング＊）や絵
本の読み聞かせを通し、読書の楽しみ、
想像力をはぐくむきっかけとします。平成
21年度からは、中央図書館は毎週木曜日
（小学生対象の回に参加がほとんどない
ことより1日2回から1回へ（但し、小学生
向けに別事業実施））及び第1土曜日、地
区図書館は毎月1回、図書館職員と市民
であるおはなしボランティアとの協働で
行っています。また、中央図書館では、夏
と冬各1回、おたのしみおはなし会を行っ
ています。

●現状
中央図書館　1,691人
夏のおたのしみおはなし会
（中央）1回　58人
（内子ども58人）
冬のおたのしみおはなし会
（中央）1回　35人
（内子ども35人）
地区図書館　35回
342人
（内子ども275人）
●目標
中央図書館　1,700人
夏のおたのしみおはなし会
（中央）1回　60人
（内子ども60人）
冬のおたのしみおはなし会
（中央）1回　60人
（内子ども60人）
地区図書館　144回
2,500人
（内子ども2,380人）

重点

69
ちいさい子のための
おはなし会

　1・2歳の乳幼児と保護者を対象に、絵
本の読み聞かせや手遊び、わらべうたな
どを行い、読書やことばの楽しさを知っ
てもらい、子どもと保護者のふれあいを
促します。平成21年度から、中央図書館
は毎月第2・4木曜日、地区図書館は各館
毎月1回、市職員と市民によるおはなし
ボランティアと協働で実施しています。

●現状
中央図書館
24回　825人
（内子ども419人）
地区図書館
46回　942人
（内子ども488人）		
●目標
中央図書館は現状維持
地区図書館　
144回　2,880人
（内子ども2,440人）

重点

70 赤ちゃん絵本文庫

　3〜4か月児及び1歳6か月児健康診査
時に、絵本の読み聞かせやわらべうた、手
あそびなどを実施し、保護者とともに読
書へのきっかけとします。3〜4か月児健
康診査では、赤ちゃんの図書館利用カー
ドの登録も行い、図書館利用への働きか
けも行います。市職員とおはなしボラン
ティアと協働で実施しています。

●現状
利用登録者数　927人
貸出人数　247人
貸出冊数　798冊
●目標
利用登録者数　1,300人
貸出人数　500人
貸出冊数　1,100冊

重点

第
3
部
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

71 図書館サービス

　全13館で所蔵する資料を活用し、さ
らにインターネット＊やＣＤ−ＲＯＭなど
新たな媒体も活用しつつ、子どもに読書
の楽しみを知らせ、また、子どもの学び
や知りたいという好奇心に対応できるよ
うに、資料の充実や図書館の使いやすさ
への工夫に取り組んでいきます。また、き
め細かい読書相談やレファレンスサー
ビス＊を行うとともに、子どもの心をは
ぐくむ本との出会いの場として、ＰＦＩ＊事
業者も含め事業を展開していくなど、図
書館ボランティアと協働しながら、また、
学校と連携しながら図書館サービスの
充実を行います。

●現状
ブックトーク講習会（一
般・教師等対象）
全3回　21人
キャンペーン「たびたび
よんでほんのたび」
子ども対象　758人
夏休み読書キャンペーン
「本の木だいすき！」
子ども対象　917人
出前講座　計4回
117人（内子ども11人）
学校への事業
（ブックトーク等）　計4校
253人（内子ども200人）
●目標
キャンペーン
参加子ども人数
1,000人
夏休み読書キャンペーン
参加子ども人数
1,200人
出前講座　6回
学校への事業　6校

重点

72
子育てひろば＊「ポッ
プコーンパパ」

　市立保育所を日曜日に開放し、地域の
親子がふれあう場を提供するとともに、
保育士などが子育て中の父親に遊び方
の指導や子育て相談を行います。

●現状
市立保育所
15か所　月1回

継続

73
保育所地域交流事業
（再掲）

　市立保育所の園庭及び遊戯室を開放
し、地域の親子がふれあう場を提供する
とともに、保育士などによる子育て相談
を行います。

●現状
市立保育所全所において
週1回実施（高倉保育所
は月1回、ほかにひろば
事業として月2回）

継続

74 ティーンズスタジオ

　10代の青少年が気軽に美術館を訪
れ、自分の関心に応じた創作活動を体験
するプログラム＊を提供する教育事業
を実施します。また、10代向けのプログ
ラム＊以外に、年齢に関係なく幼児から
保護者とともに参加できるオープン・プ
ログラム＊（オープンスタジオ）を実施し
ます。

●現状
年間登録者　46人
（小学生32人、中学生12
人、高校生2人）
ティーンズ・プログラム＊
10回（51日）　868人

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

75 公園・緑地

　市内のどこからでも歩いていける範
囲に公園があることを目指し、公園の整
備を進めます。街区公園など地域に密着
した公園は、コミュニティの場として活
用できるように、地域の人びとが主体と
なった管理・運営を行います。また、子ど
もが安心して楽しく利用できるよう、安
全に配慮した遊具等の設置や安全管理、
砂場などの衛生管理を行います。

●現状
181ｈａ
（市面積の6．34％）
●目標
子どもが安心して楽しく
利用できる公園整備

重点

76 離乳食・幼児食教室

　月齢に応じた離乳食指導を行い、乳幼
児の健全な育成を図るとともに、親同士
の交流や情報交換の場を提供し、育児不
安の解消を図ります。

●現状
ステップ1　月1回
受講者数　331人
ステップ2　月1回
受講者数　275人
ステップ3　月1回
受講者数　264人
ステップ4　月1回
受講者数　214人
幼児食教室　年6回
受講者数　110人

継続

77
はじめてのパパママ
学級

　グループワーク＊を通じて妊娠、出産
及び子育てに関する知識を提供します。
また、親同士の交流や仲間づくりを通し
て、子育て不安を解消する機会を提供し
ます。

●現状
4日コース　 12回
受講者数　1,162人
半日コース　12回
受講者数　525人

継続

78 市営住宅

　住宅に困窮する低所得者等に対して
安い家賃で住宅を提供することにより、
市民生活の安定と福祉の増進を図りま
す。また、地域における親子の交流の場
として、集会室を開放します。

●現状	 平成21年4月
管理戸数
21団地　609戸
集会室　8箇所

継続
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施策（2）：地域のつながりの構築

目標2　地域における子育て支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　地域の人びとが子育て家庭に関心を持ち、子育てを地域で支えていくことができるよう、親子が

地域の人びとと交流できる場を充実するとともに、子育て関連団体と地域とのネットワーク化の支

援や子育てボランティアの育成を行います。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

79
子育て関連団体と地
域とのネットワーク化

　子育てに関わる団体等による組織を設
け、団体間の情報交換や地域の実情に応
じた取り組みを支援します。

●現状
地域子育てひろば＊活動
団体との情報交換
●目標
ひろば会議の継続並びに
子ども家庭支援センター＊
運営協議会における子育
て関係団体と地域のネッ
トワーク化

重点

80
子育てボランティア
の育成講座

　社会福祉協議会と連携し、子育て支援
事業などへのボランティアの受け入れ
や活動の場を提供するとともに、地域の
子育てひろば＊やサークルの活動を支
援するボランティアの育成を行います。

●現状
社会福祉協議会のボラン
ティア登録者に活動の場
として「たっち」交流ひろ
ばの提供	
●目標
年2コース実施
（1回はスキルアップコー
ス）
講座終了者の活動件数の
拡大

重点

81
ファミリー・サポート・
センター事業＊

　育児の援助を受けたい市民と、援助を
行いたい市民の間に立ち、子育てに関す
る相互援助活動の支援や調整を行いま
す。また、ファミリー・サポート・センター
事業＊の周知を図るためポスター掲示を
したり、提供会員の育成を図るため育成
講習会を実施するとともに、提供会員の
増加に努めます。

●現状
会員数　　1,219人
活動件数　6,628件
●目標
総会員数　1,500人
提供会員　　400人
活動件数　7,000件

重点

82 地域まつり
　各コミュニティ圏域において、構成団
体が参画し、地域の特性を生かした納涼
祭りを実施します。

●現状
11か所
参加者数　183,960人

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

83 コミュニティ事業
　地域の幼児（保護者同伴）から高齢者
を対象に創作（工作）教室や民踊教室など
の事業を実施します。

●現状
326回
参加者　5,215人

継続

84 ふれあいの集い

　地域の人びとの交流を活発にするこ
とを目的に、地域文化祭、ちびっ子交流
会、地域ふれあい演芸大会、新春の集い
等を実施します。

●現状
68回
参加者　27,519人

継続

85 ふるさと広場

　市内に古くから伝わる行事を伝承する
ことを目的とし、七夕の集い、お月見の集
い、どんど焼きの集い、節分の集い等を実
施します。

●現状
47回
参加者数　9,635人

継続

86 野外活動振興事業
　地域の人びとのふれあいを深めるこ
とを目的として、レクリエーション大会
やいもほりの集い等を実施します。

●現状
40回
参加者数　7,540人

継続

87
自主活動奨励事業
（児童サークル活動）

　児童館において、年間を通し実施する
活動を支援します。	

●現状
844回
参加者数　16,461人

継続

88
地区公民館講座
（親子映画会）

　子どもをもつ保護者とテーマに興味
のある方を対象に、映画を活用した学
びの機会を提供します。

●現状
10館　17回 継続

89 生涯学習サポーター

　地域における専門的知識や技能をも
つ人びとを市内の自主グループや学校
などに、指導者として紹介し、地域の自
主的活動を支援します。

●現状
生涯学習サポーター登録者
56人

継続
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施策（3）：相互支援活動の活性化

施策（4）：子育て家庭の経済的負担感の軽減

目標2　地域における子育て支援

目標2　地域における子育て支援

施策の方向

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　人びとの支えあいによる子育て支援を推進するため、ファミリー・サポート・センター事業＊の認

知度を高め、提供会員の育成を図ります。また、NPO＊と連携し、産前・産後家庭の支援を行います。

　子育て家庭の経済的負担感を軽減するために、助成制度、手当等の充実に努めます。なお、中学生

以下の子どもの医療費は、保険診療でかかる自己負担分全額を助成します。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

90
ファミリー・サポート・
センター事業＊
（再掲）

　育児の援助を受けたい市民と、援助を
行いたい市民の間に立ち、子育てに関す
る相互援助活動の支援や調整を行いま
す。また、ファミリー・サポート・センター
事業＊の周知を図るためポスター掲示を
したり、提供会員の育成を図るため育成
講習会を実施するとともに、提供会員の
増加に努めます。

●現状
会員数　　1,219人
活動件数　6,628件
●目標
総会員数　1,500人
提供会員　　400人
活動件数　7,000件

重点

91
産前産後家庭サポー
ト事業
（再掲）

　妊娠中及び出産後の体調不良等によ
り家事や育児が困難な家庭に対して援
助者を派遣し、産前産後の家事及び育児
の支援を行います。

●現状
（多胎）
12世帯　156日
（単胎）
144世帯　588日

継続
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事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

92 子ども医療費助成
　乳幼児（義務教育就学前）及び児童（義
務教育就学児）が健康保険診療でかかっ
た医療費の自己負担分を助成します。

●現状
（乳幼児）
延助成件数　
222,227件
（児童）
延助成件数　
158,252件

継続

93 子ども手当

　中学3年生（15歳に達した日の属する
年度末）までの子どもを養育している保
護者（生計中心者）に子ども手当を支給
します。

●目標
延対象者数　
399,564人

新規

94 児童手当

　小学校6年生（12歳に達した日の属す
る年度末）までの子どもを養育している
保護者（生計中心者）で所得が一定額未
満の場合手当を支給します。
　子ども手当法の施行により、子ども手
当として支給します。

●現状
延対象者数　
229,129人

継続

95
利用者負担のあり方
検討（幼保）

　国における保育制度の検討の状況を
見つつ、保育に欠ける児童に対する福祉
サービスである保育と教育サービスで
ある幼稚園との負担のあり方について
検討します。

●現状
同一世帯で保育所と幼稚
園とを利用している場合
の2子目以降の保育料の
減額

継続

96
私立幼稚園等入園補
助金

　私立幼稚園等に入園し、入園料を納付
した幼児の保護者に対して10,000円
の補助を行い負担軽減を図ります。
ただし、年度内園児1人につき1回限りと
します。

●現状
1,424人

継続

97 就学援助
　母子家庭や低所得世帯など経済的理
由で就学困難な義務教育児童生徒の保
護者に対し必要な援助を行います。

●現状
小学校
学用品費　1,495人
入学準備金　201人
移動教室費　291人
医療費　　　　25人
給食費　　1,492人
林間学校費　297人
中学校
学用品費　　813人
入学準備金　248人
修学旅行費　319人
医療費　　　　 2人
給食費　　　803人
自然教室費　295人

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

98
母子栄養強化食品の
支給

　経済的理由により栄養の強化が必要と
される家庭及び多胎児の家庭に粉ミルク
を支給します。

●現状
妊婦
支給実人員　22人
延人員　　　67人
産婦
支給実人員　		6人
延人員　　　45人
乳幼児
支給実人員　16人
延人員　　	134人
多胎児
支給実人員　76人
延人員　　	367人

継続

99 助産施設入所

　保健上入院して分娩する必要がある
にもかかわらず、経済的にその費用を支
払うことが困難な妊婦に対してその援
護をします。

●現状
13人

継続

100
夏季健全育成費支給
事業

　被保護世帯の児童・生徒を対象に、夏
季休業中の野外活動等への参加費用を
支給することにより、本人の健全育成及
びその世帯の自立助長を図ります。

●現状
小学生　200人
中学生　126人
合計　　326人

継続

101 被服費等支給事業

　被保護世帯の児童・生徒を対象に、
「こどもの日」の行事の一環として被服
等の費用を支給することにより、本人の
健全育成及びその世帯の自立助長を図
ります。

●現状
小学生延　358人
中学生延　201人
合計　延　559人

継続

102
中学卒業者自立援助
金支給事業

　被保護世帯の中学卒業者の中で就職
したものに対し、その就職支度金を支給
することにより、本人の健全育成及びそ
の世帯の自立助長を図ります。

●現状
2人

継続

103
修学旅行支度金支給
事業

　被保護世帯の児童・生徒を対象に、修
学旅行に参加する支度金を支給するこ
とにより、本人の健全育成及びその世帯
の自立助長を図ります。

●現状
小学6年生　32人
中学3年生　44人
合計　　　			76人	

継続

104
新入学時文具券支給
事業

　被保護世帯の児童・生徒を対象に、入
学時に文具券を支給することにより、本
人の健全育成及びその世帯の自立助長
を図ります。

●現状
小学1年生　33人
中学1年生　49人
合計　　　		82人	

継続
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　出産・子育ての時期も継続して就労する女性が増えており、就労形態も多様化しています。また、

女性の就労意向は今後、ますます高まることが予想されることから、子育てと仕事を両立しながら

安心して利用できる多様な保育サービスの充実を図ることが大切です。

　府中市では、待機児童の解消を目指して、前期計画で掲げた保育所定員の計画（保育計画）に沿っ

て、市立保育所の定員拡大、私立保育園の新設や分園の設置、認証保育所＊の新設などを進めてきま

した。（図表3−Ⅱ−16、図表3−Ⅱ−17）。しかし、利用希望者の増加により、計画期間における定員
目標は達成されたものの、待機児童の解消には至っておりません。また、利用希望者は今後も増加す

ると予測されます。

　市民意向調査によると、就学前児童の保護者では、希望した時期に希望した保育サービスが利用

できたのは4割にとどまっています（図表3−Ⅱ−18）。このため、認可保育所＊の新設、増員や認証保
育所＊の新設等により待機児童を解消するとともに、希望した時期に希望したサービスが受けられ

る保育サービスの体制を整備する必要があります。

図表3−Ⅱ−16　府中市の認可保育所＊入所児童数

●待機児童の解消

資料：府中市保育課（各年4月1日現在）

現状と課題

目標3　保育サービスの充実
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3,645
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4,000
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（人）
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府中市民で保育所（他市施設含む）に入所している児童数

府中市内の保育所に入所している府中市民の児童数

平成
6年

3,652
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図表3−Ⅱ−17　府中市の認可外保育施設定員数

図表3−Ⅱ−18　希望した時期に希望した保育サービスを利用することができた
（就学前児童・全体）

資料：府中市保育課（各年4月1日現在）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

利用できた 利用できなかった
無回答

その他

(%)

42.8 3.2 17.4 11.924.7全体（N=2,022）

育児休業＊を切り
上げるなど調整
して利用できた
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図表3−Ⅱ−20　利用したい、現在足りていないと思うサービス（就学前児童・全体：複数回答）

全体(N=2,022)
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　市民意向調査によると、就学前児童の保護者では、就労希望がありながら現在働いていないの

は、保育サービスの利用ができないということを理由としている人が16％となっています（図表3

−Ⅱ−19）。
　また、就学前児童の保護者は、認可保育所＊、病児・病後児保育＊、幼稚園のあずかり保育、一時あず

かりを今後利用したい、または、現在足りない保育サービスとして希望しています（図表3−Ⅱ−20）。
　病児・病後児保育＊については、医療機関と連携して保育園や医療機関の専用スペースであず

かってくれるサービスを望む声が多く（図表3−Ⅱ−21）、子どもの病気中、病気回復期の利用意向も
高くなっています。

　府中市では、平成21年度から医療機関併設型の施設であずかる病児保育を実施していますが、

今後も拡充を図る必要があります。

図表3−Ⅱ−19　就労希望がありながら現在働いていない理由（就学前児童・全体）

●多様な保育ニーズへの対応

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

働きながら子育
てできる適当な
仕事がない

(%)

16.1 5.937.5

1.3

36.4 2.8全体(n=990)

自分の知識、能力にあう仕事がない

無回答

保育サービ
スが利用で
きない

家族の考え方など就労
する環境が整っていない

その他
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図表3−Ⅱ−21　医療機関と連携したサービスでよいと思うもの（就学前児童・全体）

図表3−Ⅱ−22　府中市の幼稚園入園児童数

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市学務保健課

　保育所のサービスの質の向上が求められています。サービスの質について公正かつ適切な評価

を受ける福祉サービス第三者評価制度＊を推進するとともに、子どもの健康及び安全の確保、保育

士等の資質・専門性の向上を図る必要があります。

　府中市民で幼稚園（他市施設含む）に入園している児童数は、平成18年まで増加傾向でしたが、そ

の後は横ばいとなっており、サービス提供量はおおむね充足しています（図表3−Ⅱ−22）。今後と
も、園庭開放などを通じて子育てに関する相談に積極的に取り組むことが必要です。

●保育所サービスの質の向上に向けた取り組み

●幼稚園の状況

保育園などの専
用スペースで子
どもをあずかって
くれるサービス

無回答

その他

特にサービスを利
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(%)
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　幼稚園と保育所では、公費の負担割合や利用者負担額（保育料、入園料など）、サービスの内容（施

設や人員の基準、実施内容）が異なっています。それぞれの制度の違いを考慮する中で、引き続き利

用者負担の公平なあり方について検討する必要があります。

●幼稚園と保育所の利用者負担のあり方の検討

施策（1）：保育所待機児童の解消

目標3　保育サービスの充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　待機児童の解消を目指して、私立保育園の新設や分園の設置、認証保育所＊の新設などをすすめ

ます。また、認定こども園＊や家庭的保育＊事業（以下「保育ママ＊」という。）の検討などを行います。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

105 認可保育所＊

　私立保育園の新設や分園の開設を行
うことにより、待機児童の解消を目指し
ます。
　また、市立保育所への民間活力導入の
検討を行います。

●現状　			平成21年4月
認可定員　3,589人
市立16施設　1,704人
私立17施設　1,885人
●目標
41施設　4,343人

重点

106 障害児保育

　心身に障害のある子どもの保護者の
ニーズに応えるため、民間保育所の新設
時などにあわせて入所定員枠を拡大し
ます。

●現状　			平成21年4月
63人
●目標
受け入れ増

重点

107
認可外保育所
（認証・保育室＊等）

　認証保育所＊の新設や保育室＊の認証
保育所＊等への移行を支援します。また、
認定こども園＊や保育ママ＊の導入に向
けて検討します。

●現状　			平成21年4月
定員　315人
認証　9施設　265人
保育室＊　3施設　50人
●目標
認証　19施設　575人

重点

108 利用者負担の適正化

　国における保育制度の検討の状況を
見つつ、適宜、認可保育所＊における保
育料の適正化を図ります。また、認可外
保育所に入所している世帯の保育料負
担を軽減します。

●現状
認証保育所＊及び保育室＊
利用者の保育料の一部補助
月額1万円

継続

第
3
部
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　平成21年4月1日現在の保育所待機児童は301人で、その約9割が3歳未満児です。そのため、保

育計画では、保育サービスのニーズ量を推計するにあたり、「3歳未満児」と「3歳以上児」を分けてそ

のニーズ量を出しました。

　平成26年度までに、認可保育所＊で754人、認証保育所＊で310人の定員増を行い、新たな保育

サービスとして、認定こども園＊（216人）と保育ママ＊（27人）を開始する予定です。

　3歳以上児の認可保育所＊定員については、空き状況によっては、定員変更をします。

　これにより、平成26年度には3歳未満児を含むすべての保育所待機児童の解消を目指します。

保育所定員の推移（保育計画）

ⅰ　就学前児童に占める保育サービス需要の割合を出し、対前年度伸び率を出します。

　　3歳未満児は、待機児童が多いため、過去3年間の最大伸び率を用いました。

ⅱ　保育サービス需要率は、ⅰの対前年度伸び率を毎年、加えたものとします。

　　就学前児童数に、この保育サービス需要率をかけて保育ニーズ量を算出し、各保育サービス目

　　標を出します。

①　3歳未満児の保育サービス目標を算出する。

（3歳未満児） 平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

就学前児童数 ① 6,907 6,816 6,658 6,544 6,433 6,327

保育サービス需要率 ② 28.20% 29.96% 31.72% 33.48% 35.24% 37.00%

保育ニーズ量 ③（①×②） 1,948 2,042 2,112 2,191 2,267 2,341

保
育
サ
ー
ビ
ス
目
標

認可保育所＊定員 ④ 1,431 1,583 1,653 1,694 1,755 1,792

認可外保育所定員 ⑤ 244 285 287 343 395 435

認証保育所＊ 194 235 275 331 383 435

保育室＊ 50 50 12 12 12 0

認定こども園＊ ⑥ 0 0 49 68 68 87

保育ママ＊ ⑦ 0 0 9 12 21 27

待機児童数 ③	-	④	-	⑤	-	⑥	-	⑦ 273 174 114 74 28 0

（3歳未満児） 平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

認可保育所＊入所数 ① 1,346 1,370 1,416 1,454

待機児童数 ② 120 132 167 273

認可外保育所入所数 ③ 203 198 219 227

認証保育所＊ 　 143 157 175 186

保育室＊ 　 60 41 44 41

保育ニーズ量 ④（①+②+③) 1,669 1,700 1,802 1,954

就学前児童数 ⑤ 6,774 6,744 6,793 6,907

保育サービス需要率 ⑥(④/⑤) 24.64% 25.21% 26.53% 28.29%

対前年度伸び率 0.57% 1.32% 1.76%

3年間の最大伸び率 1.76%

注：各年4月1日見込み
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ⅰ　就学前児童に占める保育サービス需要の割合を出し、対前年度伸び率を出します。

　　3歳以上児は、待機児童がほぼいないため、過去3年間の平均伸び率を用いました。

ⅱ　保育サービス需要率は、ⅰの対前年度伸び率を毎年、加えたものとします。

　　就学前児童数に、この保育サービス需要率をかけて保育ニーズ量を算出し、各保育サービス目

　　標を出します。

②　3歳以上児の保育サービス目標を算出する。

（3歳以上児） 平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

就学前児童数 ① 6,735 6,663 6,698 6,794 6,715 6,556

保育サービス需要率 ② 33.51% 34.49% 35.47% 36.45% 37.43% 38.41%

保育ニーズ量 ③（①×②） 2,257 2,298 2,376 2,476 2,513 2,518

保
育
サ
ー
ビ
ス
目
標

認可保育所＊定員 ④ 2,158 2,362 2,410 2,459 2,508 2,551

認可外保育所定員 ⑤ 71 96 106 124 132 140

認証保育所＊ 71 96 106 124 132 140

保育室＊ 0 0 0 0 0 0

認定こども園＊ ⑥ 0 0 67 98 98 129

保育ママ＊ ⑦ 0 0 0 0 0 0

待機児童数 ③	-	④	-	⑤	-	⑥	-	⑦ 28 0 0 0 0 0

（3歳以上児） 平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

認可保育所＊入所数 ① 2,105 2,169 2,180 2,198

待機児童数 ② 44 32 21 28

認可外保育所入所数 ③ 52 57 69 80

認証保育所＊ 　 46 50 60 74

保育室＊ 　 6 7 9 6

保育ニーズ量 ④（①+②+③) 2,201 2,258 2,270 2,306

就学前児童数 ⑤ 7,034 6,981 7,004 6,735

保育サービス需要率 ⑥(④/⑤) 31.29% 32.34% 32.41% 34.24%

対前年度伸び率 1.05% 0.07% 1.83%

3年平均伸び率 0.98%

注1：各年4月1日見込み
注2：保育サービス目標の合計が、保育ニーズ量を上回る時は、待機児童数を0（ゼロ）と表示

第
3
部
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③　①と②を合計し、就学前児童の保育ニーズに対する保育サービス目標を出します。

注1：各年4月1日見込み
注2：平成21年度途中に新規に開設される施設等があるため、平成21年度末の定員見込みは④認可保育所＊3,742名・
　　	⑤認可外保育所321名（認証保育所＊271名・保育室＊50名）となります。
注3：Δはマイナス（減ること）です。
注4：保育サービス目標の合計が、保育ニーズ量を上回る時は、待機児童数を0（ゼロ）と表示

（就学前児童全体） 平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

就学前児童数 ① 13,642 13,479 13,356 13,338 13,148 12,883

保育サービス需要率 ② 30.82% 32.20% 33.60% 34.99% 36.36% 37.72%

保育ニーズ量 ③（①×②） 4,205 4,340 4,488 4,667 4,780 4,859

保
育
サ
ー
ビ
ス
目
標

認可保育所＊定員 ④ 3,589 3,945 4,063 4,153 4,263 4,343

認可外保育所定員 ⑤ 315 381 393 467 527 575

認証保育所＊ 265 331 381 455 515 575

保育室＊ 50 50 12 12 12 0

認定こども園＊ ⑥ 0 0 116 166 166 216

保育ママ＊ ⑦ 0 0 9 12 21 27

待機児童数 ③	-	④	-	⑤	-	⑥	-	⑦ 301 174 114 74 28 0

3歳未満児 273 174 114 74 28 0

3歳以上児 28 0 0 0 0 0

定員増の方法

認可新設
2か所
148名

認可新設
1か所
88名

認可新設
1か所
90名

認可新設
1か所
90名

認可新設
1か所
80名

認可定員
見直し
4か所
55名

認可分園
1か所
30名

認証新設
2か所
74名

認可分園
1か所
20名

認証新設
1か所
30名

認証新設
2か所
60名

認証新設
1か所
30名

こども園
1か所
50名

認証新設
2か所
60名

（保育室＊
から認証
へ移行）
認証
1か所
30名
保育室＊
△1か所
△12名						

こども園
2か所
116名

保育ママ＊
1か所
3名

保育ママ＊
3か所
9名

こども園
1か所
50名

保育室＊廃止
△1か所
△23名

保育ママ＊
2か所
6名

（保育室＊
から認証
へ移行）
認証
1か所
20名
保育室＊
△1か所
△15名

保育ママ＊
3か所
9名
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④　認可保育所＊の年齢別定員の推移

注：各年4月1日見込み

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

0歳児 301 329 347 356 374 383

1歳児 508 567 592 608 635 649

2歳児 622 687 714 730 746 760

3歳児 697 757 773 789 805 819

4歳児 731 803 819 835 851 865

5歳児 730 802 818 835 852 867

合計 3,589 3,945 4,063 4,153 4,263 4,343

第
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　市民の保育ニーズに対応するため、病児・病後児保育＊、保護者の疾病や家庭の都合による緊急

時への対応、リフレッシュのための保育、トワイライトステイ＊や時間延長保育＊、休日の保育などを

実施します。

施策（2）：多様な保育サービスの提供

目標3　保育サービスの充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

109 病児・病後児保育＊

　病気の子どもを医療機関併設型の施設
であずかります。また、病気の回復期にあ
る子どもを施設であずかる、病児・病後児
保育＊の充実を図ります。

●現状
実施施設　1か所
定員　4人
実施時間　18時まで
延べ利用人数　12人
●目標
実施施設
病児・病後児保育＊2施設
利用人数　800人

重点

110
一時あずかり・特定
保育＊

　保護者の入院や息抜き、断続的な就労
により、一時的に保育が必要な子どもを
あずかる一時あずかり・特定保育＊をしま
す。また、子ども家庭支援センター＊「たっ
ち」においては、保護者のリフレッシュと
しての一時あずかり＊を実施します。
　特定保育＊では、利用者の負担軽減を
図ります。

●現状
私立保育園10か所
（定員：116人）
市立保育所1か所
（定員：24人）
子ども家庭支援センター＊
1か所（定員：8人）
●目標
特定保育＊利用者の負担
軽減を図る

重点

111
ファミリー・サポート・
センター事業＊
（再掲）

　育児の援助を受けたい市民と、援助を
行いたい市民の間に立ち、子育てに関す
る相互援助活動の支援や調整を行いま
す。また、ファミリー・サポート・センター
事業＊の周知を図るためポスター掲示を
したり、提供会員の育成を図るため育成
講習会を実施するとともに、提供会員の
増加に努めます。

●現状
会員数　			1,219人
活動件数　6,628件
●目標
総会員数　1,500人
提供会員　　400人
活動件数　7,000件

重点

112 トワイライトステイ＊

　共働きや残業などで、恒常的に帰宅の
遅い保護者に代わり施設内であずかりま
す。学校や保育所へのお迎えと、食事な
どの提供も行います。

●現状
実施施設　2か所
定員　65人
延べ利用人数　5,938人
●目標
延べ利用人数　7,000人

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

113 延長保育＊
　市立保育所及び私立保育園で、夕方か
ら夜にかけて保育が必要な子どもをあず
かる時間延長保育＊を行います。

●現状　			平成21年4月
19時まで　23施設
20時まで　7施設
21時まで　1施設
22時まで　2施設
●目標
19時以上　全施設

重点

114 休日保育
　休日の保育が必要な子どもをあずか
る休日保育を行います。

●現状
2施設

継続

115
ショートステイ＊
（再掲）

　保護者が出産、疾病などの理由で、子ど
もの養育が一時的に困難な場合に、18
歳未満の子どもを泊りがけであずかる
ショートステイ＊を実施します。

●現状
施設数　3施設
定員　12人
利用人数　153人

継続

116 年末保育
　年末に保育を必要とする場合に子ど
もをあずかる年末保育を行います。

●現状
公立保育所　5施設

継続

117 託児つき講座の実施

　女性センター及び生涯学習センター
が主催する講座において、女性センター
で登録している保育協力者により託児
を行い、講座を実施します。

●現状
保育協力者　37人
女性センター　全講座
生涯学習センター　3講座

継続

118
母子保健事業時のボ
ランティアの活用

　健康診査や健康教育の際、ボランティ
アの協力を得て、保護者が相談や講話を
受けやすい環境を整備します。

●現状
3歳児健康診査実施時に、
保護者が個別相談を受け
る際の保育
幼児食教室で保護者が講
話を聞いている時間別室
での保育
1歳6か月児健康診査時
に、絵本ボランティアに
よる読み聞かせの実施

継続

第
3
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施策（3）：保育所サービスの質の向上

目標3　保育サービスの充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　福祉サービス第三者評価制度＊の普及を促進するとともに、サービスの質の向上に努めます。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

119

保育所における質の
向上のための取り組
み（アクションプロ
グラム＊）

　施設長及び職員への研修、保育実践に
関する調査研究、保育士による保育内容
等の自己評価などを行い、保育の質の向
上を図ります。

●目標
研修の充実
保育に関する研究の実施
自己評価の実施

新規

120 第三者評価制度

　評価機関がサービス提供事業者の
サービス内容などを評価し公表する、福
祉サービス第三者評価制度＊の普及を
促進し、サービスの質の確保に努めま
す。全市立保育所において受審するとと
もに、私立保育園へ受審を推奨します。

●現状
定期的に実施

継続

121 アレルギー児対策

　市立保育所で配慮が必要なアレル
ギー疾患をもつ乳幼児の給食対応を行
います。また、アレルギー対策を行う私
立保育園に対し助成を行います。

●現状
全市立保育所・
私立保育園

継続



73

施策（4）：幼児教育の推進

目標3　保育サービスの充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　公・私立幼稚園では、幼児の心や身体が年齢にふさわしく健やかに育つことができるよう、家庭や

地域との連携を深め、幼児教育を推進します。また、市立幼稚園の園庭開放を通じ、相談体制の充実

を図り子育て支援に積極的に取り組みます。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

122
市立幼稚園園庭開放
（再掲）

　市立幼稚園の園庭開放を開園時間以
外に開放し、在籍児はもとより未就園
児、近隣幼児等の安全で安心して遊べる
場所として提供するとともに、保護者の
交流の場とします。

●現状
市立幼稚園
3か所	週4回
園庭開放参加者	7,729人
矢崎幼稚園　		 2,558人
みどり幼稚園　2,278人
小柳幼稚園　		 2,893人
●目標
子育て相談の充実

重点

123
市立幼稚園障害児保
育

　心身に障害がある幼児又は運動発達
遅滞、精神発達遅滞などが疑われる幼児
に対する幼児教育を充実します。

●現状
各園4歳児1名
●目標
各園4歳児2名・5歳児
2名の受入

重点

124
市立幼稚園における
教育と相談
（再掲）

　教育内容の充実に努めるとともに、子
育て支援に積極的に取り組むため、子育
てに関する相談の充実を図ります。

●現状
教育相談　3園　352人 継続

125
公・私立幼稚園就園
奨励費補助金

　公・私立幼稚園に通園している幼児の
保護者に対して前年の所得に応じて費
用の補助を行い負担軽減を図ります。

●現状
第1子　	1,368人
第2子　	　698人
第3子以降　48人

継続

126
私立幼稚園児保護者
補助金

　私立幼稚園に通園しているすべての幼
児の保護者に対して前年の所得に応じて
費用の補助を行い負担軽減を図ります。

●現状
3,974人 継続

127
幼稚園類似施設保護
者補助金

　私立幼稚園でない幼稚園類似施設（東
京都知事が認可した幼児教育施設）に
通っている児童の保護者に費用の補助
を行います。

●現状
7人

継続
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施策（5）：幼児教育の経済的負担感の軽減

目標3　保育サービスの充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　市内の公・私立幼稚園、その他の幼児教育施設等に通っている児童の保護者の経済的負担感の軽

減が図れるように費用の補助を行います。また、公・私立幼稚園と保育所の利用者負担のあり方に

ついて検討します。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

128
利用者負担のあり方
検討（幼保）
（再掲）

　国における保育制度の検討の状況を
見つつ、保育に欠ける児童に対する福祉
サービスである保育と教育サービスで
ある幼稚園との負担のあり方について
検討します。

●現状
同一世帯で保育所と幼稚
園とを利用している場合
の2子目以降の保育料の
減額

継続

129
公・私立幼稚園就園
奨励費補助金
（再掲）

　公・私立幼稚園に通園している幼児の
保護者に対して前年の所得に応じて費
用の補助を行い負担軽減を図ります。

●現状
第1子　	1,368人
第2子　	　698人
第3子以降　48人

継続

130
私立幼稚園児保護者
補助金
（再掲）

　私立幼稚園に通園しているすべての幼
児の保護者に対して前年の所得に応じて
費用の補助を行い負担軽減を図ります。

●現状
3,974人 継続

131
幼稚園類似施設保護
者補助金
（再掲）

　私立幼稚園でない幼稚園類似施設（東
京都知事が認可した幼児教育施設）に
通っている児童の保護者に費用の補助
を行います。

●現状
7人

継続
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　母親と子どもがともに健やかに過ごすためには、心身両面でのサポートが欠かせません。出産、

食事や栄養、子どもの発達に関する情報提供や相談など、妊娠期から不安や悩みの軽減を図るこ

とが大切です。

　市民意向調査によると、子育てについて日ごろ悩んでいること、気になることについては、病気、

食事や栄養、発育・発達など、子どもの健康に関することを答える人が多くなっています（図表3−Ⅱ
−7）。

　母子保健向上の大切な機会である健康診査などを活用して、相談体制や情報提供を充実し、子

育て不安の解消を図る必要があります。

　安心して出産し、子育てに臨めるよう、妊娠期からの子育て不安の解消に向けた支援が必要です。

保健センター分館での母子健康手帳の配布を積極的に推進し、その際、子育て支援に関する情報提

供を併せて行い、子育て不安を抱えている妊婦などの早期発見・早期支援を図る必要があります。

　健康診査は、健康管理のために重要であるとともに、疾病や障害等の早期発見と対応へのきっ

かけとなります。

　健康診査を受診していない家庭は、何らかの問題を抱えている可能性もあります。

　府中市の1歳6か月児健康診査の受診率は、平成17年度まで上昇傾向でしたが、平成18年度は

92．2％に下がり、平成19年度、平成20年度は95％前後となっています。3歳児健康診査の受診率

は、ここ5年間は92〜93％台で横ばいとなっています（図表3−Ⅱ−23）。
　健康診査はすべての人が受診することが望ましいものであるため、健康診査、予防接種に関する

一層の情報提供・啓発が必要です。そして、未受診者0（ゼロ）を目指すことにより、疾病や障害等の

早期発見・早期対応に努めるとともに、養育困難家庭の早期支援を図る必要があります。

●健康支援のための相談窓口や情報提供の充実

●妊娠期からの子育て不安の把握と支援

●健康診査の徹底と未受診者への対応

現状と課題

目標4　母と子どもの健康支援

第
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図表3−Ⅱ−23　府中市の1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査の受診率

資料：府中市健康推進課
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　家庭訪問、健康診査など様々な機会を通じて、親と子どもの健康、食事や栄養、子どもの発達に関

する情報提供を行います。また、適切な食習慣が身につくよう離乳食・幼児教室等による栄養・食育

指導を行うとともに、歯科指導教室を通じて口腔の健康づくりを指導するなど、健康に関する啓発

活動を行います。

施策（1）：健康に関する情報提供及び啓発

目標4　母と子どもの健康支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

132
新生児訪問
（乳児家庭全戸訪問）
（再掲）

　生後4か月までの乳児（未熟児を含む）
のいる家庭を訪問し、乳児の発育・栄養・
生活環境及び疾病予防等育児に必要な事
項について、より適切な指導を行います。
　また、疾病や異常の早期発見や治療等
について助言し、育児不安を解消し、安
心して育児に臨むことができるように支
援し、児童虐待＊の予防を図ります。

●現状
新生児訪問
実人員　1,547人
延人員　1,649人
●目標
4か月までの乳児のいる
家庭の全戸訪問及び必要
な家庭への支援

重点

133
乳幼児訪問
（再掲）

　育児上必要な事項及び健康管理につ
いて、家庭訪問により適切な指導を行い
ます。
　また、子どもの疾病や異常の早期発見
や治療等について助言し、育児不安の解
消や児童虐待＊の予防を図ります。

●現状
訪問件数
実人員　392人
延人員　459人
●目標
適切な時期での訪問及び
指導・助言の実施
関係機関との連携、支援

重点

134
3〜4か月児健康診査・
産婦健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
3〜4か月児健康診査
月3回	
受診者数　2,248人
受診率　97．4％
産婦健康診査　月3回	
受診者数　2,223人
受診率　97．3％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

第
3
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78

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

135
1歳6か月児健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月4回
受診者数　2,269人
受診率　95．1％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

136
3歳児健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月3回
受診者数　2,000人
受診率　92．6％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

137
母子健康手帳の配布
（再掲）

　妊娠届時の母子健康手帳配布時に分
かりやすい情報提供を行います。その
際、アンケートを全件実施し、特定妊婦＊
などの早期発見・早期支援や児童虐待＊
の予防を図ります。
　また、配布時の相談体制を充実するた
め、保健センター分館での配布を積極的
に推進していきます。

●現状
妊娠届出数　2,460件
母子健康手帳配布数
2,469冊
●目標
配布時の相談体制の充実
妊娠中から支援を行った
ケースの増加

重点

138
子育てサイト＊の充実
（再掲）

　パソコンや携帯を活用し、子育て団体
のホームページおいて子育て家庭が意
見交換できるよう、コミュニティサイト＊
の充実を図ります。

●目標
いつでもどこでもだれで
も気軽に活用できる、子
育て家庭のコミュニティ
サイト＊の充実

新規
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

139
子育て情報の提供
（再掲）

　母子健康手帳配布時や子育て支援課・
子ども家庭支援センター＊「たっち」等で、
子育て情報誌「子育てのたまて箱」を配布
し、子育て情報の周知を図ります。
　また、タイムリーな子育て情報を提供
できるよう、母子手帳の配布時や健康診
査時に一時あずかり事業＊、トワイライト
ステイ＊、ファミリー・サポート・センター
事業＊、児童虐待＊などの情報提供をし
ます。

●現状
母子健康手帳配布時、子
育て支援課・子ども家庭
支援センター＊「たっち」・
文化センター・女性セン
ター・市政情報センター
等における子育て情報誌
「子育てのたまて箱」の
配布
内容を充実させた改訂版
の発行
●目標
転入してくる子育て世帯
への「子育てのたまて箱」
の配布
妊娠中の転入者への「子
育てのたまて箱」の配布
に向けて転入時における
案内の配布と希望者への
送付
健康診査等における子育
て情報パンフレットの配布

重点

140
児童館における情報
提供
（再掲）

　子ども家庭支援センター＊「たっち」や
文化センター（児童館）において、それぞ
れの地域で実施している子育て情報な
どや市内で実施している子育て情報な
どを掲示し、情報提供を充実します。

●現状
文化センターや市内で
実施している子ども向け
サークルや事業につい
て、各文化センターの掲
示板への掲載
●目標
地域で実施している子育
て情報の収集と提供

重点

141
地域子育てクラス
（再掲）

　子育ての不安や悩みを気軽に相談でき
る場として、地域の公会堂や自治会館を
会場とし、子育てクラスや未熟児及び多
胎児を対象とした子育てクラスを実施す
ることで、育児不安の解消や児童虐待＊
の予防を図ります。

●現状
年12回　97組
●目標
年20回

重点

142
妊産婦訪問
（再掲）

　妊婦・産婦の健康状態・疾病予防等、妊
娠中あるいは産後に必要な事項について、
家庭訪問により適切な指導を行います。
　また、疾病や異常の早期発見や治療等
について助言し、不安を除き、安心して
出産・育児ができるように支援します。
　出産後の子の養育が心配される特定
妊婦＊を把握し、必要な支援をします。

●現状
妊婦訪問
実人数　		19人
延人数　		23人
産婦訪問
実人数　281人
延人数　293人	

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

143 妊婦健康診査

　健康診査を行い、健康管理に努めるこ
とにより、妊産婦及び乳児の死亡率の低
下を図るとともに、母子の健康と健全な
養育環境を確保します。
　特定妊婦＊の早期発見・早期対応を図
るため、医療機関との連携を強化します。

●現状
1回目　2,355人
2回目　2,775人
3回目　1,963人
4回目　1,968人
5回目　1,745人
超音波検査（35歳以上）
579人
●目標
受診率の向上
医療機関との連携体制の整備

重点

144
離乳食・幼児食教室
（再掲）

　月齢に応じた離乳食指導を行い、乳幼
児の健全な育成を図るとともに、親同士
の交流や情報交換の場を提供し、育児不
安の解消を図ります。

●現状
ステップ1　月1回
受講者数　331人
ステップ2　月1回
受講者数　275人
ステップ3　月1回
受講者数　264人
ステップ4　月1回
受講者数　214人
幼児食教室　年6回
受講者数　110人

継続

145
はじめてのパパママ
学級
（再掲）

　グループワーク＊を通じて妊娠、出産
及び子育てに関する知識を提供します。
また、親同士の交流や仲間づくりを通し
て、子育て不安を解消する機会を提供し
ます。

●現状
4日コース　 12回
受講者数　1,162人
半日コース　12回
受講者数　525人

継続

146 予防歯科指導教室
　1歳児の保護者を対象に乳幼児の基
本的な口腔の健康づくりについての習
慣を身につけられるよう指導します。

●現状
月4回
受講者数　690人

継続

147
保育所等巡回歯科保
健指導

　保育所・幼稚園・学校において、歯みが
きや甘味食品・飲料・う蝕に関する歯科
保健指導を充実し、子ども自身の歯みが
きや自己管理能力の育成を図ります。

●現状
市立保育所16か所
実施者数　1,082人
私立保育園10か所
実施者数　　589人
市立幼稚園3か所
実施者数　　347人
私立幼稚園3か所
実施者数　　321人

継続

148
親と子の歯みがき
教室

　乳幼児の基本的な口腔の健康づくり
についての習慣を身につけるため、乳児
期の歯や口腔の特徴、口腔衛生の概要に
ついて指導します。

●現状
年12回
受講者数　264人

継続

149
子育て相談室
（再掲）

　子育ての不安や悩みを気軽に相談で
きる子育て相談室を実施します。

●現状
保健相談　3,856件
栄養相談　　339件
歯科相談　　177件
事例検討会の開催　14回

継続
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　母子健康手帳の配布時に、アンケートを実施し、支援が必要な妊婦などの早期発見・早期対応を図

ります。また、家庭訪問や健康診査を実施することにより、妊娠期の健康管理を支援し、安心して出

産、育児に臨むことができるようにします。

第
3
部

施策（2）：妊娠期からのこころとからだの支援

目標4　母と子どもの健康支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

150
母子健康手帳の配布
（再掲）

　妊娠届時の母子健康手帳配布時に分
かりやすい情報提供を行います。その
際、アンケートを全件実施し、特定妊婦＊
などの早期発見・早期支援や児童虐待＊
の予防を図ります。
　また、配布時の相談体制を充実するた
め、保健センター分館での配布を積極的
に推進していきます。

●現状
妊娠届出数　2,460件
母子健康手帳配布数
2,469冊
●目標
配布時の相談体制の充実
妊娠中から支援を行った
ケースの増加

重点

151
妊産婦訪問
（再掲）

　妊婦・産婦の健康状態・疾病予防等、妊
娠中あるいは産後に必要な事項について、
家庭訪問により適切な指導を行います。
　また、疾病や異常の早期発見や治療等
について助言し、不安を除き、安心して
出産・育児ができるように支援します。
　出産後の子の養育が心配される特定
妊婦＊を把握し、必要な支援をします。

●現状
妊婦訪問
実人数　		19人
延人数　		23人
産婦訪問
実人数　281人
延人数　293人

継続

152
産前産後家庭サポー
ト事業
（再掲）

　妊娠中及び出産後の体調不良等によ
り家事や育児が困難な家庭に対して援
助者を派遣し、産前産後の家事及び育児
の支援を行います。

●現状
（多胎）
12世帯　156日
（単胎）
144世帯　588日

継続

153
妊婦健康診査
（再掲）

　健康診査を行い、健康管理に努めるこ
とにより、妊産婦及び乳児の死亡率の低
下を図るとともに、母子の健康と健全な
養育環境を確保します。
　特定妊婦＊の早期発見・早期対応を図
るため、医療機関との連携を強化します。

●現状
1回目　2,355人
2回目　2,775人
3回目　1,963人
4回目　1,968人
5回目　1,745人
超音波検査（35歳以上）
579人
●目標
受診率の向上
医療機関との連携体制の整備

重点

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

154 妊婦歯科健康診査

　妊娠中は生活環境の変化などにより、
歯科疾患が増大することが多くみられ
るため、歯科疾患の早期発見・早期治療
を行うとともに、歯科保健意識の向上を
図っていきます。

●現状
保健センター
受診者数　185人
医療機関　　
受診者数　562人

継続

155
子育てスタート事業
（再掲）

　出産や子育てで家族の協力が受けら
れず育児不安が強い母親とその子ども
（4ヵ月未満）の乳児を対象に、助産院
に一定期間宿泊や通所することにより
育児に対する負担の軽減を図ります。

●現状
利用人数延べ　4人

継続

156 母子保健相談
　健康な家庭を築くことができるよう母
乳育児や家族計画などの指導相談を行
います。

●現状
来所（経過観察健診時）
62件
3〜4か月児健診時
504件
1歳6か月児健診時
329件

継続

157
ママクラスクッキン
グ

　基本的な調理方法を身につけてもら
うことで、妊婦及び家族の健康増進を図
ります。

●現状
年6回　
受講者数　57人

継続

158
助産施設入所
（再掲）

　保健上入院して分娩する必要がある
にもかかわらず、経済的にその費用を支
払うことが困難な妊婦に対してその援
護をします。

●現状
13人

継続
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　健康診査の機会に育児不安の解消ができるよう親子の交流の場として活用し、子育て相談や子

育ての情報提供を行います。3〜4か月児、1歳6か月児、3歳児健康診査は未受診者0（ゼロ）を目指

すことにより、児童虐待＊の予防や養育困難家庭への早期支援を図ります。予防接種については、未

接種者に対して速やかに指導できる体制を整えていきます。

第
3
部

施策（3）：健康診査や予防接種の実施

目標4　母と子どもの健康支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

159
3〜4か月児健康診査・
産婦健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
3〜4か月児健康診査
月3回	
受診者数　2,248人
受診率　97．4％
産婦健康診査　月3回
受診者数　2,223人
受診率　97．3％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

160
1歳6か月児健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月4回
受診者数　2,269人
受診率　95．1％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

161
3歳児健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月3回
受診者数　2,000人
受診率　92．6％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

162 発達健康診査

　健康診査や相談事業の結果、運動発
達遅滞、精神発達遅滞などが疑われる乳
幼児に重点をおいて、発達健康診査を行
い、早期発見、早期療育へとつないでい
けるよう支援します。
　また、適切な支援ができるよう関係機
関との連携を図ります。

●現状
月1回　
受診者数　67人
●目標
早期に専門的な支援をす
るため、関係機関との連
携を強化

重点

163
妊婦健康診査
（再掲）

　健康診査を行い、健康管理に努めるこ
とにより、妊産婦及び乳児の死亡率の低
下を図るとともに、母子の健康と健全な
養育環境を確保します。
　特定妊婦＊の早期発見・早期対応を図
るため、医療機関との連携を強化します。

●現状
1回目　2,355人
2回目　2,775人
3回目　1,963人
4回目　1,968人
5回目　1,745人
超音波検査（35歳以上）
579人
●目標
受診率の向上
医療機関との連携体制の整備

重点

164
妊婦歯科健康診査
（再掲）

　妊娠中は生活環境の変化などにより、
歯科疾患が増大することが多くみられ
るため、歯科疾患の早期発見・早期治療
を行うとともに、歯科保健意識の向上を
図っていきます。

●現状
保健センター
受診者数　185人
医療機関　　
受診者数　562人

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

165 定期予防接種

　予防接種の意義と方法等をさらに周
知徹底して、標準接種年齢における接種
率95％を目指します。未接種者について
は、児童虐待＊の予防も視野に入れ、速や
かに指導できる体制を整えるとともに、
対象者への通知などの拡充を図っていき
ます。

●現状
ＢＣＧ　接種者2,254人
接種率97．9％
ＤＰＴ（ジフテリア・百日
咳・破傷風）
接種者9,570人
接種率103．2％
ＤＴ（ジフテリア・破傷風）
接種者1,546人
接種率67．5％
ＭＲ（麻しん・風しん）
接種者7,586人
接種率84．5％
ポリオ　接種者4,558人
接種率97．6％
日本脳炎　接種者380人
接種率4．2％

継続

166 幼児歯科健診

　幼児に対し継続的な歯科健診、歯科保
健指導を行うことにより早期発見・早期治
療に結びつけ、また、生涯にわたる歯と口
腔の健康管理ができるよう支援します。

●現状
月6回
受診者数　2,447人

継続

施策（4）：休日・夜間診療の実施

目標4　母と子どもの健康支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　府中市保健センターにおいて、医師会、歯科医師会の協力を得て、休日診療（医科・歯科）と夜間診

療（医科）を実施し、休日・夜間における急病や応急処置を必要とする患者への対応を図ります。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

167 休日・夜間診療

　府中市保健センターにおいて、医師会、
歯科医師会の協力を得て、休日診療（医
科・歯科）と夜間診療（医科）を実施し、休
日・夜間における急病や応急処置を必要
とする患者への対応を図ります。

●現状
休日診療（医科）　72回
休日診療（歯科）　72回
夜間診療　365回

継続

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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　ひとり親家庭では、日々の勤務の他に育児・子育てを行わなければならず、経済的にも精神的に

も大変負担感の多い生活をおくりがちです。そのため、自立や就業への支援、育児・子育てへの支

援、生活の安定と向上など、様々な課題にきめ細かく取り組んでいくことが大切です。

　国勢調査によると、府中市におけるひとり親世帯は増加しており、平成17年には2,103世帯と

なっています。父親と子どもの世帯数は200世帯前後でほぼ横ばいですが、母親と子どもの世帯数

は平成12年の1,546世帯から平成17年の1,877世帯と増加し、ひとり親世帯の約9割を占めてい

ます（図表3−Ⅱ−24）。
　市民意向調査によると、ひとり親になった理由は、「離婚」が8割を占めています（図表3−Ⅱ−25）。

図表3−Ⅱ−24　府中市のひとり親世帯の推移

図表3−Ⅱ−25　ひとり親になった理由（ひとり親家庭・全体）

●ひとり親世帯の増加

資料：国勢調査

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

現状と課題

目標5　ひとり親家庭への支援

1,393 1,364
1,546

1,877

207 191

206

226

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

（世帯）

母親と子どもの世帯 父親と子どもの世帯

無回答 0.0死別 離婚 未婚

長期別居　0.0

その他 0.0

(%)

10.6 79.5 9.9全体（N=303)
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0.7

楽しいと感じることの
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無回答

楽しいと感じる
ことと、つらい
と感じることが
同じくらい

わからない

つらいと感じるこ
との方が多い

その他

(%)
43.6

64.4

60.6

42.6

30.6

32.0

2.7

6.6

3.0

ひとり親家庭調査 
(N=303)

就学前児童調査
（N=2,022）

小学生調査
(N=1,301)

つらいと感じるこ
との方が多い

わからない

無回答

その他
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資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

第
3
部

　市民意向調査によると、ひとり親家庭の親は、就学前児童や小学生の親よりも子育てを楽しいと

感じる人が少なくなっています（図表3−Ⅱ−26）。その一方で、生活相談施設やひとり親家庭への支
援制度の認知度が低いことから、子育てに負担感を感じている保護者に、支援策等の情報が届いて

いないことが考えられます。

　市では、母子自立支援の相談を実施してきましたが、引き続き相談窓口と情報提供の充実を図る

とともに、情報を必要とする人に的確に情報が届くような提供方法の充実を図る必要があります。

　市民意向調査によると、ひとり親になったときの末子の平均年齢は4．4歳で、4人に1人は、日ご

ろ子どもをあずかってくれる人はいないという結果が出ています（図表3−Ⅱ−27）。子育てへの要
望についても、待機児がなくなるよう保育所の数を増やすことや、求職中でも保育所に入れるよう

にすることなどがのぞまれています（図表3−Ⅱ−28）。
　こうしたことから、求職中も含めて仕事と子育てなどの日常生活が両立できるサービスへの対応

が必要です。

図表3−Ⅱ−26　子育てが楽しいと感じる程度（全体）

図表3−Ⅱ−27　日ごろ、子どもをあずかってくれる人（ひとり親家庭・全体：複数回答）

●自立を支援するための情報提供と相談体制の充実

●日常生活や仕事と子育てが両立できる支援の充実

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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全体（N=303)
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　　市民意向調査によると、ひとり親の就労形態は、「パート・アルバイト」が最も多く、「契約社員」、

「派遣社員」を加えると6割以上が非正規雇用者となっています（図表3−Ⅱ−29）。また、就労収入
は200万円以下の人が5割を超えており（図表3−Ⅱ−30）ます。
　こうしたことから、ひとり親家庭の親が、一定の安定した収入を得て、自立した生活ができるよ

う、就労に向けた支援の充実がさらに必要です。

図表3−Ⅱ−28　子育てに関してあったらよいと思うこと
（ひとり親家庭・全体：複数回答（3つまで））

図表3−Ⅱ−29　就労形態（ひとり親家庭・全体）
＜働いている人＞

●経済的自立へ向けての支援の充実

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）
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在宅勤務・内職  0.4

その他  0.4

(%)

30.9 44.5 11.7 7.6 4.5全体（n=265)
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　ひとり親家庭では就労収入が200万円以下の人が5割を超えています（図表3−Ⅱ−30）。日ごろ
の子育ての悩みでは、学費など子どもにかかる経済的負担感をあげる人が7割を超えており、育児

費・教育費が家計を圧迫している状況がみられます（図表3−Ⅱ−31）。こうしたことから、経済的負
担感の軽減が図れるよう、各種手当ての支給や制度の充実が必要です。

図表3−Ⅱ−30　就労収入（ひとり親家庭・全体）
＜働いている人＞

図表3−Ⅱ−31　子育てで日ごろ悩んでいること（ひとり親家庭・全体：複数回答）

●経済的負担感の軽減

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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施策（1）：自立を支援するための情報提供・相談

目標5　ひとり親家庭への支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　母子家庭が精神的、経済的に自立し安定した生活が送れるよう、相談機能を充実します。情報を

必要とする人が確実に情報を得られるよう、わかりやすく的確な情報提供に努めます。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

168 母子自立支援の相談

　各母子家庭の状況や自立の阻害要件
等の様々な問題について相談に応じ、自
立に必要な情報提供や支援を行います。
また、ひとり親家庭への支援情報につい
て検索しやすい環境を整備し、提供方法
の充実を図ります。
(1)　各母子家庭の抱える様々な問題に
ついて相談に応じ、それぞれの状況に合
わせた支援をします。　
(2)　就労に関する相談について、ハロー
ワーク等の他機関との連携を強化して、
相談体制を充実します。
(3)　母子自立支援プログラム＊事業に
ついての情報を周知し、自立につながる
環境を整備します。

●現状
支援員　2人
●目標
母子家庭の精神的・経済
的自立に向けての積極的
な支援

重点

169
母子家庭自立支援教
育訓練給付金支給

　職業能力開発のために講座を受講す
る母子家庭の母に対して、修了後に受講
料の2割相当を支給し、自主的な教育訓
練を支援します。

●現状
2件

継続

170
母子家庭高等技能訓
練促進費支給

　2年以上養成機関で修業する母子家
庭の母に対して、修業期間中に高等技能
訓練促進費を支給し、修業修了後には入
学資金一時金を支給し生活の負担を軽
減することで、資格取得を支援します。

●現状
4件

継続
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施策（2）：日常生活への支援

目標5　ひとり親家庭への支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　家事や育児の生活支援を行い、就労、傷病、経済的事情など日常生活上の負担感を軽減し、ひとり

親家庭が安心して暮らせるように支援します。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

171
母子自立支援の相談
（再掲）

　各母子家庭の状況や自立の阻害要件
等の様々な問題について相談に応じ、自
立に必要な情報提供や支援を行います。
また、ひとり親家庭への支援情報につい
て検索しやすい環境を整備し、提供方法
の充実を図ります。
(1)　各母子家庭の抱える様々な問題に
ついて相談に応じ、それぞれの状況に合
わせた支援をします。　
(2)　就労に関する相談について、ハロー
ワーク等の他機関との連携を強化して、
相談体制を充実します。
(3)　母子自立支援プログラム＊事業に
ついての情報を周知し、自立につながる
環境を整備します。

●現状
支援員　2人
●目標
母子家庭の精神的・経済
的自立に向けての積極的
な支援

重点

172
ひとり親（母子・父子）
家庭ホームヘルプ
サービス＊

　義務教育修了前の児童がいるひとり
親家庭に対し、一定の要件に該当する場
合、ホームヘルパーを派遣します。
　派遣時間は、原則1日のうち午前7時
〜午後10時までの間で8時間（派遣回数
は1日1回）
　派遣回数は、1か月最大16回。ただし、
技能修得のため職業開発センター等に
通学している場合は1か月24回。

●現状
派遣世帯　37世帯
派遣回数延べ　2,122回
●目標
ひとり親家庭の精神的・
経済的自立に向けての積
極的な支援

重点

173
母子福祉資金・女性
福祉資金

　母子家庭の母等が、経済的に自立して
安定した生活を送るために必要とする
資金を貸し付けます。

●現状
母子福祉資金　
生活資金（3件）
転宅資金（3件）
修学資金（61件）
就学支度資金（13件）
女性福祉資金　
修学資金（8件）

継続

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

174 市営住宅の優先抽選
　ひとり親（母子）家庭については、市営
住宅の優先抽選を行ないます。

●現状
市営住宅の当選率を一般
世帯に比べ2倍に高くす
る優遇抽選の実施

継続

175
市営住宅
（再掲）

　住宅に困窮する低所得者等に対して
安い家賃で住宅を提供することにより、
市民生活の安定と福祉の増進を図りま
す。また、地域における親子の交流の場
として、集会室を開放します。

●現状　			平成21年4月
管理戸数
21団地　609戸
集会室　8箇所

継続

施策（3）：自立や就業への支援

目標5　ひとり親家庭への支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　ひとり親家庭が安定した収入を得、経済的に自立した生活を送ることができるよう、就業のため

の訓練資金の支給、貸付などの支援をします。また、認可保育所＊入所に際しては配慮をします。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

176
母子自立支援の相談
（再掲）

　各母子家庭の状況や自立の阻害要件
等の様々な問題について相談に応じ、自
立に必要な情報提供や支援を行います。
また、ひとり親家庭への支援情報につい
て検索しやすい環境を整備し、提供方法
の充実を図ります。
(1)　各母子家庭の抱える様々な問題に
ついて相談に応じ、それぞれの状況に合
わせた支援をします。　
(2)　就労に関する相談について、ハロー
ワーク等の他機関との連携を強化して、
相談体制を充実します。
(3)　母子自立支援プログラム＊事業に
ついての情報を周知し、自立につながる
環境を整備します。

●現状
支援員　2人
●目標
母子家庭の精神的・経済
的自立に向けての積極的
な支援

重点

177
母子家庭高等技能訓
練促進費支給
（再掲）

　2年以上養成機関で修業する母子家
庭の母に対して、修業期間中に高等技能
訓練促進費を支給し、修業修了後には入
学資金一時金を支給し生活の負担を軽
減することで、資格取得を支援します。

●現状
4件

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

178
母子家庭自立支援教
育訓練給付金支給
（再掲）

　職業能力開発のために講座を受講す
る母子家庭の母に対して、修了後に受講
料の2割相当を支給し、自主的な教育訓
練を支援します。

●現状
2件

継続

179
母子福祉資金・女性
福祉資金
（再掲）

　母子家庭の母等が、経済的に自立して
安定した生活を送るために必要とする
資金を貸し付けます。

●現状
母子福祉資金
生活資金（3件）
転宅資金（3件）
修学資金（61件）
就学支度資金（13件）
女性福祉資金
修学資金（8件）

継続

180
母子生活支援施設
（再掲）

　子どもの養育が十分にできないなど、
子どもの養育に支障がある母子世帯を
対象に母子保護をし、関係機関との連携
を図り日常生活と自立への支援を行い
ます。

●現状
11世帯

継続

181
認可保育所＊入所の
優遇

　ひとり親家庭については、認可保育所＊
入所選考の基準となる指数を加算して
配慮します。

●現状
ひとり親調整プラス1〜
3点

継続

施策（4）：ひとり親家庭の経済的負担感の軽減

目標5　ひとり親家庭への支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　ひとり親家庭へ児童扶養手当、児童育成手当の支給を行い、経済的負担感の軽減を図ります。ま

た、ひとり親家庭の保護者と子どもに対して、医療費のうち健康保険の自己負担分を軽減します。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

182
ひとり親（母子・父子）
家庭等医療助成

　18歳に達する年度末まで（中度以上の
障害のある20歳未満）の児童を養育して
いる父、母又は養育者で一定の要件に該
当し、所得が一定未満の場合に健康保険
診療でかかった医療費の自己負担分の全
額又は一部を助成します。

●現状
延助成件数　32,700件

継続

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

183 児童育成手当

　18歳に達する年度末までの児童を養
育している父、母又は養育者で一定の要
件に該当し、所得が一定未満の場合に手
当を支給します。

●現状
延対象者数　39,017件
育成手当（1人）　
13,500円　36,670件
障害手当（1人）　
15,500円　2,347件

継続

184 児童扶養手当

　18歳に達する年度末まで（中度以上
の障害のある20歳未満）の児童を養育
している母又は養育者で一定の要件に
該当する場合に手当を支給します。
　また、手当の対象を父子家庭へ広げます。

●現状
延対象者数　26,968人
1人目　	41,720円
2人目　　5,000円
3人目　　3,000円
●目標
父子家庭への拡大
延対象者数　4,284人

重点

185
母子福祉資金・女性
福祉資金
（再掲）

　母子家庭の母等が、経済的に自立して
安定した生活を送るために必要とする
資金を貸し付けます。

●現状
母子福祉資金
生活資金（3件）
転宅資金（3件）
修学資金（61件）
就学支度資金（13件）
女性福祉資金
修学資金（8件）

継続

186
母子家庭高等技能訓
練促進費支給
（再掲）

　2年以上養成機関で修業する母子家
庭の母に対して、修業期間中に高等技能
訓練促進費を支給し、修業修了後には入
学資金一時金を支給し生活の負担を軽
減することで、資格取得を支援します。

●現状
4件

継続

187
母子家庭自立支援教
育訓練給付金支給
（再掲）

　職業能力開発のために講座を受講す
る母子家庭の母に対して、修了後に受講
料の2割相当を支給し、自主的な教育訓
練を支援します。

●現状
2件

継続

188 健康診査費助成

　20歳以上で国民健康保険又は全国健
康保険協会管掌の健康保険被保険者で
児童扶養手当又は児童育成手当を受給
しているひとり親家庭等の保護者が、保
健センターで総合健康診査を受けた場
合、その診査料の一部を助成します。

●現状
利用者　3人
Ａコース　2人
Ｂコース　1人

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

189
休養ホーム利用交通
費助成

　児童扶養手当又は児童育成手当を受
給している世帯で遊園地などの日帰り施
設を利用した場合に交通費を助成します。
（助成は年1回を限度）

●現状
利用世帯　35世帯
利用者大人　51人
子ども　16人

継続

190
母子自立支援の相談
（再掲）

　各母子家庭の状況や自立の阻害要件
等の様々な問題について相談に応じ、自
立に必要な情報提供や支援を行います。
また、ひとり親家庭への支援情報につい
て検索しやすい環境を整備し、提供方法
の充実を図ります。
(1)　各母子家庭の抱える様々な問題に
ついて相談に応じ、それぞれの状況に合
わせた支援をします。　
(2)　就労に関する相談について、ハ
ローワーク等の他機関との連携を強化
して、相談体制を充実します。
(3)　母子自立支援プログラム＊事業に
ついての情報を周知し、自立につながる
環境を整備します。

●現状
支援員2人
●目標
母子家庭の精神的・経済
的自立に向けての積極的
な支援

重点

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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　府中市では障害のある人もない人も、市民すべてが安心して自立した暮らしができるまちの実

現を目指しています。そのためには地域の人びとの障害への理解と、障害のある子どもとその家庭

への自立支援が最も重要です。

　身体障害者手帳の18歳未満の所持者数は、平成20年度で256人、知的障害者に交付される愛の

手帳の18歳未満の所持者数は484人となっており、年々増加傾向にあります（図表3−Ⅱ−32）。平
成20年度の障害児の入学者数は、小学校は18人、中学校は27人となっており（図表3−Ⅱ−33）、
小・中学校における特別支援学級の在籍者数は、小学校の言語障害通級学級を除いて、この10年で

増加傾向を示しています（図表3−Ⅱ−34）。
　子どもから大人まで障害のある人が地域で安心して暮らし続けることができるためには、障害の

ある人への理解・啓発の促進が必要です。

図表3−Ⅱ−32　府中市の身体障害者手帳・愛の手帳所持者数の推移(18歳未満)

●障害への理解・啓発の促進

資料：府中市障害者福祉課（各年度末現在）

現状と課題

目標6　障害のある子どもと家庭への支援
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図表3−Ⅱ−33　府中市の障害児の入学者数の推移

図表3−Ⅱ−34　府中市の特別支援学級の学級数と在籍者数の推移

資料：府中市学務保健課（特別支援学級に在籍する1年生の児童・生徒数（各年度3月31日現在））

平成18年以前は心身障害学級の数値

資料：府中市学務保健課（各年5月1日現在）

　障害のある子どもをもつ家庭や障害のある子ども自身が地域で孤立せず自立した生活を送るた

めには、家庭の状況、子どもの障害、子どもの成長段階などに応じた様々な支援が必要です。

　市では、相談支援事業所などにおいての相談体制を確立し、障害のある人が適切なサービスを総

合的、効果的に利用できるように支援してきました。関係機関との連携を強化し、相談体制、情報提

供のさらなる充実を図ることが必要です。

●障害に関する相談の充実
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　障害のある子どもの保育所への入所数は、平成20年度は74人で、前年を上回っており、利用希望

も高まっています（図表3−Ⅱ−35）。また、学童クラブ＊の利用数も増加傾向にあります（図表3−Ⅱ
−36）。

　今後は学習障害（LD）＊、注意欠陥多動性障害（ADHD）＊、高機能自閉症（アスペルガー症候群）＊な

どの発達障害＊のある子どもの入所の増加も見込まれます。障害のある子どもの支援には、集団保

育や学習を通じた、社会性の育成や他の子どもたちとの相互理解なども重要です。

　保育所や学童クラブ＊等においては、待機児童の解消など受け入れ体制の充実や、障害のある子

どもとその家庭の状況に応じた日常生活への支援の充実をしていかなければなりません。

●障害のある子どもの日常生活への支援の充実

図表3−Ⅱ−35　府中市の障害児保育の利用状況の推移

図表3−Ⅱ−36　府中市の障害児の学童利用数の推移

資料：府中市保育課

資料：府中市児童青少年課
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第3部　計画の体系と目標・施策内容

　障害のある子どもがその可能性を伸ばしながら、成長していくためには、障害等の早期発見と適

切な療育が大切です。疾病や障害等の早期発見、早期対応のためにも、乳幼児期の健康診査の受診

が大切です。

　学校教育では、これまでの心身障害教育の対象の障害だけでなく、その対象でなかった学習障害

（LD）＊、注意欠陥多動性障害（ADHD）＊、高機能自閉症（アスペルガー症候群）＊などの発達障害＊

のある子どもへの対応が重要となってきます。教育の充実を図りつつ、一人ひとりのニーズに応じ

た適切な教育的支援が必要です。

　障害のある子どもが自立した生活を送るには経済的な面での安定が不可欠です。このため、手当

て等の支給など制度の充実を図っていかなければなりません。

●障害のある子どもの早期発見と障害に応じた教育・支援の充実

●障害のある子どものいる家庭への経済的負担感の軽減
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　障害のある人が地域社会の一員として互いに理解し、尊重し、支えあいながら活動できるように、

障害に関する知識や理解の普及、啓発に努めます。特に発達障害＊については、社会的な理解が今後

ともひきつづき必要なことから、適切な情報の周知をしていきます。

施策（1）：障害への理解・啓発の促進

目標6　障害のある子どもと家庭への支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

191
障害への理解・啓発
の推進

　特別支援教育＊の啓発を推進し、障害
のある児童・生徒に対する正しい認識と
理解を深めます。
　学校教育の場においては、特別支援学
校との副籍＊校交流等を通して、児童・生
徒が、様々な教育活動を通じて障害への
理解を図る指導を継続していきます。
　また、保護者に対しては、保護者会や学
校だよりなどを通じて引き続き理解を促
す取り組みを推進していきます。

●現状
都立特別支援学校との連
携及び副籍＊児童・生徒
との交流及び共同学習の
実施
巡回相談・巡回指導の充実
特別支援コーディネー
ター＊の資質向上
特別支援教育＊にかかわ
る教職員研修の充実

継続

192 障害者（児）福祉啓発

　市民に対して障害福祉に関する知識
の普及及び理解の促進を図るため、Ｗａｉ
Ｗａｉフェスティバルというイベントにお
いて障害者の作品展や音楽会、障害福祉
への理解を深める講演会など催し、障害
のある人、家族、支援者等の交流・協働の
機会を作ることにより、地域における障
害者福祉活動の促進に寄与します。

●現状
イベント開催期間での延
来場者数　5,287人

継続

193 就学相談

　就学･入学に関する相談に加え、発達
相談などの様々な相談に応じる体制を
整えます。また、障害のある子どもを関
係機関と連携して支援するため、教育相
談ネットワークを構築します。また、障害
への理解を深めるため講演会を実施し
ます。

●現状
就学相談員　8人
就学指導協議会実施回数
5回
（就学相談受付数）
小学校　88件
中学校　47件
（転学相談受付数）
小学校　58件
中学校　13件
講演会実施回数　1回

継続



101

　障害のある子どもが適切なサービスを利用できるように、保健・医療、福祉、教育等関係機関が連

携し相談支援機能の充実を図ります。また、就学相談では、就学・入学に関する相談に加え、発達相

談など様々な相談に対応していきます。

第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容

施策（2）：障害に関する相談

目標6　障害のある子どもと家庭への支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

194
障害者相談支援事業
（再掲）

　委託相談支援事業所「み〜な」「あけぼ
の」「プラザ」において、総合的・一元的相
談体制を確立し、障害者が適切なサービ
スを総合的・効果的に利用できるように
するとともに、関係機関との連携を強化
し、相談支援機能の充実を図ります。ま
た、高次脳機能障害＊・発達障害＊につい
て、啓発事業の実施、関係機関との連携を
図るなど必要な支援を行います。

●現状
相談支援実施件数と利用
延べ人数
み〜な
4,622件　7,955人
あけぼの
2,490件　4,700人
プラザ
5,341件　5,187人
●目標
指定相談支援事業所
3か所以上
相談支援件数　17,000件

重点

195
3〜4か月児健康診査・
産婦健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
3〜4か月児健康診査
月3回	
受診者数　2,248人
受診率　97．4％
産婦健康診査　月3回	
受診者数　2,223人
受診率　97．3％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

196
1歳6か月児健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月4回
受診者数　2,269人
受診率　95．1％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

197
3歳児健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月3回
受診者数　2,000人
受診率　92．6％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

198
発達健康診査
（再掲）

　健康診査や相談事業の結果、運動発
達遅滞、精神発達遅滞などが疑われる乳
幼児に重点をおいて、発達健康診査を行
い、早期発見、早期療育へとつないでい
けるよう支援します。
　また、適切な支援ができるよう関係機
関との連携を図ります。

●現状
月1回　
受診者数　67人
●目標
早期に専門的な支援をす
るため、関係機関との連
携を強化

重点
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部

第3部　計画の体系と目標・施策内容

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

199
就学相談
（再掲）

　就学･入学に関する相談に加え、発達
相談などの様々な相談に応じる体制を
整えます。また、障害のある子どもを関
係機関と連携して支援するため、教育相
談ネットワークを構築します。また、障害
への理解を深めるため講演会を実施し
ます。

●現状
就学相談員　8人
就学指導協議会実施回数
5回
（就学相談受付数）
小学校　88件
中学校　47件
（転学相談受付数）
小学校　58件
中学校　13件
講演会実施回数　1回

継続

200 地域生活支援事業

　障害のある人がその能力や適性に応
じ、自立した日常生活又は社会生活を営
むことができるよう、地域の実情に即し
た事業に取り組みます。

●現状
移動支援事業
延べ　18009．5時間
日中一時支援事業
延べ　1,440人
日常生活用具給付事業
3,044件
地域活動支援センター
プラザ型　4,672人
Ⅰ型　　　			4,096人
Ⅱ型　　　			5,917人

継続
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　障害のある子どもとその家庭の状況に応じた日常生活の支援の充実をしていきます。また、障害

のある子どもが学校等のみならず、学校等を卒業してからも地域で安心して暮らせるように、日常

生活への支援を行います。

施策（3）：日常生活への支援

目標6　障害のある子どもと家庭への支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

201
障害児保育
（再掲）

　心身に障害のある子どもの保護者の
ニーズに応えるため、民間保育所の新設
時などにあわせて入所定員枠を拡大し
ます。

●現状　			平成21年4月
63人
●目標
受け入れ増

重点

202
市立幼稚園障害児保
育
（再掲）

　心身に障害がある幼児又は運動発達
遅滞、精神発達遅滞などが疑われる幼児
に対する幼児教育を充実します。

●現状
各園4歳児1名
●目標
各園4歳児2名・5歳児
2名の受入

重点

203 特別支援教育＊

　心身に障害のある子どもに対して、医
療機関等と連携を図り、それぞれの能力
や個性を伸張させる教育を行います。ま
た、特別支援学級の充実のため補助員を
配置します。

●現状
通級指導学級（情緒）開設
準備（住吉小学校2学級）
（小学校）
固定学級（知的）
6校19学級
通級指導学級（言語）
2校3学級
通級指導学級（難聴）
1校1学級
通級指導学級（情緒）
3校13学級
（中学校）
固定学級（知的）
3校10学級
通級指導学級（情緒）
1校2学級

継続

204 学童クラブ＊

　保護者が就労等により昼間家庭にいな
いおおむね小学校3年生までの児童の健
全育成を行います。7ブロック制による事
業運営により、効率化と育成水準の向上を
図り、入会希望児童全員を受け入れます。
　また、市民ニーズに合った学童クラブ＊
のあり方を検討します。

●現状　			平成21年4月
22施設　1,765人
●目標
育成環境の充実 重点
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第3部　計画の体系と目標・施策内容

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

205
地域生活支援事業
（再掲）

　障害のある人がその能力や適性に応
じ、自立した日常生活又は社会生活を営
むことができるよう、地域の実情に即し
た事業に取り組みます。

●現状
移動支援事業
延べ　18009．5時間
日中一時支援事業
延べ　1,440人
日常生活用具給付事業
3,044件
地域活動支援センター
プラザ型　4,672人
Ⅰ型　　　			4,096人
Ⅱ型　　　			5,917人

継続

206 地域デイグループ

　心身に障害のある子どもの社会性を
養い発達を支援するため、放課後や学校
長期休業期間に生活訓練や創作活動、レ
クリエーションなどを行う施設に対し補
助金を交付し、運営を支援します。

●現状
地域デイグループ　3施設
ナイスデイキッズ
根っこクラブ
オンリーワン

継続

207
児童デイサービス＊
事業

　療育が必要な子どもに、日常生活にお
ける基本的な動作の指導、集団生活への
適応訓練等の適切な療育を行い、健全な
育成を支援します。

●現状
通園　1施設　33人
延べ　5,576人
外来　171回、112人
延べ　1,216人
発達相談　117回

継続

208
心身障害児童・生徒
地域活動

　市内に居住する特別支援学級在籍者
及び盲・ろう・特別支援学校在籍者を対
象として、文化活動、スポーツ活動、レク
リエーション活動等の多彩な地域活動
の機会と場を提供し、保護者とボラン
ティアを中心として交流を深め、学習す
ることを目的として実施します。

●現状
休業日となる土曜日の午
前中を原則に年間24回、
1,467人参加 継続

209 居宅介護
　身体介護や家事援助など日常生活の
支援のため、ホームヘルプサービス＊を
行います。

●現状
30,000時間（児童分） 継続

210 短期入所

　家庭での介護が一時的に困難になっ
た場合に、施設で短期入所を行います。
また、家族の休息のため、一時的に施設
であずかります。

●現状
960日（児童分）

継続
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施策（4）：早期発見と早期療育の充実

目標6　障害のある子どもと家庭への支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　健康診査等を通じて子どもの疾病や異常の早期発見に努めます。また、子どもが自身の可能性を

伸ばしながら成長できるよう、一人ひとりのニーズに応じた適切な支援を行います。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

211
新生児訪問
（乳児家庭全戸訪問）
（再掲）

　生後4か月までの乳児（未熟児を含む）
のいる家庭を訪問し、乳児の発育・栄養・
生活環境及び疾病予防等育児に必要な事
項について、より適切な指導を行います。
　また、疾病や異常の早期発見や治療等
について助言し、育児不安を解消し、安
心して育児に臨むことができるように支
援し、児童虐待＊の予防を図ります。

●現状
新生児訪問
実人員　1,547人
延人員　1,649人
●目標
4か月までの乳児のいる
家庭の全戸訪問及び必要
な家庭への支援

重点

212
乳幼児訪問
（再掲）

　育児上必要な事項及び健康管理につ
いて、家庭訪問により適切な指導を行い
ます。
　また、子どもの疾病や異常の早期発見
や治療等について助言し、育児不安の解
消や児童虐待＊の予防を図ります。

●現状
訪問件数
実人員　392人
延人員　459人
●目標
適切な時期での訪問及び
指導・助言の実施
関係機関との連携、支援

重点

213
3〜4か月児健康診査・
産婦健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
3〜4か月児健康診査
月3回	
受診者数　2,248人
受診率　97．4％
産婦健康診査　月3回	
受診者数　2,223人
受診率　97．3％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点
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第3部　計画の体系と目標・施策内容

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

214
1歳6か月児健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月4回
受診者数　2,269人
受診率　95．1％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

215
3歳児健康診査
（再掲）

　健康診査により、疾病や障害等の早期
発見・早期対応を図ります。また、育児不
安の解消及び親子の交流の場として活
用し、子育て相談や子育て情報提供を行
います。
　子ども一人ひとりを大切にするため、健
康診査データを管理し、未受診者0（ゼロ）
を目指すことにより、児童虐待＊の予防や
養育困難家庭への早期支援を図ります。
　また、要支援児童＊については、適切
な支援ができるように関係機関との連
携を図ります。

●現状
月3回
受診者数　2,000人
受診率　92．6％
●目標
未受診者0(ゼロ)を目指す

重点

216
発達健康診査
（再掲）

　健康診査や相談事業の結果、運動発
達遅滞、精神発達遅滞などが疑われる乳
幼児に重点をおいて、発達健康診査を行
い、早期発見、早期療育へとつないでい
けるよう支援します。
　また、適切な支援ができるよう関係機
関との連携を図ります。

●現状
月1回　
受診者数　67人
●目標
早期に専門的な支援をす
るため、関係機関との連
携を強化

重点

217
児童デイサービス＊
事業
（再掲）

　療育が必要な子どもに、日常生活にお
ける基本的な動作の指導、集団生活への
適応訓練等の適切な療育を行い、健全な
育成を支援します。

●現状
通園　1施設　33人
延べ　5,576人
外来　171回、112人
延べ　1,216人
発達相談　117回

継続
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施策（5）：障害のある子どものいる家庭への経済的負担感の軽減

目標6　障害のある子どもと家庭への支援

施策の方向

事業内容と現状及び目標

　障害のある子どものいる家庭へ、心身障害者（児）福祉手当等の支給を図り、経済的負担感の軽減

に努めます。

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

218
府中市心身障害者
（児）医療費助成

　医療機関等で受診し、健康保険診療の
自己負担分から高齢者の医療の確保に
関する法律に準じた一部負担金を除いた
分を助成します。

●現状
受給者数　（市）136人
（平成21年3月末で大人
含む）
医療件数　781件
（平成20年3月末で大人
含む）

継続

219 育成医療費助成

　身体に障害のある方が指定育成医療
機関及び指定病院で早期治療により、将
来の生活に必要な能力を得るためにか
かる医療費について、健康保険診療でか
かった医療費の自己負担分の一部を助
成します。

●現状
東京都認定延べ　38人
（平成21年3月末現在）

継続

220
子ども医療費助成
（再掲）

　乳幼児（義務教育就学前）及び児童（義
務教育就学児）が健康保険診療でかかっ
た医療費の自己負担分を助成します。

●現状
（乳幼児）
延助成件数　
222,227件
（児童）
延助成件数　
158,252件

継続

221 特別児童扶養手当
　身体、知的又は精神に重度、中度の障
害がある20歳未満の児童を養育してい
る方に、手当を支給します。

●現状
351人 継続

222 障害児福祉手当

　身体、知的又は精神に重度の障害があ
る方及びその他の疾病によりこれと同等
程度の状態にあり、常時介護を必要とす
る20歳未満の方に手当を支給します。

●現状
153人

継続

223
心身障害者（児）福祉
手当

　一定以上の障害をもち、市が定める
基準額以内の所得の方に手当を支給し
ます。

●現状
4,309人
（平成21年3月末現在）

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

224
児童扶養手当
（再掲）

　18歳に達する年度末まで（中度以上
の障害のある20歳未満）の児童を養育
している母又は養育者で一定の要件に
該当する場合に手当を支給します。
　また、手当の対象を父子家庭へ広げます。

●現状
延対象者数　26,968人
1人目　	41,720円
2人目　　5,000円
3人目　　3,000円
●目標
父子家庭への拡大
延対象者数　4,284人

重点

225
児童育成手当
（再掲）

　18歳に達する年度末までの児童を養
育している父、母又は養育者で一定の要
件に該当し、所得が一定未満の場合に手
当を支給します。

●現状
延対象者数　39,017件
育成手当（1人）
13,500円　36,670件
障害手当（1人）
15,500円　2,347件

継続

226
小児慢性疾患医療費
助成

　小児慢性疾患の対象疾患で入院、又は
通院のため健康保険診療でかかった医
療費の自己負担分の一部を助成します。

●現状
東京都認定延べ人数
203人
（平成21年3月末現在）

継続

227
東京都大気汚染健康
障害者医療費助成

　都内に引き続き1年（3歳未満は6か
月）以上住所を有し、同一疾病についてほ
かの医療費助成制度の適用を受けていな
い方で、大気汚染の影響を受けたと推定
される疾病（気管支ぜん息、慢性気管支
炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ及びそれ
らの続発症）にかかっている方に対して、
対象疾病に係る医療費の助成を行いま
す。

●現状
平成20年度申請件数
申請者数
新規　129件
（18歳未満）
更新　324件

継続

228 障害者（児）休養事業

　日頃、行楽及び休養の機会に恵まれな
い障害者（児）とその付添者に対し、市の
保養施設（やちほ、八ヶ岳府中山荘）の利
用にあたり宿泊料の助成をします。
　また、東京都の休養ホーム事業の施設
の一部（熱川ハイツ、かんぽの宿草津、か
んぽの宿塩原）の宿泊料の一部を助成し
ます。

●現状
市保養施設（2カ所）
589泊
その他施設（3カ所）
177泊

継続
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　子どもは成長し、次代を担うかけがいのない存在です。確かな学力を基に考える力、生きる力を身に
つけるとともに、豊かな人間性を形成し、将来、社会の一員として主体的に責任感をもって自己実現す
ることができるよう、長期的な視野に立って子どもの心身の健全育成を支援していくことが大切です。

　核家族化の進行や地域とのつながりの希薄化、家庭における教育力の低下から、幼児期の正しい
生活リズムの習慣や生活規範の欠如が指摘されています。
　市民意向調査によると、中学生、高校生ともに朝食をとる習慣のない生徒がみられます（図表3−
Ⅱ−37）。また、タバコを吸うことについて、中学生、高校生ともに問題がないと考えている生徒がみ
られ、飲酒についても、高校生では2割近くの生徒が問題がないとしています（図表3−Ⅱ−38）。
　子どものころからの食育や生活習慣の育成、喫煙や飲酒などへの規範意識の形成など、従来はし
つけや習慣として家庭に委ねられていた面もありますが、子どもの健全育成に向けて、学校や地域、
関係機関が一体となって、家庭教育を支援し、推進を図る必要があります。

図表3−Ⅱ−37　朝食の摂取（中学生・高校生）

◇タバコを吸うこと

◇酒を飲むこと

図表3−Ⅱ−38　行動についての考え（中学生・高校生）

●健全育成に向けての情報提供と啓発の充実

現状と課題

目標7　次代を担う人の育成と教育の充実

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）
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　府中市内における万引きや暴力行為等の問題行動の発生件数は、この5年間を見ると増加傾向に

あります（図表3−Ⅱ−39）。平成20年度の長期欠席した児童・生徒数は、小学生、中学生ともに前年
度よりも増えています（図表3−Ⅱ−40）。
　また、市民意向調査によると、いじめについては、中学生の5割以上、高校生の4割以上があると回

答し（図表3−Ⅱ−41）、その内容も、性格や考え方、顔やからだつきなどに関わることから、理由の
分からないいじめや差別など多岐にわたっています（図表3−Ⅱ−42）。
　いじめ、長期欠席、問題行動等については、子どもや保護者への相談窓口やサポート体制のさら

なる充実が必要です。

図表3−Ⅱ−39　府中市の問題行動の発生件数の推移

図表3−Ⅱ−40　府中市における長期欠席した児童・生徒数の推移
（欠席日数7日以上）

●子どもと保護者の相談窓口の充実

平成15年度までは問題行動の件数にいじめの件数も含む

資料：府中市指導室

資料：府中市指導室
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図表3−Ⅱ−41　学校や地域におけるいじめや差別の有無（中学生・高校生）

図表3−Ⅱ−42　いじめや差別の内容（中学生・高校生：複数回答）
＜学校や地域でいじめや差別が「ある」と回答した人＞

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

　市民意向調査によると、中学生の7割、高校生の9割が携帯やパソコンでメールを利用し（図表3

−Ⅱ−43）、1日に50回以上自分から発信している中学生、高校生もいます。また、中学生の7割以
上、高校生の9割近くがインターネット＊を利用しており（図表3−Ⅱ−44）、携帯電話やインターネッ
ト＊が子どもにとって身近なメディアになっていることか分かります。

インターネット＊で見知らぬ人とのやりとりや、暴力的、性的サイト＊にアクセス＊をしている中学生、

高校生もみられます（図表3−Ⅱ−45、図表3−Ⅱ−46）。警察庁によると、平成20年中の出会い系
サイト＊によって引き起こされた犯罪の被害者のうち18歳未満の児童が8割以上を占めています。

　インターネット＊の利用に関わる危険から子どもを守るために、インターネット＊の使用等情報教

育の充実が必要です。また、子どもたちのパソコンや携帯電話を適切に管理できるようフィルタリン

グ＊など保護者を対象にした啓発活動や情報提供も必要です。

●情報化社会における教育の充実
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図表3−Ⅱ−43　携帯電話やパソコンでのメールの利用（中学生・高校生）

図表3−Ⅱ−44　学校以外でのインターネット＊の利用状況（中学生・高校生）

図表3−Ⅱ−45　インターネット＊を利用して見知らぬ人とやりとりする（中学生・高校生）
＜学校以外でインターネット＊を「現在、利用している」と回答した人＞

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）
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図表3−Ⅱ−46　暴力的な内容、性的内容などを含むサイト＊にアクセス＊する（中学生・高校生）
＜学校以外でインターネット＊を「現在、利用している」と回答した人＞

図表3−Ⅱ−47　今、関心をもっていること（中学生・高校生：複数回答）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

　市民意向調査によると、中学生の4割以上、高校生の6割以上が自分の将来のことに関心をもって

います（図表3−Ⅱ−47）。一方、厚生労働省によると、平成19年の15歳から34歳のニート＊（就学、
就業、家事を除いたもの）は62万人となっています。

　子どもたちが自分の将来に目標をもてるよう、学校教育や地域活動を通じて職場体験や勤労体

験など社会全体として体験機会を提供してゆく機会を創出するとともに、就労意識の形成に向けた

取り組みが必要です。

●職業観、就労意識の育成
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図表3−Ⅱ−48　府中市の学童クラブ＊の利用状況の推移

資料：府中市児童青少年課

　小・中学校における特別支援学級の在籍者数は増加傾向にあります（図表3−Ⅱ−34）。また、学習
障害（LD）＊、注意欠陥多動性障害（ADHD）＊など特別の配慮を必要とする子どもも増えています。障

害のある子どもや社会適応に向け支援が必要な子どもが、それぞれの個性や可能性を伸ばしなが

ら成長できるように、一人ひとりの状況に応じた教育や支援の一層の充実が必要です。

　子どもの健全育成に向けて、家庭、学校、地域社会が連携して子どもの教育にあたる必要があり

ます。このため、地域の人びとのもつ幅広い経験や知識・技能等を地域の教育力として、学校の教育

活動に生かす取り組みが必要です。

　学童クラブ＊の利用者数は年々増加し、平成20年は1,784人に増加しています（図表3−Ⅱ−48）。
一方、市では子どもの居場所づくりとして、市立の全小学校で放課後子ども教室＊を実施してい

ます。

　すべての児童の健全育成という観点から、学童クラブ＊と放課後子ども教室＊など、安全で安心

な居場所づくりの推進が必要です。

●特別支援教育＊の充実

●地域社会との連携による教育力の向上

●児童の安全・安心な居場所づくりの推進
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図表3−Ⅱ−49　子どもが集う場として望ましいと思うもの（小学生：複数回答）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

　市民意向調査によると、小学生の保護者は子どもが集う望ましい場として、「自然体験ができる

場」、「スポーツをして身体をきたえる場」などをあげています（図表3−Ⅱ−49）。
　子どもたちの健全育成に向け、多様な経験の積み重ねや、多くの人と出会い、様々な知識技能の習

得など、いろいろな体験をしていくことが必要です。だれもがこうした体験を得られるよう、身近な

地域での機会の提供が必要です。

　また、地域活動を通じて、子どものころから身近な地域に愛着を感じ、地域社会の一員であり地域

社会の人びとから支えられている意識がもてるような取り組みの充実が必要です。

　きびしい社会環境の中で、経済的理由で就学が困難な児童・生徒の増加が見込まれます。就学援

助や奨学資金給付など、保護者の経済的負担感の軽減を図る必要があります。

●地域で様々な体験ができる機会の創出と地域活動を通しての健全育成

●保護者の経済的負担感の軽減



117

　子どもの健全育成に向けて、学校、地域社会、関係機関が連携して子どもと子育て家庭に情報提供

と意識啓発を行います。また、子育てに関する学習機会や情報の提供、相談体制の充実など、家庭教

育を支援します。

第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容

施策（1）：健全育成に関する情報提供及び啓発

目標7　次代を担う人の育成と教育の充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

229
青少年健全育成強調
事業

　市内11地区の青少年対策地区委員
会＊が連携して、酒、たばこ、薬物そし
て性に関する正しい知識の周知やイン
ターネット＊に潜在する危険から子ども
を守るためフィルタリング＊の推奨など
青少年の健全育成に対する理解を深め
る活動を実施します。

●現状
不健全図書の陳列区分調
査等も含め、国が実施する
「青少年の非行問題に取
り組む全国強調月間」（7
月）に合わせたふれあい
事業、並びに「全国青少年
健全育成強調月間」（11
月）に合わせた街頭広報
等の実施
●目標
青少年が健全に育成され
る、社会環境の整備

重点

230 健康教育

　心身の健康の保持増進に努め、一人ひ
とりの健康課題に対応するため、児童・
生徒が自ら考え健康的な生活を実践す
る健康教育を推進します。
　喫煙防止や薬物乱用防止は保健の授
業を中心に指導し、各学校の教育課程に
適正に位置づけ、重点的に指導します。
また、警察との連携でセーフティ教室や
薬物乱用防止教室にも取り組むなど、健
康教育を積極的に推進します。
　特に、児童･生徒の体力の向上につい
ては差し迫って重要な課題ですので、体
力テストの実施結果を分析し、体力向上
モデルプランの検証授業を実施します。

●現状
体力テストの全校実施
喫煙防止教育・薬物乱用
防止教育の実施
●目標
体力向上委員会の活用
体力・運動能力向上のた
めの方策を検討
体力・運動能力向上モデ
ル校の指定
体力向上モデルプランの
作成
喫煙防止教育・薬物乱用
防止教育の継続実施
保健学習における充実を
図り、小・中連携を視野に
入れた教育の実施

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

231 性教育

　学校では、性教育については、学習指導
要領に従い、保健の授業の中で指導して
います。特に、児童・生徒が自己の心身の
変化について気づき、主体的に学習を進
めることやエイズ等の感染症についても
指導を行っています。
　今後とも、児童・生徒が正しい知識に基
づく適切な行動ができるよう、生活指導
の充実を図っていきます。

●現状
学習指導要領に基づい
た、児童・生徒の発達段階
や特性に応じた性に関す
る指導の実施
●目標
継続して実施並びに性被
害防止等の指導の充実

重点

232 PTA家庭教育学級

　各学校のPTA会員が教育・学習に関
する課題を、自ら考え学ぶことにより、
日常的な養育態度や行動に対する自己
意識を高めるとともに、子どもの成長や
社会情勢の変化に対応できる教育力（知
識・態度・技能）を養成します。

●現状
全40回　
延べ参加者数　2,372人

継続

233 家庭の日

　子どもが生まれ、成長し、社会人となっ
ていくために、最も基本的な人間関係を
育む家庭の役割に改めて目を向けて、親
子がふれあうとともに、他の親子とも交
流する中で、人間関係が形成できるよう
啓発普及を図る。
・啓発物の配布
・毎月第4土曜日の「家庭の日」事業の展開
・親子が共に参加できるイベントの開催

●現状
啓発物の配布を随時実施
はじめての親子キャンプ
の実施

継続

234 啓発（情報提供）
　青少年対策地区委員会＊を中心に、環
境浄化の必要性や非行防止についての
啓発活動を積極的に実施します。

●現状
標語コンクールの実施
家庭の日啓発チラシ、そ
の他青少年健全育成啓発
チラシの配布

継続

235 思春期保健対策

　生涯の健康に影響を与える思春期の
問題として、性行動・妊娠中絶・性行為感
染・薬物乱用・喫煙・飲酒等があり、小・中
学生からの教育が必要となっています。
保健所や学校と協力して、保健指導を行
います。

●現状
薬物について考える動機
づけとして、薬物乱用防
止について、市内の中学
校に標語及びポスター作
成の周知、応募作品に対
して優秀者を表彰
性行動や妊娠中絶等の正
しい知識の情報提供と、
若年妊婦への支援

継続

236
児童・生徒の健康づ
くり推進

　児童・生徒の健康管理に努めるととも
に、健康や安全に対する教育を充実して、
適切な生活習慣をはぐくむことにより、児
童・生徒が自ら進んで健康の保持増進と
体力向上を図ることができるように推進
します。健康診断や相談を通し、健康な生
活づくりをめざします。

●現状
健康診断、健康検査の
実施

継続
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第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

237
子育て情報の提供
（再掲）

　母子健康手帳配布時や子育て支援課・
子ども家庭支援センター＊「たっち」等で、
子育て情報誌「子育てのたまて箱」を配布
し、子育て情報の周知を図ります。
　また、タイムリーな子育て情報を提供
できるよう、母子手帳の配布時や健康診
査時に一時あずかり事業＊、トワイライト
ステイ＊、ファミリー・サポート・センター
事業＊、児童虐待＊などの情報提供をし
ます。

●現状
母子健康手帳配布時、子
育て支援課・子ども家庭
支援センター＊「たっち」・
文化センター・女性セン
ター・市政情報センター
等における子育て情報誌
「子育てのたまて箱」の
配布
内容を充実させた改訂版
の発行
●目標
転入してくる子育て世帯
への「子育てのたまて箱」
の配布
妊娠中の転入者への「子
育てのたまて箱」の配布
に向けて転入時における
案内の配布と希望者への
送付
健康診査等における子育
て情報パンフレットの配布

重点

238
家庭教育学級
（再掲）

　子育て中の保護者などを対象に、子育て
などをテーマにした講座を実施します。

●現状
開催回数　　2回
延参加者数　403人

継続

239
府中市成人の日記念
「青年のつどい」

　将来の府中を担う若者である新成人
に、社会全体で祝意を表すとともに、彼
らが社会人として自覚し行動できるよう
促します。
・祝意表示事業
・記念式典
・関係団体機関との協力

●現状
対象者：2,579人
（男1,350人、女1,229人）
出席者：1,534人
（男867人、女667人）

継続

施策（2）：児童生徒及び保護者等への相談の充実

目標7　次代を担う人の育成と教育の充実

施策の方向

　いじめや不登校などの解決に向け、悩みや不安、ストレスをかかえる子どもとその保護者に専門

的な相談を行い、積極的に対応していきます。
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事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

240
いじめ、不登校、問題
行動等への対応

　いじめ、不登校、問題行動等は子どもの
健全育成上の重要な課題ととらえ、早期
発見、早期対応を心がけるとともに、教員
が保護者等と連携し、子どものわずかな
変化も見逃さないようアンテナを高くす
るなど、未然防止に向けた取り組みを積
極的に推進します。
　サポートチーム作りの推進、関係機関
との連携強化、スクールカウンセラー＊
やスクールソーシャルワーカー＊の活用
など、問題解決に向け、積極的な対応を
行っています。

●現状
問題の早期発見、早期対
応など、未然防止に向け
た取り組みを実施
関係諸機関と連携を強化
する中で取り組みを推進
●目標
関係機関との連携強化
スクールカウンセラー＊や
スクールソーシャルワー
カー＊の活用

重点

241 メンタルフレンド＊

　子どもとのふれあいを通して子どもの
心を開くことのできる相談体制や、不登
校ぎみの子どもに対し、ともに遊んだり
話をすることを通して学校生活を積極
的に支援する、メンタルフレンド＊を派遣
します。

●現状
小学校全校配置
延時間数　15,183時間

継続

242 教育相談

　不登校･いじめなどの様々な教育上の
相談を受けます。教育センターの専門ス
タッフ（臨床心理士、教職経験者）を充実
させるとともに、関係機関のネットワーク
化を図り、教育センターの相談体制を充
実します。また、学校への巡回相談を実施
します。

●現状
○来室相談
相談員　11人
相談件数　360件
（延　3,911件）
○電話相談
相談員　2人　
相談件数　453件
○巡回相談
相談員　11人　
相談件数　1,581件
学校訪問（全小学校）
393回

継続

243
就学相談
（再掲）

　就学･入学に関する相談に加え、発達
相談などの様々な相談に応じる体制を
整えます。また、障害のある子どもを関
係機関と連携して支援するため、教育相
談ネットワークを構築します。また、障害
への理解を深めるため講演会を実施し
ます。

●現状
就学相談員　8人
就学指導協議会実施回数
5回
（就学相談受付数）
小学校　88件
中学校　47件
（転学相談受付数）
小学校　58件
中学校　13件
講演会実施回数　1回

継続

244 青少年子ども相談
　子ども本人からの相談及び子どもの育
成等についての相談事業を実施します。

●現状
相談員　2名
相談件数　26件

継続
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　小・中学校において、基礎学力の定着と学力の向上及び国際社会や高度情報化社会における教育

の充実を図ります。また、子どもが心身ともに豊かで自立した人間として成長できるよう、職業観・就

労意識の育成や心の教育の推進など学校教育における充実を図ります。

第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容

施策（3）：次代を担う人の育成に向けた学校教育の推進

目標7　次代を担う人の育成と教育の充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

245 少人数指導等事業

　児童・生徒の学習の習熟に程度の差が
つきやすいといわれている教科におい
て、学習内容のつまずきや進度の程度に
応じ、少人数編制による授業や複数の教
員による個別指導など、きめ細かい指導
を行います。個々の児童・生徒がもつ学習
スタイル・方法の違いへの対応を、少人数
指導やティームティーチングとして、複数
の教員が分担・協力して指導し、充実した
授業を展開します。	

●現状
すべての学校における算数
・数学の少人数及びＴＴ＊
指導の実施
新たに理科指導支援員の
全校配置
指導方法及び指導体制の
充実
●目標
すべての学校における算
数・数学の少人数及びTT＊
指導の実施
理科指導支援員の全校配
置の継続
指導方法及び指導体制の
充実

重点

246 小学校国際理解教育

　21世紀を担う児童が、これからの国
際社会に対応できるよう、外国の文化や
生活、日本の文化などについて、英語活
動などの体験的な学習を通して、国際社
会に生きるために必要な基本的資質や
能力、態度を養います。

●現状
3年生以上の学級数
×15時間
●目標
新学習指導要領に基づい
た充実
ＡＬＴ＊配置時数の拡大

重点

247
学校教育ネットワー
ク

　子どもの情報活用能力の育成のため、
市立小中学校33校、教育委員会、教育セ
ンター及び給食センターを結ぶ学校教
育ネットワークを整備し、ICT（情報通信
技術）を広く活用していきます。

●現状
①学習支援システム
②教員支援システム
③校務支援システムの活用
●目標
教育委員会システム等の
構築・活用
既存のネットワークシス
テムの活用・改善・充実

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

248
情報化社会における
教育の充実

　インターネット＊の問題について、社会
科や技術家庭科、総合的な学習の時間な
どの教科・領域で指導するとともに、生活
指導上の問題と捉え、学級活動の場面で
も継続的に指導していきます。
　啓発リーフレットの活用を図るととも
に、警察等との連携ですべての学校で毎
年実施しているセーフティ教室でも情報
モラルをテーマに取り上げるなど、計画
的、継続的に取り組みます。
　なお、セーフティ教室は保護者参加型
の取り組みとし、保護者への啓発にもつ
ながっています。
　今後とも内容の充実に努めながら、継
続して指導の充実を図っていきます。

●現状
ＩＣＴ活用推進委員会の充
実
社会科や技術家庭科など
の教科等での指導
生活指導上の課題として
継続的な指導
セーフティ教室の全校実施
●目標
インターネット＊の問題
について、関係機関と連
携した指導の充実

重点

249
職業観、就労意識の
育成

　望ましい職業観、勤労観及び職業に関
する知識や技能を身に付けさせるとと
もに、自己の個性を理解し、主体的に進
路を選択する能力・態度を育てるための
キャリア教育＊を推進します。
　特に、中学校においては職場体験を行
うなど自らの将来の進路選択をより身
近に感じることができる取り組みを行い
ます。また、働くことのもつ意義を子ども
たちが総合的に理解できるように、小学
校段階から発達段階に応じて社会の仕
組みや自己と社会との関係を理解でき
るようにするとともに将来の精神的・経
済的自立を促す取り組みを行います。

●現状
中学校全校職場体験5日
間実施
子どもの発達段階に応じ
たキャリア教育＊の実施
●目標
子どもたちの発達段階に
応じた職業観、就労意識
の育成

重点

250
性教育
（再掲）

　学校では、性教育については、学習指導
要領に従い、保健の授業の中で指導して
います。特に、児童・生徒が自己の心身の
変化について気づき、主体的に学習を進
めることやエイズ等の感染症についても
指導を行っています。
　今後とも、児童・生徒が正しい知識に基
づく適切な行動ができるよう、生活指導
の充実を図っていきます。

●現状
学習指導要領に基づい
た、児童・生徒の発達段階
や特性に応じた性に関す
る指導の実施
●目標
継続して実施並びに性被
害防止等の指導の充実

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

251
健康教育
（再掲）

　心身の健康の保持増進に努め、一人ひ
とりの健康課題に対応するため、児童・
生徒が自ら考え健康的な生活を実践す
る健康教育を推進します。
　喫煙防止や薬物乱用防止は保健の授
業を中心に指導し、各学校の教育課程に
適正に位置づけ、重点的に指導します。
また、警察との連携でセーフティ教室や
薬物乱用防止教室にも取り組むなど、健
康教育を積極的に推進します。
　特に、児童･生徒の体力の向上につい
ては差し迫って重要な課題ですので、体
力テストの実施結果を分析し、体力向上
モデルプランの検証授業を実施します。

●現状
体力テストの全校実施
喫煙防止教育・薬物乱用
防止教育の実施
●目標
体力向上委員会の活用
体力・運動能力向上のた
めの方策を検討
体力・運動能力向上モデ
ル校の指定
体力向上モデルプランの
作成
喫煙防止教育・薬物乱用
防止教育の継続実施
保健学習における充実を
図り、小・中連携を視野に
入れた教育の実施

重点

252 学校図書館

　子どもたちの読書活動の推進や総合
的な学習の時間の調べ学習など学校図
書館のさらなる活用が求められること
から、各学校に学校図書館指導補助員を
配置し、学校図書館の機能の充実を図り
ます。

●現状
小中学校　33校　
指導補助員　週20時間
●目標
専任司書教諭の配置（都
へ要望）
都指導補助員の派遣時数
拡大に向けた検討
学校図書システム化、
ネットワーク化の進ちょ
く状況に合わせ総合的に
指導方法等を検討	

重点

253 人権教育

　人権尊重の理念を正しく理解し、思い
やりの心や社会生活の基本的なルール
を身につけ、社会に貢献しようとする精
神をはぐくむため、人権教育及び心の教
育を充実するとともに、公共心をもち自
立した個人を育てる教育を推進します。
また、教員の人権感覚を高め、一人ひと
りの子どもの人権を大切にした教育を
展開します。

●現状
人権教育研修会　
人権教育推進委員会設置
東京都人権尊重教育推進校
1校 継続

254 道徳教育

　人間尊重の精神と生命に対するいけ
いの念を、家庭、学校、その他の社会にお
ける具体的な生活の中に生かし、豊かな
心をもち、個性豊かな文化の創造と民主
的な社会及び国家の発展に努め、進んで
平和的な国際社会に貢献し、未来を拓く
主体性のある日本人を育成します。

●現状
道徳授業地区公開講座
全33校で実施
（全学級公開） 継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

255
八ヶ岳移動教室
（セカンドスクール）

　学校の教育課程に位置づけて、現地で
体験学習、集団生活及び体力増進を目的
とした移動教室を実施します。また、長期
の宿泊体験ができるセカンドスクールの
実施を目指します。

●現状
小学校5年生を対象に年
1回八ヶ岳周辺で実施
二泊三日　22校
参加児童数　2,125人
参加率　99．3％
●目標
小学校5年生を対象に4
泊5日で全校実施
八ヶ岳府中山荘を中心
にして府中版セカンドス
クールの実施

重点

256 給食の提供
　安全でおいしい給食を提供します。ア
レルギー児への対応を進めます。

●現状
基本回数：
小学校　年183回
中学校　年173回
稼働日：
小学校　年190回
中学校　年193回
アレルギー除去食の提
供：卵、ナッツ類
アレルギー対象児童数：
20人、生徒7人	

継続

257 給食展・大試食会
　給食の果たす役割や給食の意義につ
いての理解を深めるために、試食会、展
示等を開催します。

●現状
年1回の開催。
試食数　1,500食

継続

258 食育推進事業

　栄養士及び指導主事で組織する検討
協議会にて、食育について検討します。
　また、担当課において食育推進プラン
を策定をします。

●現状
食についての啓発活動と
して、児童、生徒に広報誌
を学期ごとに発行
小学生「ランチタイムズ」
中学生「LUNCH	TIMES」
栄養士による小・中学校
におけるＴＴ＊授業の実施
指導資料案の作成
残さいの減量

継続

259 総合的な学習

　児童・生徒が、自ら課題を見つけ、自ら
学び、自ら考え、主体的に判断し、探究活
動進めます。その際、地域社会を核とし
た教育実践を重点的に実施します。

●現状
職場体験等、各校の教育
課程の中で実施

継続



125

第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

260
学校支援ボランティ
ア

　地域の人びとのもつ幅広い経験や知
識・技能・資格などを、地域の教育力とし
て、小・中学校の教育活動にいかすこと
により、学校教育の活性化及び充実を図
ります。

●現状
延べ活動人数　
9,907人 継続

261 小中連携の研究

　小・中一貫教育を目指し、小学校と中
学校の教育課程の体系的な編成につい
ての研究を行います。各教科・領域を基
本として、小学校においては「英語活動」
を週1時間実施するなど、9年間を見通
した教育課程の見直しを図ります。また、
児童・生徒の発達段階に応じた柔軟な対
応を行うために小・中一体となった学校
組織の再編の可能性を探り、児童・生徒
の健全育成についても研究を行います。

●現状
小・中一貫教育の方向性
の決定
小・中連絡会の開催	

継続

262 研究協力校

　研究協力校を選び、2年間の研究を行
い、その成果を市内及び都全体に発表す
ることにより、市全体の教育力の向上を
図ります。

●現状
小学校　7校
中学校　3校

継続

263 学校評価研究

　学校がその機能をどのように果たし
ているか、教育活動全般について客観
的・総合的に評価し、その評価を基に改
善案を立て、学校の組織と教育活動の活
性化を図ることを目的に、学校評価シス
テムを研究開発します。

●現状
小学校　11校
中学校　5校

継続

264 科学教室

　市立小･中学校在学又は市内在住の児
童･生徒に対して、実験･観察を通した科
学的思考力や創造的能力を育成するた
め、科学教室を開催します。また、親子で
参加できる事業を取り入れ、より多くの
参加を図ります。

●現状
小･中学生科学教室　
小学生開催　10回　
中学生開催　10回
子供サイエンススクール
講座数　10講座

継続

265 中学校英語学習指導

　21世紀を担う生徒が、国際社会に対
応できるよう、外国人英語学習指導助手
を配置し、中学校における外国語（英語）
教育の充実を図るとともに、国際理解教
育を推進し、国際社会に生きるために必
要な資質や能力、態度を養います。

●現状
中学校全校の全学年生徒
を対象に、学級数×20時
間、外国人英語指導助手
（ALT＊)を配置

継続

266
特色ある学校づくり
運営費

　独創性に富んだ教育活動の展開に
よって、知・徳・体の調和のとれた成長を
促し、心身ともに健康で人間性豊かな児
童・生徒を育成するために、児童・生徒・
教師が一体となって、伝統行事及び体育
活動等の事業を実施します。

●現状
小学校
30事業（19校）
中学校
11事業（11校）

継続



126

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

267
府中っ子学びのパス
ポート

　郷土の森博物館と美術館に無料で入館
できる「府中っ子学びのパスポート」を、
市内の小学生・中学生対象に配布し、興味
ある活動への参加機会を増やします。

●現状
新小学生・中学生対象に
配布

継続

268
小中学校美術鑑賞
教室

　美術に対する関心を高め、豊かな情操
を養うとともに、自らが主体的に意欲や興
味をもって鑑賞する態度を育てるため、美
術館において鑑賞教室を実施します。

●現状
小学校4〜6年生のいず
れかの学年全児童
中学校1年生全生徒	

継続

269
児童生徒のボラン
ティア活動普及事業

　ボランティア活動や社会福祉に親し
む心を育てるため、小・中・高校を対象に
ボランティア活動普及事業協力校を指
定し、学校ぐるみでボランティア活動に
取り組めるよう支援します。また「府中
ボランティアセンター」で地域の施設や
団体と協働して実施するボランティア体
験学習や出張ボランティア教室などによ
り、児童・生徒のみならず、その指導にあ
たっている教員を含め、様々な体験の機
会を提供します。

●現状
児童・生徒のボランティ
ア活動普及事業協力校
38校
（指定　小学校22校、
中学校11校、ほか5校）
（指定申請検討中2校)
協力校連絡会　2回
教職員研修会　1回(3日）
各校の活動紹介・パネル
展示会

継続

270
郷土の森博物館体験
学習

　子どもたちの郷土府中の自然や歴史
に親しむ機会として、郷土の森博物館に
おいて、体験学習事業を実施します。

●現状
自然観察会　8回
こめっこクラブ　13回
考古学体験講座・縄文土
器作り　3回
天体観望会　15回
体験館事業　129回

継続

271 郷土の森博物館

　博物館本館とフィールドミュージアム＊
の事業を充実し、歴史、民俗、自然などの
文化が理解でき、いつでも親しみをもっ
て学び、楽しみ、憩える環境づくりを行い
ます。また、市民が互いに学びあう、各種
の体験学習活動をボランティアの協力
を得て展開します。

●現状
常設展示室等更新事業
（常設展示室展示物制作）

継続
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　心身に障害のある子どもに対して、それぞれの能力や可能性を伸ばしながら発達、成長できるよ

う、関係機関と連携し、教育的支援を行います。また、不登校の小・中学生が集団生活に適応できるよ

う支援に努めます。

施策（4）：特別支援教育＊の充実

目標7　次代を担う人の育成と教育の充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

272
特別支援教育＊
（再掲）

　心身に障害のある子どもに対して、医
療機関等と連携を図り、それぞれの能力
や個性を伸張させる教育を行います。ま
た、特別支援学級の充実のため補助員を
配置します。

●現状
通級指導学級（情緒）開設
準備（住吉小学校2学級）
（小学校）
固定学級（知的）
6校19学級
通級指導学級（言語）
2校3学級
通級指導学級（難聴）
1校1学級
通級指導学級（情緒）
3校13学級
（中学校）
固定学級（知的）
3校10学級
通級指導学級（情緒）
1校2学級

継続

273
メンタルフレンド＊
（再掲）

　子どもとのふれあいを通して子どもの
心を開くことのできる相談体制や、不登
校ぎみの子どもに対し、ともに遊んだり
話をすることを通して学校生活を積極
的に支援する、メンタルフレンド＊を派遣
します。

●現状
小学校全校配置
延時間数　15,183時間

継続

274 けやき教室

　不登校などの問題を抱える中学生を
対象に、学校とは異なる雰囲気で集団生
活への適応を促していくけやき教室を充
実していきます。また、小学生について
も対応を図ります。

●現状
指導員　5人
通級者数　30人
学校復帰者　20人

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

275
就学相談
（再掲）

　就学･入学に関する相談に加え、発達
相談などの様々な相談に応じる体制を
整えます。また、障害のある子どもを関
係機関と連携して支援するため、教育相
談ネットワークを構築します。また、障害
への理解を深めるため講演会を実施し
ます。

●現状
就学相談員　8人
就学指導協議会実施回数
5回
（就学相談受付数）
小学校　88件
中学校　47件
（転学相談受付数）
小学校　58件
中学校　13件
講演会実施回数　1回

継続

276
いじめ問題対策委員
会

　人権擁護委員＊が中心となり、学校や
関係機関とともにいじめの早期発見と
具体的対応に努めます。

●現状
問題の早期発見、早期対
応など、未然防止に向け
た取り組みの実施
関係諸機関と連携を強化す
る中での取り組みの推進	

継続

　豊富な経験や知識、技能をもつ市民やボランティアなどの地域の人びとの参画を得て、学校教育

の活性化と充実に努めます。

施策（5）：地域の教育力の活用

目標7　次代を担う人の育成と教育の充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

277
青少年健全育成市民
活動

　青少年対策地区委員会＊、ＰＴＡ連合会、
小・中学校校長会及び府中警察署との連
携のもとに、地域パトロールの実施や子
ども緊急避難の家＊の普及など地域にお
ける青少年健全育成の充実を図ります。

●現状
地域のパトロールや懇談
会など地域活動
青少年健全育成協力店
120店
緊急避難の家　1,896件
●目標
青少年が健全に育成され
る、社会環境の整備

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

278
青少年健全育成強調
事業
（再掲）

　市内11地区の青少年対策地区委員
会＊が連携して、酒、たばこ、薬物そし
て性に関する正しい知識の周知やイン
ターネット＊に潜在する危険から子ども
を守るためフィルタリング＊の推奨など
青少年の健全育成に対する理解を深め
る活動を実施します。

●現状
不健全図書の陳列区分調
査等も含め、国が実施する
「青少年の非行問題に取
り組む全国強調月間」（7
月）に合わせたふれあい
事業、並びに「全国青少年
健全育成強調月間」（11
月）に合わせた街頭広報
等の実施
●目標
青少年が健全に育成され
る、社会環境の整備

重点

279
中学校部活動外部
指導員

　地域の人びとに部活動の指導員に
なっていただくことにより、市立中学校
における部活動の振興を図ります。
　幅広く人材を確保するために、人材の
登録制度も視野に入れて取り組んでまい
ります。

●現状
22種目
●目標
時間数の拡大
人材の拡大	

重点

280
学校支援ボランティ
ア
（再掲）

　地域の人びとのもつ幅広い経験や知
識・技能・資格などを、地域の教育力とし
て、小・中学校の教育活動にいかすこと
により、学校教育の活性化及び充実を図
ります。

●現状
延べ活動人数　
9,907人 継続

281
児童生徒のボラン
ティア活動普及事業
（再掲）

　ボランティア活動や社会福祉に親し
む心を育てるため、小・中・高校を対象に
ボランティア活動普及事業協力校を指
定し、学校ぐるみでボランティア活動に
取り組めるよう支援します。また「府中
ボランティアセンター」で地域の施設や
団体と協働して実施するボランティア体
験学習や出張ボランティア教室などによ
り、児童・生徒のみならず、その指導にあ
たっている教員を含め、様々な体験の機
会を提供します。

●現状
児童・生徒のボランティ
ア活動普及事業協力校
38校
（指定　小学校22校、
中学校11校、ほか5校）
（指定申請検討中2校)
協力校連絡会　2回
教職員研修会　1回(3日）
各校の活動紹介・パネル
展示会

継続

282
生涯学習サポーター
（再掲）

　地域における専門的知識や技能をも
つ人びとを市内の自主グループや学校
などに、指導者として紹介し、地域の自
主的活動を支援します。

●現状
生涯学習サポーター登録者
56人

継続

283 青少年社会参加活動
　異年齢や他の学校の生徒との交流を
目的とした事業を実施し、青少年の社会
参加活動を推進します。

●現状
小学生バレーボールのつ
どい
参加チーム　42チーム
小中学生綱引きのつどい
参加チーム　50チーム

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

284 青少年対策地区活動

　ＰＴＡ、学校、保護司会、青少年委員＊、青
少年団体、女性団体等関係機関や市民で
構成される青少年対策地区11委員会（中
学校区）の活動に助成し、青少年の健全育
成を図ります。

●現状
環境浄化活動	　136回
非行防止活動　　17回
育成事業活動　　49回
啓発・地区委員会			152回

継続

285
ジュニアリーダー講
習会

　小学4年生から高校3年生までを対象
に、青少年の自主性、リーダーシップの
養成を図り、地域青少年のリーダーを育
成するため、年間を通して野外活動やレ
クリエーション活動などの講習会を実施
します。

●現状
受講者数　105人
実施事業　14事業	

継続

286
美術子ども親子ワー
クショップ＊

　テーマに基づき、多彩な講師による実
践的なグループ体験学習を通して、子ど
もたちの美意識と想像力を育成するた
め、美術館においてワークショップ＊を
実施します。

●現状
子ども向けワークショップ＊
2回
親子向けワークショップ＊
2回

継続
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第3部　計画の体系と目標・施策内容

　放課後等に地域において児童が自主的に参加し、自由に遊べ、学習や体験活動を行うことができ

る、安全で安心な居場所づくりを推進します。

施策（6）：放課後児童の健全育成

目標7　次代を担う人の育成と教育の充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

287
放課後子ども教室＊
事業

　子どもの居場所づくりとして、小学校
施設を活用して実施します。
　日々の子どもの見守りは委託したＮＰＯ＊
法人や青少年育成団体が行います。
　学校の制度への理解と実施場所の提
供や家庭と地域の方々の協力が不可欠
であるため、実施校ごとに実行委員会を
組織し、理解と協力を図ります。

●現状
実施校　市内22校全校
●目標
学童クラブ＊との連携を
すすめる

重点

288
児童館の活用
（再掲）

　市内11か所にある児童館において、
子どもの遊び相手や話し相手となる児
童館指導員を各館の状況に応じた配置
を行います。
　また、児童館に子育てボランティアを
配置し、親同士の交流や親子の交流、そ
して子育ての悩みを相談し合える場づく
り、親同士の仲間づくりを図ります。

●現状
（児童館指導員）
週5日（平日）4時間／日
●目標
各児童館の実情に応じた
児童館指導員の配置
平日の午前中に子育てボ
ランティアを配置し、子育
て家庭が集い、交流や情
報収集ができる場の提供

重点

289
学童クラブ＊
（再掲）

　保護者が就労等により昼間家庭にいな
いおおむね小学校3年生までの児童の健
全育成を行います。7ブロック制による事
業運営により、効率化と育成水準の向上を
図り、入会希望児童全員を受け入れます。
　また、市民ニーズに合った学童クラブ＊
のあり方を検討します。

●現状　			平成21年4月
22施設　1,765人
●目標
育成環境の充実 重点
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　平成21年4月1日現在の学童クラブ＊入会児童数は、1,765人で6歳から8歳までの就学児童数

7,077人の約25％です。

　学童クラブ＊計画では、次世代育成支援行動計画の市民意向調査における8歳までの学童クラブ＊

の潜在利用率を算出し、利用人数見込みを算出したものです。なお、学童クラブ＊への入会について

は、今後も希望者の全入会を堅持していく予定です。

学童クラブ＊入会児童の推移（学童クラブ＊計画）

①　就学児童（小学1年生から3年生）の保護者を対象とした市民意向調査（次世代育成支援行動計

画）による潜在利用率は27.3％になります。

※潜在利用率とは、学童クラブ＊を「現在利用している」と答えた人と、現在利用していない人

のうち「今後利用したい」と答えた人を加えた割合を学年ごとに算出したものです。

②　多摩地区26市の平成21年4月1日現在の学童クラブ＊平均利用率は27.8％となっています。

③　入会希望者の全員が入会するものとして、潜在利用率を次世代育成支援行動計画後期計画の

最終年度の目標値として設定したのは、多摩地区26市の平均利用率と近い数値であり、実現可

能な現実的な数値となっていることによります。また、各年度の利用の伸び率については、平成

21年度の実績利用率と目標値である最大利用率の差を5年間で除したものを用いました。

《目標値の考え方》

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

就学
児童数

①

合計（人） 7,077 6,941 6,899 6,650 6,603 6,615

1年生 2,408 2,286 2,269 2,107 2,239 2,280

2年生 2,331 2,349 2,281 2,263 2,102 2,234

3年生 2,338 2,306 2,349 2,280 2,262 2,101

潜在
利用率

②

平均（％） 24.90	 25.38	 25.86	 26.34	 26.82	 27.30	

1年生 27.30	 27.76	 28.22	 28.68	 29.14	 29.60	

2年生 26.50	 26.47	 26.47	 26.45	 26.43	 26.40	

3年生 20.90	 21.90	 22.90	 23.90	 24.90	 25.90	

ニーズ量

①×②

合計（人） 1,765 1,761 1,782 1,748 1,771 1,809

1年生 658	 635	 640	 604	 652	 675	

2年生 618	 622	 604	 599	 556	 590	

3年生 489	 505	 538 545 563 544	

学童クラブ＊入会児童数増加

による対応

学童クラブ＊施設の増設や学校施設の活用を視野に入れて、学童

クラブ＊入会希望者のニーズに応えます。

平成21年度は4月1日現在の実績数値です。
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第3部　計画の体系と目標・施策内容

　子どもたちの健やかな成長と豊かな情操をはぐくむため、体験学習、ボランティア、読書、芸術、ス

ポーツなど様々な体験活動ができる機会を身近な地域で提供します。

施策（7）：多様な体験機会の提供

目標7　次代を担う人の育成と教育の充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

290

小学生のためのブッ
クトーク「よむよむ
探検隊」
（再掲）

　小学4〜6年生を対象に、テーマごとに
楽しい本の紹介を行ないます。小学生に
とって時間の余裕のある土曜日に設定す
ることで、図書館の利用を促し、読書の楽
しさを得てもらいます。

●目標
毎月1回
年12回実施 新規

291
職業観、就労意識の
育成
（再掲）

　望ましい職業観、勤労観及び職業に関
する知識や技能を身に付けさせるとと
もに、自己の個性を理解し、主体的に進
路を選択する能力・態度を育てるための
キャリア教育＊を推進します。
　特に、中学校においては職場体験を行
うなど自らの将来の進路選択をより身
近に感じることができる取り組みを行い
ます。また、働くことのもつ意義を子ども
たちが総合的に理解できるように、小学
校段階から発達段階に応じて社会の仕
組みや自己と社会との関係を理解でき
るようにするとともに将来の精神的・経
済的自立を促す取り組みを行います。

●現状
中学校全校職場体験5日
間実施
子どもの発達段階に応じ
たキャリア教育＊の実施
●目標
子どもたちの発達段階に
応じた職業観、就労意識
の育成

重点

292 中高生ひろば事業

　様々な興味を引き出し、より本格的な
活動へのきっかけとして、中学生や高校
生を対象とした講座等を充実します。
　また、中高生を中心とした活動組織の
確立に向けた支援を行います。

●現状	
4コース　延べ　20回
ヒップホップダンス講座
イラスト講座
延べ　119名
●目標
5コース　延べ　25回

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

293
子どもふれあいボラ
ンティア

　子どもとふれあう機会として、子ども家
庭支援センター＊及び保育所で中学生・
高校生のボランティアを募集し受け入れ
ます。

●現状
保育所
子ども家庭支援センター＊
「しらとり」
ポップコーン会場
●目標
保育所
子ども家庭支援センター＊
「たっち」「しらとり」
ポップコーン会場

重点

294
放課後子ども教室＊
事業
（再掲）

　子どもの居場所づくりとして、小学校
施設を活用して実施します。
　日々の子どもの見守りは委託したＮＰＯ＊
法人や青少年育成団体が行います。
　学校の制度への理解と実施場所の提
供や家庭と地域の方々の協力が不可欠
であるため、実施校ごとに実行委員会を
組織し、理解と協力を図ります。

●現状
実施校　市内22校全校
●目標
学童クラブ＊との連携を
すすめる

重点

295
おはなし会
（再掲）

　おはなし（ストーリーテリング＊）や絵
本の読み聞かせを通し、読書の楽しみ、
想像力をはぐくむきっかけとします。平成
21年度からは、中央図書館は毎週木曜日
（小学生対象の回に参加がほとんどない
ことより1日2回から1回へ（但し、小学生
向けに別事業実施））及び第1土曜日、地
区図書館は毎月1回、図書館職員と市民
であるおはなしボランティアとの協働で
行っています。また、中央図書館では、夏
と冬各1回、おたのしみおはなし会を行っ
ています。

●現状
中央図書館　1,691人
夏のおたのしみおはなし会
（中央）1回　58人
（内子ども58人）
冬のおたのしみおはなし会
（中央）1回　35人
（内子ども35人）
地区図書館　35回
342人
（内子ども275人）
●目標
中央図書館　1,700人
夏のおたのしみおはなし会
（中央）1回　60人
（内子ども60人）
冬のおたのしみおはなし会
（中央）1回　60人
（内子ども60人）
地区図書館　144回
2,500人
（内子ども2,380人）

重点
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第3部　計画の体系と目標・施策内容

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

296
ちいさい子のための
おはなし会
（再掲）

　1・2歳の乳幼児と保護者を対象に、絵
本の読み聞かせや手遊び、わらべうたな
どを行い、読書やことばの楽しさを知っ
てもらい、子どもと保護者のふれあいを
促します。平成21年度から、中央図書館
は毎月第2・4木曜日、地区図書館は各館
毎月1回、市職員と市民によるおはなし
ボランティアと協働で実施しています。

●現状
中央図書館
24回　825人
（内子ども419人）
地区図書館
46回　942人
（内子ども488人）		
●目標
中央図書館は現状維持
地区図書館　
144回　2,880人
（内子ども2,440人）

重点

297
赤ちゃん絵本文庫
（再掲）

　3〜4か月児及び1歳6か月児健康診査
時に、絵本の読み聞かせやわらべうた、手
あそびなどを実施し、保護者とともに読
書へのきっかけとします。3〜4か月児健
康診査では、赤ちゃんの図書館利用カー
ドの登録も行い、図書館利用への働きか
けも行います。市職員とおはなしボラン
ティアと協働で実施しています。

●現状
利用登録者数　927人
貸出人数　247人
貸出冊数　798冊
●目標
利用登録者数　1,300人
貸出人数　500人
貸出冊数　1,100冊

重点

298
図書館サービス
（再掲）

　全13館で所蔵する資料を活用し、さ
らにインターネット＊やＣＤ−ＲＯＭなど
新たな媒体も活用しつつ、子どもに読書
の楽しみを知らせ、また、子どもの学び
や知りたいという好奇心に対応できるよ
うに、資料の充実や図書館の使いやすさ
への工夫に取り組んでいきます。また、き
め細かい読書相談やレファレンスサー
ビス＊を行うとともに、子どもの心をは
ぐくむ本との出会いの場として、ＰＦＩ＊事
業者も含め事業を展開していくなど、図
書館ボランティアと協働しながら、また、
学校と連携しながら図書館サービスの
充実を行います。

●現状
ブックトーク講習会（一
般・教師等対象）
全3回　21人
キャンペーン「たびたび
よんでほんのたび」
子ども対象　758人
夏休み読書キャンペーン
「本の木だいすき！」
子ども対象　917人
出前講座　計4回
117人（内子ども11人）
学校への事業
（ブックトーク等）　計4校
253人（内子ども200人）
●目標
キャンペーン
参加子ども人数
1,000人
夏休み読書キャンペーン
参加子ども人数
1,200人
出前講座　6回
学校への事業　6校

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

299
八ヶ岳移動教室
（セカンドスクール）
（再掲）

　学校の教育課程に位置づけて、現地で
体験学習、集団生活及び体力増進を目的
とした移動教室を実施します。また、長期
の宿泊体験ができるセカンドスクールの
実施を目指します。

●現状
小学校5年生を対象に年
1回八ヶ岳周辺で実施
二泊三日　22校
参加児童数　2,125人
参加率　99．3％
●目標
小学校5年生を対象に4
泊5日で全校実施
八ヶ岳府中山荘を中心
にして府中版セカンドス
クールの実施

重点

300 八ヶ岳自然教室
　学校の教育課程に位置づけて、現地で
の体験学習、集団生活及び体力増進を目
的とした自然教室を実施します。

●現状
中学1年2年生対象11校
（12校）二泊三日八ヶ岳
周辺で実施
参加生徒数　1,754人
参加率　98．0％

継続

301 日光林間学校
　教育振興の一環として現地での体験学
習、集団生活及び体力増進を目的とした
林間学校を日光で実施します。

●現状	
小学校6年生を対象に年
1回実施
二泊三日　22校
参加児童　2,097人
参加率　99．0％

継続

302 府中水辺の楽校

　親子で、多摩川や用水など身近な水辺
を活用した自然環境学習や体験活動を通
じて、水辺を安全に利用できる基本ルー
ルを身につけてもらうことを目的したイ
ベントを年6回実施します。

●現状	
水辺の楽校への支援
（イベントの実施、小学校
の総合的学習時間などへ
の協力）

継続

303 ふれあい手作り教室

　小学生から中学生までを対象とし、親
子で協力しながら作品を作りあげ、参加
した親子がふれあい交流する機会を提供
します。
　また、年間を通し小学生を対象とした
工作教室、小学3年生から中学生を対象
としたこども手芸教室及びふしぎ発見科
学教室を実施します。

●現状	
親子ふれあい手作り教室
125人
こども工作教室　218人
こども手芸教室　282人
ふしぎ発見科学教室
138人

継続

304
郷土の森博物館体験
学習
（再掲）

　子どもたちの郷土府中の自然や歴史
に親しむ機会として、郷土の森博物館に
おいて、体験学習事業を実施します。

●現状
自然観察会　8回
こめっこクラブ　13回
考古学体験講座・縄文土
器作り　3回
天体観望会　15回
体験館事業　129回

継続
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第3部　計画の体系と目標・施策内容

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

305 文化活動奨励
　市内の青少年団体の活動に対し、発表
会の際に会場使用料等の一部援助などの
支援を行います。

●現状
援助団体　5団体 継続

306 青少年音楽祭
　学校や地域などで音楽活動を行いなが
ら、なかなか発表の場をもてない青少年
の団体に、発表の場を提供します。

●現状
合奏の部　19団体
合唱の部　10団体

継続

307
美術展ギャラリー
トーク＊・ワーク
ショップ＊

　美術作品の鑑賞を通して子どもたち
の美意識と想像力を育成するため、子ど
も向けの作品展示などを通して、学芸員
等によるギャラリートーク＊や関連した
ワークショップ＊を行います。

●現状	
企画展に関連した子ども
向けワークショップ＊　
1回

継続

308 美術館

　優れた美術品の収集及び展示により、
鑑賞機会を提供します。また、実技講座の
開催や、近隣美術大学の協力をはじめ、一
流の美術家を講師に招き公開制作を行う
など、創造力の育成に努めます。

●現状	
企画展(所蔵品展含む)
年6回
公開制作　年4回
美術館講座　年4回
企画展関連講演会
年13回
常設展ギャラリートーク＊
年12回

継続

309
小中学校美術鑑賞教
室
（再掲）

　美術に対する関心を高め、豊かな情操
を養うとともに、自らが主体的に意欲や興
味をもって鑑賞する態度を育てるため、美
術館において鑑賞教室を実施します。

●現状
小学校4〜6年生のいず
れかの学年全児童
中学校1年生全生徒	

継続

310
美術子ども親子ワー
クショップ＊
（再掲）

　テーマに基づき、多彩な講師による実
践的なグループ体験学習を通して、子ど
もたちの美意識と想像力を育成するた
め、美術館においてワークショップ＊を実
施します。

●現状	
子ども向けワークショップ＊
2回
親子向けワークショップ＊
2回

継続

311
ティーンズスタジオ
（再掲）

　10代の青少年が気軽に美術館を訪
れ、自分の関心に応じた創作活動を体験
するプログラム＊を提供する教育事業
を実施します。また、10代向けのプログ
ラム＊以外に、年齢に関係なく幼児から
保護者とともに参加できるオープン・プ
ログラム＊（オープンスタジオ）を実施し
ます。

●現状	
年間登録者　46人
（小学生32人、中学生12
人、高校生2人）
ティーンズ・プログラム＊
10回（51日）　868人

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

312
児童生徒のボラン
ティア活動普及事業
（再掲）

　ボランティア活動や社会福祉に親し
む心を育てるため、小・中・高校を対象に
ボランティア活動普及事業協力校を指
定し、学校ぐるみでボランティア活動に
取り組めるよう支援します。また「府中
ボランティアセンター」で地域の施設や
団体と協働して実施するボランティア体
験学習や出張ボランティア教室などによ
り、児童・生徒のみならず、その指導にあ
たっている教員を含め、様々な体験の機
会を提供します。

●現状
児童・生徒のボランティ
ア活動普及事業協力校
38校
（指定　小学校22校、
中学校11校、ほか5校）
（指定申請検討中2校)
協力校連絡会　2回
教職員研修会　1回(3日）
各校の活動紹介・パネル
展示会

継続

313
青少年団体活動への
援助

　青少年が地域での活動を通じ、自立
性や社会性を身につけ、地域とのつなが
りがもてるような機会を確保するため、
ボーイ・ガールスカウト、子ども会などの
青少年団体に対し助成します。

●現状
登録団体数
子ども会登録団体数
36団体
（内補助金交付は33団体）
ボーイ・ガールスカウト
6団体

継続

314
ジュニアリーダー講
習会
（再掲）

　小学4年生から高校3年生までを対象
に、青少年の自主性、リーダーシップの
養成を図り、地域青少年のリーダーを育
成するため、年間を通して野外活動やレ
クリエーション活動などの講習会を実施
します。

●現状
受講者数　105人
実施事業　14事業	

継続

315
青少年社会参加活動
（再掲）

　異年齢や他の学校の生徒との交流を
目的とした事業を実施し、青少年の社会
参加活動を推進します。

●現状
小学生バレーボールのつ
どい
参加チーム　42チーム
小中学生綱引きのつどい
参加チーム　50チーム

継続

316
高校生相互ホームス
テイ

　府中市と海外友好都市ウィーン市ヘル
ナルス区との継続的交流事業として、高
校生などのホームステイ相互派遣事業を
実施します。両市区では見学などを行う
ほかホームステイを行い、国際意識・国際
理解をもつ人材の育成を図ります。

●現状	
ヘルナルス区への高校生
派遣　5人
ヘルナルス区からの高校
生受け入れ　4人

継続

317 子ども科学体験教室
　各種アイテムを用意し、子どもたちに
簡単な科学実験や技術体験のできる場を
地域ごとに提供します。

●現状	
場所　ルミエール府中
対象　小学生〜中学生
参加者数　1,450人	

継続
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第3部　計画の体系と目標・施策内容

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

318
コミュニティ事業
（再掲）

　地域の幼児（保護者同伴）から高齢者
を対象に創作（工作）教室や民踊教室など
の事業を実施します。

●現状
326回
参加者　5,215人

継続

319
ふれあいの集い
（再掲）

　地域の人びとの交流を活発にするこ
とを目的に、地域文化祭、ちびっ子交流
会、地域ふれあい演芸大会、新春の集い
等を実施します。

●現状
68回
参加者　27,519人

継続

320
ふるさと広場
（再掲）

　市内に古くから伝わる行事を伝承する
ことを目的とし、七夕の集い、お月見の集
い、どんど焼きの集い、節分の集い等を実
施します。

●現状	
47回
参加者数　9,635人

継続

321
野外活動振興事業
（再掲）

　地域の人びとのふれあいを深めるこ
とを目的として、レクリエーション大会
やいもほりの集い等を実施します。

●現状	
40回
参加者数　7,540人

継続

322
地域まつり
（再掲）

　各コミュニティ圏域において、構成団
体が参画し、地域の特性を生かした納涼
祭りを実施します。

●現状	
11か所
参加者数　183,960人

継続

323 子どもランド事業
　青少年の健全育成を目的として、わく
わくキャラバン劇場、子ども囲碁教室、ち
びっ子劇場を実施します。

●現状	
わくわくキャラバン劇場
5回　524人
子ども囲碁教室　44回
延べ397人
ちびっ子劇場　1,746人

継続

324
ちびっ子ふれあい文
化祭

　文化センターでサークル活動する子ど
も達の成果の発表の場を提供します。

●現状	
入場者数　5,345人

継続

325
自主活動奨励事業
（児童サークル活動）
（再掲）

　児童館において、年間を通し実施する
活動を支援します。	

●現状	
844回
参加者数　16,461人

継続

326 幼児体育教室

　3〜4歳児が遊びを通して、集団生活に
慣れ親しむ機会や年齢に適応した基礎
的な運動能力を獲得することができるよ
う、幼児のための体育教室を開催します。

●現状	
408人

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

327
ジュニアスポーツ教
室

　陸上、バスケットボールなどのスポー
ツ教室を開催することにより、スポーツ
への関心と技術を高め、正しいマナーや
ルールを学ぶ機会を提供します。

●現状
○学校等
ドッジボール教室
4校　各1回
ジュニア陸上教室全
3回
ラリーテニス教室
1校　1回
○総合体育館
226回
（バスケットボール、新体
操、体力づくり体操、剣
道、柔道、相撲、なぎなた、
バトミントン、アーチェ
リー）
○朝日体育館
ジュニア卓球教室　9回

継続

328
地域体育館子ども体
操教室

　地域体育館において、小学生を対象に
各種の体操を楽しむ教室を開催します。

●現状
実施回数　216回

継続

329 親子ふれあい農園
　小中学生とその家族を対象に、地元の
農業者が、野菜等の栽培（種の植え付け
から収穫まで）を指導します。

●現状	
2回（夏と秋に実施）
夏　全9日程　26組
（65名）
秋　全9日程　30組
（71名）

継続

330 元気一番まつり
　65歳以上の市民を中心とした全市民
を対象に、世代間交流を図ります。

●現状	
会場　味の素スタジアム
参加者数　6,800人	

継続

331
女性センターにおけ
る講座・講演の実施

　女性問題についての理解や女性の経
済的・社会的自立を図るため、また女性だ
けでなく男性に対しても男女共同参画に
ついての周知や、性差別等についての意
識を醸成するため講座等を開催し、男女
の人権尊重に対する意識啓発を支援しま
す。さらに、男女平等の視点から、様々な
普及啓発活動を実施していきます。

●現状	
20講座　55回開催、
延参加者数　1,118人

継続
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　中学生や高校生が興味ある活動に取り組み、いきいきと過ごせるよう、地域での活動を支援しま

す。また、地域における活動を通じて、子どもたちと地域のつながりを支援します。

施策（8）：地域における活動の支援

目標7　次代を担う人の育成と教育の充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

332
ジュニアスポーツ指
導者育成

　子どもたちがスポーツを心から楽しむ
ために、スポーツ精神を理解し、指導、助
言、伝授する指導者の資質の向上のため
の支援事業を行います。

●現状
ジュニアスポーツ指導者
講習会
「スポーツ事故と法的責任」
参加者数　105人
「子どものからだづくり
（実技）」	 参加者数	38人
「栄養学」	 参加者数	34人
●目標
指導者の資質向上

重点

333
青少年健全育成市民
活動
（再掲）

　青少年対策地区委員会＊、ＰＴＡ連合会、
小・中学校校長会及び府中警察署との連
携のもとに、地域パトロールの実施や子
ども緊急避難の家＊の普及など地域にお
ける青少年健全育成の充実を図ります。

●現状
地域のパトロールや懇談
会など地域活動
青少年健全育成協力店
120店
緊急避難の家　1,896件
●目標
青少年が健全に育成され
る、社会環境の整備

重点

334
中学校部活動外部指
導員
（再掲）

　地域の人びとに部活動の指導員に
なっていただくことにより、市立中学校
における部活動の振興を図ります。
　幅広く人材を確保するために、人材の
登録制度も視野に入れて取り組んでまい
ります。

●現状
22種目
●目標
時間数の拡大
人材の拡大	

重点
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

335
青少年対策地区活動
（再掲）

　ＰＴＡ、学校、保護司会、青少年委員＊、青
少年団体、女性団体等関係機関や市民で
構成される青少年対策地区11委員会（中
学校区）の活動に助成し、青少年の健全育
成を図ります。

●現状
環境浄化活動	　136回
非行防止活動　　17回
育成事業活動　　49回
啓発・地区委員会			152回

継続

336
青少年団体活動への
援助
（再掲）

　青少年が地域での活動を通じ、自立
性や社会性が身につけ、地域とのつなが
りがもてるような機会を確保するため、
ボーイ・ガールスカウト、子ども会などの
青少年団体に対し助成します。

●現状
登録団体数
子ども会登録団体数
36団体
（内補助金交付は33団体）
ボーイ・ガールスカウト
6団体

継続

337
ジュニアスポーツ
活動の助成

　市内に活動基盤をもつ少年・少女スポー
ツクラブの活動に対して補助金等の助成を
行うことによって、保護者の負担を軽減し、
子どもたちの健康な体づくりを支援します。

●現状	
93団体　3,926人

継続

　経済的理由で就学困難な児童・生徒の保護者に対して、就学援助や奨学資金給付・貸付等を行い、

保護者の経済的負担感の軽減を図ります。

施策（9）：保護者の経済的負担感の軽減

目標7　次代を担う人の育成と教育の充実

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

338
就学援助
（再掲）

　母子家庭や低所得世帯など経済的理
由で就学困難な義務教育児童生徒の保
護者に対し必要な援助を行います。

●現状
小学校
学用品費　1,495人
入学準備金　201人
移動教室費　291人
医療費　　　　25人
給食費　　1,492人
林間学校費　297人
中学校
学用品費　　813人
入学準備金　248人
修学旅行費　319人
医療費　　	　　2人
給食費　　　803人
自然教室費　295人

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

339 奨学金給付

　高等学校、高等専門学校、特別支援学
校の高等部、専修学校（高等課程）に進学
又は在学し、経済的理由等により就学が
困難な方に対して、就学上必要な資金を
給付し、教育の機会均等を支援します。

●現状
継続者　136名
新規者　		81名 継続

340 奨学資金貸付

　高等学校、短期大学、高等専門学校若し
くは特別支援学校の高等部、専修学校（高
等課程・専門課程）に進学又は在学し、経
済的理由等により就学が困難な方に対し
て、就学上必要な資金を貸し付けし、教育
の機会均等を支援します。

●現状
継続者　84名
新規者　41名

継続

341
入学時初年度納付
資金貸付

　高等学校、短期大学、高等専門学校若し
くは特別支援学校の高等部、専修学校（高
等課程・専門課程）に進学する際に、経済
的理由等により就学が困難な方に対し
て、入学上必要な初年度納付資金を貸し
付けし、教育の機会均等を支援します。

●現状	
高校生等　			6人
大学生等　	21人
専修学校生　5人

継続

342 荒奨学金

　高等学校、短期大学、高等専門学校若し
くは特別支援学校の高等部、専修学校（高
等課程・専門課程）に進学又は在学する
交通遺児等及び海外の大学等に留学す
る方、又はホームステイをしようとする
方に対して、就学、研修等を行うために必
要な資金を貸し付けることによって、社
会に有為な人材の育成を図ります。

●現状	
海外留学　9人	

継続

343
ジュニアスポーツ活
動の助成
（再掲）

　市内に活動基盤をもつ少年・少女スポー
ツクラブの活動に対して補助金等の助成を
行うことによって、保護者の負担を軽減し、
子どもたちの健康な体づくりを支援します。

●現状	
93団体　3,926人

継続

344
夏季健全育成費支給
事業
（再掲）

　被保護世帯の児童・生徒を対象に、夏
季休業中の野外活動等への参加費用を
支給することにより、本人の健全育成及
びその世帯の自立助長を図ります。

●現状	
小学生　200人
中学生　126人
合計　　326人

継続

345
被服費等支給事業
（再掲）

　被保護世帯の児童・生徒を対象に、
「こどもの日」の行事の一環として被服
等の費用を支給することにより、本人の
健全育成及びその世帯の自立助長を図
ります。

●現状
小学生延　358人
中学生延　201人
合計　延　559人

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

346
中学卒業者自立援助
金支給事業
（再掲）

　被保護世帯の中学卒業者の中で就職
したものに対し、その就職支度金を支給
することにより、本人の健全育成及びそ
の世帯の自立助長を図ります。

●現状
2人

継続

347
修学旅行支度金支給
事業
（再掲）

　被保護世帯の児童・生徒を対象に、修
学旅行に参加する支度金を支給するこ
とにより、本人の健全育成及びその世帯
の自立助長を図ります。

●現状
小学6年生　32人
中学3年生　44人
合計　　　		76人

継続

348
新入学時文具券支給
事業
（再掲）

　被保護世帯の児童・生徒を対象に、入
学時に文具券を支給することにより、本
人の健全育成及びその世帯の自立助長
を図ります。

●現状	
小学1年生　33人
中学1年生　49人
合計　　　		82人

継続
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　女性の社会進出や家計の状況から、子育て家庭においても共働きが増加しています。しかし、依

然として男性は仕事中心の生活を余儀なくされ、女性には育児や子育てが集中しています。男女が

ともに家族としての責任を担い、仕事と子育てを両立できるよう、ワーク・ライフ・バランス＊の実

現を図ることが大切です。

　男女共同参画の推進と少子化対策から国では、仕事と生活の調和を図るワーク・ライフ・バラン

ス＊の考え方を提唱しています。市においても、平成11年に「男女共同参画都市宣言」を行い、職場、

家庭、地域などあらゆる場面において男女が互いに尊重しあい、ともにいきいきと輝くまちをつくる

ことを目指しました（図表3−Ⅱ−50）。
　市民意向調査によれば、仕事時間と生活時間の優先度について、希望、現実ともに家事（育児）時

間を優先する人が最も多くなっています。また、現実は希望よりも仕事時間を優先せざるを得ず、プ

ライベートも優先できていません（図表3−Ⅱ−51）。
　ワーク・ライフ・バランス＊の実現に向けては、市民全体がワーク・ライフ・バランス＊の考え方を知

り、互いに理解し、尊重しあうことが必要です。

わたしたちは、歴史にはぐくまれたふるさと府中を誇りとし、性別を超え、世代を超えて、互いに人とし
て尊重し合い、共にいきいきと輝くまちをつくり続けるために「男女共同参画都市」を宣言します。　

　1　わたしたちは男女が共に社会のあらゆる分野に平等に参画するまちをつくります
　1　わたしたちは一人ひとりが自立し認め合い心豊かに暮らせるまちをつくります
　1　わたしたちは職場・地域・家庭において男女が共に責任を分かち合うまちをつくります
　1　わたしたちは国際社会の一員として平和を愛するまちをつくります

平成11年11月3日

図表3−Ⅱ−50　府中市男女共同参画都市宣言

●ワーク・ライフ・バランス＊の考え方の普及・啓発

現状と課題

目標8　ワーク・ライフ・バランス＊の推進

第
3
部

第3部　計画の体系と目標・施策内容
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　市民意向調査によれば、父親と母親がともにフルタイム＊で働く家庭においても、父親の就労時間

は母親よりも長く、また、帰宅時間も父親は母親より遅いなど（図表3−Ⅱ−52、図表3−Ⅱ−53）、男
性の生活時間が仕事にウェートがおかれている様子がみられます。

　ワーク・ライフ・バランス＊の実現に向けては、男性が仕事中心の生活を見直し、育児や子育てな

どの家庭生活に参加していくことが重要です。

●男性の家庭生活への参加促進

図表3−Ⅱ−52　フルタイム＊で働く親の1週あたりの就労時間（就学前児童・全体）

図表3−Ⅱ−53　フルタイム＊で働く親の帰宅時間（就学前児童・全体）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

(%)

父親  (n=1,906) 8.9 1.4 22.2 23.2 19.1 7.7 2.0 1.3 0.6 13.6 50.8時間

母親  (n=  392) 11.7 28.6 49.0 4.1 1.5 0.3 0.3 0.3 0.0 4.3 36.6時間
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均

(%)

父親  (n=1,906) 2.8 2.3 0.9 0.8 5.8 12.1 17.0 17.8 15.4 9.9 5.7 9.5

母親  (n=  392) 2.0 0.8 3.1 11.0 47.2 25.3 5.1 0.3 0.3 0.5 0.0 4.6

無
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答

24
時
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時
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時
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時

12
〜
16
時

7
〜
11
時

1
〜
6
時

図表3−Ⅱ−51　仕事時間と生活時間の優先度（就学前児童・全体）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）
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　市民意向調査によると、育児休業＊制度の利用について、母親と父親の両方が利用したを加えると、

母親の利用は21.4％ですが、父親の利用は1％にとどまり、父親の育児休業＊取得率は低いものとなっ

ています（図表3−Ⅱ−54）。
　また、市民意向調査によれば、子育てと仕事の両立を図るために希望することとして、子どもが病

気やけがのときなどに休暇がとれる制度、男女ともに子育てと仕事が両立しやすいように企業（職

場）内で子育てへの理解を広めていくこと、出産・育児などのため会社を辞めた女性を再雇用する制

度、子どもの行事に参加するための休暇制度などをあげています（図表3−Ⅱ−55）。
　ワーク・ライフ・バランス＊の実現に向けては、長時間労働の解消や、仕事と家庭生活を両立しや

すい雇用環境の整備が必要です。

●ワーク・ライフ・バランス＊の実現に向けて、市内企業・職場への働きかけ

図表3−Ⅱ−54　育児休業＊制度の利用状況（就学前児童・全体）

図表3−Ⅱ−55　子育てと仕事の両立を図りやすくするために希望すること（全体：複数回答（3つまで））

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

無回答
母親が利用した

父親が利用した

利用しなかった

母親と父親の両方が利用した

(%)

21.0 2.175.9
全体
（N=2,022）

母親が利用した

父親が利用した 0.6

母親と父親の両方が利用した 0.4

21.0
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　男女がともに家族としての責任を担い、仕事と家庭の両立ができるよう、社会全体としてワーク・

ライフ・バランス＊の考え方の普及・啓発に取り組みます。

施策（1）：ワーク・ライフ・バランス＊の普及・啓発

目標8　ワーク・ライフ・バランス＊の推進

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

349
ワーク・ライフ・バラ
ンス＊啓発事業

　仕事と生活のバランスを個人のライフ
ステージに応じて実現することができる
ように、ワーク・ライフ・バランス＊の考え
方を男女共同参画の視点から普及・啓発
します。
　また、ワーク・ライフ・バランス＊の普
及・啓発を広く推進するためには、市職員
の意識啓発だけではなく、市内外への働
きかけを行っていく必要があります。
　今後は市職員の意識啓発に向けた調
査を進めていくとともに、市内外への啓
発・支援等を長期的な視野で進めていき
ます。

●現状
講演会及び職員研修を
実施
本市職員を対象とした
ワーク・ライフ・バランス＊
啓発パンフレットの作成・
配布
ワーク・ライフ・バランス＊
に関する情報の収集・提供
●目標
男女共同参画の視点か
ら、時勢に応じたワーク・
ライフ・バランス＊の講
座等の積極的な実施
市職員の意識調査や市内
外への啓発・支援等の実施

重点
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　ワーク・ライフ・バランス＊の実現に向けて、男女が共同して家庭生活を営むことができるように、

意識啓発事業を展開します。また、父親が参加する講座等を実施し、父親の育児参加を促します。

施策（2）：男女の協力による子育ての推進

目標8　ワーク・ライフ・バランス＊の推進

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

350
家庭教育学級
（再掲）

　子育て中の保護者などを対象に、子育て
などをテーマにした講座を実施します。

●現状
開催回数　　2回
延参加者数　403人

継続

351
女性センターにおけ
る講座・講演の実施
（再掲）

　女性問題についての理解や女性の経
済的・社会的自立を図るため、また女性だ
けでなく男性に対しても男女共同参画に
ついての周知や、性差別等についての意
識を醸成するため講座等を開催し、男女
の人権尊重に対する意識啓発を支援しま
す。さらに、男女平等の視点から、様々な
普及啓発活動を実施していきます。

●現状	
20講座　55回開催、
延参加者数　1,118人

継続

352
男女の性別役割分業
を考える講座の実施

　男性は仕事、女性は家庭というような
男女の性別役割分業の概念にとらわれな
い意識を啓発する講座を実施し、男女が
共同して家庭生活等を営むことができる
よう意識の醸成に努めます。このことか
ら、男女が共に喜びを分かち合い責任を
担える男女共同参画社会の実現へつな
げ、ワーク・ライフ・バランス＊の推進に
寄与することを目的とします。

●現状
男性のための料理講座を
1回実施。
女性のための簡単大工講
座を1講座延べ5回実施。 継続

353
はじめてのパパママ
学級
（再掲）

　グループワーク＊を通じて妊娠、出産
及び子育てに関する知識を提供します。
また、親同士の交流や仲間づくりを通し
て。子育て不安を解消する機会を提供し
ます。

●現状
4日コース　 12回
受講者数　1,162人
半日コース　12回
受講者数　525人

継続

第
3
部
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　ワーク・ライフ・バランス＊の実現に向けては、事業者の取り組みが不可欠であることから、事業者

の理解を深め、主体的な取り組みを支援していきます。

施策（3）：市内の企業・職場への働きかけ

目標8　ワーク・ライフ・バランス＊の推進

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

354
一般事業主行動計画＊
策定の推進

　「次世代育成支援対策推進法＊」では、
301人以上（平成23年4月1日以降は101
人以上）の労働者を雇用する事業主は、一
般事業主行動計画＊を策定し、速やかに労
働局に届けることとなっております。
　300人以下（平成23年4月1日以降は
100人以下）の場合は、同様の努力義務が
あるとしていますが、努力義務企業に対
して一般事業主行動計画＊を策定するよ
う啓発していきます。また、一般事業主行
動計画＊の認定を受けた市内企業を市の
ホームページなどで公表していきます。

●目標
努力義務企業の「一般事
業主行動計画＊」策定促進

新規

355
特定事業主行動計画＊
の推進

　「次世代育成支援対策推進法＊」では、
国や地方公共団体の機関に対して、特定
事業主としての取組みを行動計画に示す
ことを義務付けています。
　府中市では、府中市特定事業主行動計
画＊後期計画を策定し、その取組みを実
行することともに、市のホームページな
どで公表します。また、毎年度、取り組む
状況についても市のホームページなどで
公表していきます。

●現状
出産支援休暇（2日以上
取得）率80．6％
子育て意識啓発目的研修
の実施
男性職員の育児休業＊取得
1人
水曜日定時退庁の励行
●目標
出産支援休暇（2日以上）
取得率　100％
男性職員の育児休業＊取
得者の増加

重点

356
子育て関連団体と地
域とのネットワーク化
（再掲）

　子育てに関わる団体等による組織を設
け、団体間の情報交換や地域の実情に応
じた取り組みを支援します。

●現状
地域子育てひろば＊活動
団体との情報交換
●目標
ひろば会議の継続並びに
子ども家庭支援センター＊
運営協議会における子育
て関係団体と地域のネッ
トワーク化

重点
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　子どもや子育て家庭が地域で安心して暮らしていくには、犯罪や事故のない安全なまちづくりが

重要です。また、子育て家庭が安心して生活できる住まい、道路、公園、交通機関、公共的施設などの

都市整備への取り組みも大切です。

　府中市では平成19年度に「府中市福祉のまちづくりユニバーサルデザイン＊ガイドライン＊」を

策定しました。はじめからだれもが利用でき・活動できる利用者本位に立った快適な環境デザイン

という考えにに立って、すべての人がいきいきと暮らせるまちづくりを進めています。今後は、子ど

もづれや妊婦に配慮した施設の整備や、子どもにも使用しやすいデザインによる設計、また、子ど

もにも分かりやすい案内表示や情報など、特に子どもの立場に立った視点からのまちづくりが必要

です。

　子どもの交通事故が後を絶たず（図表3−Ⅱ−56）、また刑法犯の認知件数も増加しています
（図表3−Ⅱ−57）。子どもや子育て家庭が安全に遊び、安心して過ごせるまちづくりは重要な課
題です。

　市民意向調査によると、子どもの安全や防犯について家庭で気をつけていることは、就学前児童

のいる家庭では、交通ルールについての確認が最も多く、小学生の子どもがいる家庭では、知らな

い人についていかないなど防犯への対応が最も多くなっています（図表3−Ⅱ−58）。また、子ども
の安全を守るために必要なこととして、就学前児童、小学生の子どもがいる家庭ともに通学路や子

どもの遊び場の安全対策、地域ぐるみのパトロールなどを行って子どもを犯罪から守るための取

り組み、日ごろから家庭で安全や防犯について話しておくことを上位にあげています（図表3−Ⅱ−
59）。　

　市では、平成17年より緊急情報提供サービス「府中市安全安心メール＊」を開設し、平成20年度の

登録者数は5,500人近くに上っています。

　今後は、安全な交通環境の整備を図るとともに、防犯灯や防犯カメラの設置や防犯パトロールの

実施など防犯対策の充実をし、市民、事業者、行政が一体となって地域の安全対策を推進していくこ

とが必要です。

●ユニバーサルデザイン＊（特に子どもの立場にたった視点）のまちづくりの推進

●安全なまちづくりの推進

現状と課題

目標9　安全・安心のまちづくりの推進
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図表3−Ⅱ−56　府中市の子どもの交通事故死傷者数の推移

図表3−Ⅱ−57　府中市の刑法犯の認知件数の推移

グラフ中の（　）内の数値は死亡者数を表す

資料：府中警察署

資料：府中警察署
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図表3－Ⅱ－58　子どもの安全や防犯について家庭で気をつけていること

（全体：複数回答（3つまで））

図表3－Ⅱ－59　子どもの安全を守るために必要なこと（全体：複数回答（3つまで））

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）
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　市民意向調査によると、現在の住居形態として、就学前の子どもをもつ家庭と小学生の子どもを

もつ家庭では、「持ち家の一戸建て」が最も多くなっていますが、ひとり親家庭では「民間賃貸の集合

住宅」が最も多くなっています（図表3−Ⅱ−60）。
　子どもをもつ世帯が安心して住むことができるように、支援していく必要があります。

●良質な住宅の確保

図表3−Ⅱ−60　住居形態（全体）

資料：府中市次世代育成支援に関する市民意向調査（平成20年度）

（%）

就学前児童調査（N=2,022） 30.0 26.3 2.0 25.7 6.4 - 5.3 4.4

小学生調査（N=1,301） 39.9 28.4 1.4 16.1 7.5 - 5.3 1.4

ひとり親家庭調査（N=303） 15.2 10.6 3.3 37.9 22.1 0.3 9.6 1.0
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　子どもづれや障害のある方など、だれもが安全で、安心して、かつ快適に暮らせるように、ユニ

バーサルデザイン＊に基づいたまちづくりを進めます。また、特に子どもの視点に立ったデザイン

（キッズデザイン）重視の事業を進めていくための啓発に努めます。

　交通安全対策の推進や、歩行者の安全を確保した道路の整備に努めます。また、防犯意識の啓

発や犯罪発生情報の提供、防犯パトロールなどの犯罪防止活動により、安全なまちづくりを推進

します。

施策（1）：ユニバーサルデザイン＊（特に子どもの立場に立った視点）の推進

施策（2）：安全対策の推進

目標9　安全・安心のまちづくりの推進

目標9　安全・安心のまちづくりの推進

施策の方向

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

357
ユニバーサルデザイ
ン＊の推進

　ユニバーサルデザイン＊を「情報面」、
「意識面、制度面」、「物理面」の視点で考
え、市民とも協働しながら事業を推進し、
高齢者や障害のある方だけでなく、子ど
も・妊産婦・子どもづれの方などすべての
人が安全で、安心して、かつ快適に暮らせ
るまちづくりを推進します。
　施設整備の際には、子どもにも分かり
やすい案内表示や子どもでも使用しやす
いデザインにするなど、子どもの視点に
配慮して、子育て支援環境の整備をはか
ります。

●現状
施設整備事前協議件数
119件
福祉環境整備事業の助成
2件
バリアフリー＊マップの
印刷
1,000部
福祉まつりでのＰＲ活動
の実施
●目標
子どもの視点に立ったデ
ザインの充実

重点

358
キッズデザインの啓
発

　子どもの視点に立った、子どもが安全
で安心できる環境づくりを目指すキッズ
デザイン重視の事業を展開していくた
め、キッズデザインの啓発に努めます。

●目標
関係機関に対し、キッズ
デザインの啓発

新規

第
3
部
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

359
自転車の安全利用の
推進

　中学生を対象に、交通安全対策を通じ
て、生命の大切さを考える機会を提供し
ます。スケア−ドストレイト教育技法（ス
タントマンによる交通事故を再現するこ
とで、自転車のル−ル違反がなぜ危険な
のかを生徒に視覚的に理解させる）を実
施し効果を高めます。
　また、PTAの参加を得て、交通安全対策
の充実を図ります。

●現状
市立中学校　1校
●目標
市立中学校　全11校

重点

360 学校施設整備

　学校施設は、児童・生徒の学習や生活
の場として、豊かな人間性をはぐくむに
ふさわしく、快適で十分な安全性などを
備えた安全・安心なものでなければなり
ません。このため、早急に施設の耐震化に
取り組むとともに、新たなニーズに対応
(ユニバーサルデザイン＊を考慮）した教
室の整備を推進します。

●現状
小学校耐震実施設計　4校
小学校耐震補強工事　4校
中学校耐震実施設計　2校
●目標
全ての学校の耐震化の終了

重点

361
公園・緑地
（再掲）

　市内のどこからでも歩いていける範
囲に公園があることを目指し、公園の整
備を進めます。街区公園など地域に密着
した公園は、コミュニティの場として活
用できるように、地域の人びとが主体と
なった管理・運営を行います。また、子ど
もが安心して楽しく利用できるよう、安
全に配慮した遊具等の設置や安全管理、
砂場などの衛生管理を行います。

●現状
181ｈａ
（市面積の6．34％）
●目標
子どもが安心して楽しく
利用できる公園整備

重点

362
マタニティマークの
周知

　妊娠初期の妊婦については外見から
妊娠していることが分かりづらいことか
ら、母子手帳交付時に配布しているマタ
ニティマーク（ボールチェーンタイプ）を
常に身につけるように周知を行うととも
に、市民に対してマタニティマークの意
味を理解してもらえるようホームページ
や子育てのたまて箱で周知を行います。

●現状
母子手帳交付時にマタ
ニティマーク（ボール
チェーンタイプ）を配布

継続

363 あんしん歩行エリア

　府中駅北側地区は、幼稚園、小学校、中
学校、農工大、病院、福祉施設等がある地
域であり幅員の狭い道路では、朝夕の通
勤・通学時は歩行者・自転車が自動車とふ
くそうして危険な状態となっています。歩
行空間の安全を確保するため、あんしん
歩行エリアとして設定し、エリア内の整備
を順次実施します。

●現状
路側帯カラー舗装　2か所
交差点カラー舗装　1か所
カーブミラー設置　2か所

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

364
みちづくりバリアフ
リー＊化整備事業

　高齢者、身体障害者、妊産婦などの公
共交通機関を利用した移動の利便性及
び安全性の向上を促進します。
　交通バリアフリー＊事業計画に基づ
き、平成22年度までに計画の14経路に
ついてバリアフリー＊化対策を行いま
す。その後は、みちづくりバリアフリー＊
化整備事業計画に基づき順次路線のバ
リアフリー＊化を進めていきます。

●現状
是政通りバリアフリー＊
化整備工事
市道4−354号バリアフ
リー＊化整備工事
市道2−208号他1路線バ
リアフリー＊化整備工事

継続

365 体育施設

　子どもたちが、屋内外で健康的に安心
して活動でき、合わせて社会性を身につ
けるとともに健康的な体づくりができる
ように市内のスポーツ施設を管理運営
します。

●現状
総合プールフェンス改修
工事
朝日体育館改修工事
西府プール改修工事
押立庭球場改修工事　

継続

366 交通安全意識の啓発

　交通安全思想の普及・啓発を図り、交通
ルールの遵守と正しい交通マナーの実践
を習慣づけるため、自転車の安全利用な
どの推進を図ります。また、市民自身によ
る道路交通環境の改善に向けた取り組み
を推進することにより、交通事故防止の
徹底を図ります。

●現状
春・秋の交通安全運動（各
10日間）
春・秋の交通安全パレード
（各1回）
小学生・高齢者自転車競
技大会
幼児交通安全教室職員派
遣事業
交通安全市民のつどい

継続

367 地域安全の推進

　市、市民、事業者等が連携して犯罪防止
活動を行うことにより、「犯罪を起こさせ
ない・犯罪が起きにくいまち」にし、だれ
もが安心して暮らすことができるまちづ
くりを推進します。また、防犯灯の設置や
防犯カメラの設置助成などにより、まちの
安全性を高める整備をしていきます。

●現状
犯罪認知件数　
2,939件
（平成20年1月〜12月）
地域安全リーダー数
262人

継続

368 防犯意識の啓発
　警察や防犯関係団体と連携して、防犯
意識の啓発や犯罪発生情報の提供を行い
ます。

●現状
自治会回覧版　年4回
防犯講座の実施
安全安心メール＊の登録
者数　5,420人

継続

369 学校の安全管理

　安全で安心して学校生活を送れるよう
教育環境を整え、万が一の事故への万全
の体制を整えます。また、学校やＰＴＡを中
心とした通学路の適切な設定や、施設を
大規模に改修する際に敷地内の死角をな
くすための配慮をします。

●現状
全小学生に防犯ブザー
貸与
小学校警備員配置
学校に防犯カメラの設置

継続
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No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

370 交通安全講習会

　自転車などの交通安全講習会を、警察
署や交通安全協会などと連携して実施
し、マナーの向上やルールの遵守に関る
意識啓発を図ります。

●現状
各文化センター（押立・四
谷を除く）春・秋　年2回

継続

371
安全安心メール＊の
推進

　警察や関係機関と協力して、事前登録
の市民に、防犯・防災・学校周辺の不審者
情報等の緊急情報を携帯電話やパソコ
ン、ファクシミリに配信します。	

●現状
配信回数　133回
登録者数　5,420名
（平成20年度末現在）

継続

　市営住宅の運営を行うとともに、優良な賃貸住宅である市民住宅を提供することにより、子育て

家庭が安心して住むことができるよう支援します。また、親子の交流や活動の場として市営住宅の

集会室を開放します。

施策（3）：居住への支援

目標9　安全・安心のまちづくりの推進

施策の方向

事業内容と現状及び目標

No. 事業名 内容 現状及び目標 区分

372
市営住宅
（再掲）

　住宅に困窮する低所得者等に対して
安い家賃で住宅を提供することにより、
市民生活の安定と福祉の増進を図りま
す。また、地域における親子の交流の場
として、集会室を開放します。

●現状　			平成21年4月
管理戸数
21団地　609戸
集会室　8箇所

継続

373 市民住宅
　中堅所得者等の居住の用に供する優
良な賃貸住宅を提供することにより、市
民の安定と福祉の増進を図ります。

●現状　			平成21年4月
3か所　
47戸の管理運営

継続
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Ⅲ	保育サービス等の目標事業量

　府中市総合計画に基づき、計画期間の人口を設定します。総人口は、平成29年まで増加するもの

の（図表3−Ⅲ−1）、0〜8歳人口は減少することが予想されます。
　0〜8歳ではすべての年齢階層で減少することが予想されます（図表3−Ⅲ−2）。

　次世代育成支援行動計画（後期計画）では、保育サービス等の目標事業量について数値目標を

設定することとしています。人口推計を行い、市民意向調査などからニーズ量を推計し、平成26年

度、平成29年度の目標を設定しました。

1　人口推計

図表3−Ⅲ−1　府中市の年齢3区分別人口の推計

図表3−Ⅲ−2　府中市の0〜8歳人口の推計
（人）

平成21年 平成22年
（推計）

平成23年
（推計）

平成24年
（推計）

平成25年
（推計）

平成26年
（推計）

平成27年
（推計）

平成28年
（推計）

平成29年
（推計）

0歳 2,294 2,202 2,164 2,132 2,092 2,058 2,027 2,009 1,997
1歳 2,311 2,278 2,233 2,195 2,163 2,123 2,089 2,058 2,040
2歳 2,302 2,336 2,261 2,217 2,178 2,146 2,106 2,072 2,042
3歳 2,157 2,272 2,313 2,238 2,193 2,155 2,123 2,083 2,049
4歳 2,264 2,127 2,280 2,321 2,246 2,201 2,163 2,131 2,091
5歳 2,314 2,264 2,103 2,235 2,276 2,200 2,156 2,118 2,086
6歳 2,408 2,286 2,269 2,107 2,239 2,280 2,205 2,160 2,122
7歳 2,331 2,349 2,281 2,263 2,102 2,234 2,275 2,199 2,155
8歳

0～2歳

3～5歳

6～8歳

2,338 2,306 2,349 2,280 2,262 2,101 2,233 2,274 2,199

6,907 6,816 6,658 6,544 6,433 6,327 6,222 6,139 6,079

6,735 6,663 6,696 6,794 6,715 6,556 6,442 6,332 6,226

7,077 6,941 6,899 6,650 6,603 6,615 6,713 6,633 6,476

計 20,719 20,420 20,253 19,988 19,751 19,498 19,377 19,104 18,781

34,173 33,942 33,942 33,786 33,563 33,297 32,996 32,625 32,268

168,888 169,513 170,594 170,977 170,673 170,497 170,377 170,719 171,246

44,040 44,714 45,248 46,412 48,221 49,832 51,313 52,314 53,028

247,101 248,169 249,784 251,175 252,457 253,626 254,686 255,658 256,542

0
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年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

推計
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　平成26年度、平成29年度の目標事業量を次のように設定します。

2　各事業の目標事業量

内容
現況

(平成20年度)
目標事業量
(平成26年度)

目標事業量
(平成29年度)

保育6サービス 人数
0〜2歳児 1,775 2,416 2,641

3〜5歳児 4,631 5,113 5,197

保育
5サービス

人数
（定員）

0〜2歳児 1,775 2,416 2,641

3〜5歳児 2,249 2,820 3,021

認可保育所＊ 人数
（定員）

0〜2歳児 1,431 1,792 1,945

3〜5歳児 2,158 2,551 2,740

幼稚園の預かり保育 人数
0〜2歳児

3〜5歳児 2,382 2,293 2,176

延長保育＊
平均利用者数 788 1,122 1,071

か所数 33 41 41

18〜19時
平均利用者数 671 999 953

か所数 33 41 41

19〜20時
平均利用者数 82 85 81

か所数 10 10 10

20〜22時
平均利用者数 35 38 37

か所数 3 3 3

休日保育
定員 40 40 40

か所数 2 2 2

病児・病後児保育＊
年間利用者数 		12 2,833 2,700

か所数 1 2 2

放課後児童健全育成事業

学童クラブ＊

（小学校1〜3年生）
入会者数 1,784 1,809 1,767

放課後子ども教室＊ 登録者数 6,803 6,595 6,426

一時あずかり事業＊

（認可保育所＊）

年間利用者数 8,478 20,020 18,775

か所数 11 16 16

地域子育て支援拠点事業 か所数 2 13 13

ショートステイ＊
年間利用者数 153 212 204

か所数 3 3 3

ファミリー・サポート・センター事業＊ か所数 1 1 1

トワイライトステイ＊
年間利用者数 5,938 11,669 11,120

か所数 2 2 2

※保育5サービスの現況は、平成21年4月現在
　保育5サービス：認可保育所＊、家庭的保育＊、事業所内保育、認証・認定保育施設、その他の保育施設
　保育6サービス：保育5サービスに「幼稚園の預かり保育」を加えたもの
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Ⅳ	評価指標＊の全体像

　次世代育成支援行動計画（後期計画）では、利用者の視点に立った評価指標＊を設定し、点検・評

価を行い、施策の改善につなげていくこととしています。行動計画の成果を段階的に把握できるよ

う、評価指標＊を設定しました。

　なお、特に記載がない限り、現状が平成20年度、目標が平成26年度です。ただし、区分がⅲの評

価指標＊は、現状が平成18年度、目標が平成25年度となっています。

指標の区分について
ⅰ：国の「後期次世代育成支援行動計画策定の手引き」に「全国共通の指
　		標として設定が望ましいもの」として記載があるもの
ⅱ：国の「後期次世代育成支援行動計画策定の手引き」に記載があるもの
ⅲ：第5次府中市総合計画後期基本計画に記載があるもの
ⅳ：府中市が本計画で新たに設定したもの

全体

評価指標＊ 現状 目標 区分

出生数の増加 2,313人 増加 ⅱ

合計特殊出生率＊の増加 1．32 増加 ⅱ

世帯あたりの子ども数の増加 1．58人 増加 ⅱ

目標1　子育て不安の解消

評価指標＊ 現状 目標 区分

子育てを楽しいと感じる保護者の割合
（市民意向調査）

就学前児童 64．3％ 増加
ⅰ

小学生 60．6％ 増加

子育てに自信がもてなくなる保護者の割合
（市民意向調査）

就学前児童 66．6％ 減少
ⅰ

小学生 61．9％ 減少

子育てについて気軽に相談できる人がいる
保護者の割合（市民意向調査）

就学前児童 91．2％ 増加
ⅰ

小学生 92．4％ 増加

父親の子育てのかかわり方が協力的で
あると答えた母親の割合（市民意向調査）

就学前児童 50．0％ 増加
ⅱ

小学生 40．1％ 増加
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目標1　子育て不安の解消

評価指標＊ 現状 目標 区分

子育てに不安を感じている保護者の割合（子ども家庭支援セ
ンター＊で受けた相談のうち、育児不安に関する相談の割合）

59．2％
孤立化した
育児家庭の
減少

ⅲ

育児相談件数 1,008件 増加 ⅲ

児童虐待＊による保護件数 12件 減少 ⅲ

新生児の訪問率 65％ 100％ ⅳ

健康診査を受診した割合

3〜4か月児健康診査 97．0％ 100％

ⅳ1歳6か月児健康診査 96．1％ 100％

3歳児健康診査 93．0％ 100％

目標2　地域における子育て支援

評価指標＊ 現状 目標 区分

子育てについて気軽に相談できる近
所の人がいる保護者の割合
（市民意向調査）

就学前児童 18．1％ 増加
ⅰ

小学生 20．7％ 増加

子育てひろば＊「ポップコーン」実施会場数 6会場 11会場 ⅲ

子育てひろば＊事業実施施設数
6施設
（H21）

8施設 ⅲ

保育所地域交流事業実施施設数
16か所
月1回

16か所
月2回以上

ⅲ

安心して子どもを産み育てることができると感じている市民
の割合（市民意識調査結果）

35．4％ 50．0％以上 ⅲ
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目標3　保育サービスの充実

評価指標＊ 現状 目標 区分

希望した時期に保育サービスを利用できた人の割合
（市民意向調査）

42．8％ 増加 ⅰ

認可保育所＊待機児童数
301人
（H21）

0人 ⅱ

ファミリー・サポート・センター事業＊会員数 1,107人 1,300人 ⅲ

一時あずかり事業＊を実施する施設数 10施設 15施設 ⅲ

認可保育所＊入所定員数
3,589人
(H21)

4,343人 ⅱ

午後7時以上の延長保育＊を実施する施設数 全施設 全施設 ⅱ

出産前後に離職した人で、「保育
サービスが整っていたら就労を継続
していた」と回答する人の割合（市
民意向調査）

就学前児童 30．4％ 減少
ⅳ

小学生 26．0％ 減少

目標4　母と子どもの健康支援

評価指標＊ 現状 目標 区分

定期予防接種の接種割合

BCG 98．2％ 100％

ⅲポリオ 92．9％ 100％

MR 93．9％ 100％

健康診査を受診した割合

3〜4か月児健康診査 97．0％ 100％

ⅳ1歳6か月児健康診査 96．1％ 100％

3歳児健康診査 93．0％ 100％

朝食をほぼ毎日食べる子どもの割合
（市民意向調査）

小学生 96．8％ 増加 ⅱ
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目標5　ひとり親家庭への支援

評価指標＊ 現状 目標 区分

子育てを楽しいと感じる親の割合（市民意向調査） 43．6％ 増加 ⅰ

母子自立支援相談件数 2,534件 増加 ⅲ

母子家庭自立支援教育訓練給付金支給者数 年9人 増加 ⅲ

母子家庭高等技能訓練促進費支給者数 年4人 増加 ⅲ

子育てについて気軽に相談できる人がいるひとり親家庭の
保護者の割合（市民意向調査）

78．2％ 増加 ⅳ

児童扶養手当の一部支給の割合 46．3% 増加 ⅳ

目標6　障害のある子どもと家庭への支援

評価指標＊ 現状 目標 区分

健康診査を受診した割合

3〜4か月児健康診査 97．0％ 100％

ⅳ1歳6か月児健康診査 96．1％ 100％

3歳児健康診査 93．0％ 100％

要支援の疑いがある乳幼児を関係機関へつなげていけた割合 76．4% 増加 ⅳ

目標7　次代を担う人の育成と教育の充実

評価指標＊ 現状 目標 区分

特別な支援を必要とする児童・生徒の指導に関する研修を受
けた教員の数

33人 510人 ⅲ

青少年対策地区委員会＊の活動回数 356回 396回 ⅲ

子どもが学校でいじめを受けたことがある割合
（市民意向調査）

23．4％ 減少 ⅳ

ＡＬＴ＊を活用した小学校での英語教育の1クラス当たり年間
実施時間数（小学校3年生以上）

15時間 35時間 ⅲ

ＩＴを活用できる教員の割合 65．8％ 90％以上 ⅲ

家庭での食事や生活を通じて、自分の子どもが健康的な食習
慣を身に付けていくことができると思う保護者の割合（健康
的な食習慣の実施率）

35．2％ 50％以上 ⅲ

朝食をほぼ毎日食べる割合
（市民意向調査）

中学生 88．7％ 増加
ⅱ

高校生 81．4％ 増加
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目標9　安全・安心のまちづくりの推進

評価指標＊ 現状 目標 区分

5歳以下の交通人身事故発生件数 33人 減少 ⅱ

子どもの交通事故死傷者数 193人 減少 ⅳ

目標8　ワーク・ライフ・バランス＊の推進

評価指標＊ 現状 目標 区分

仕事時間とプライベート等生活時間
の現実と希望の差（「仕事時間の優
先」度の現実と希望との差）
（市民意向調査）

就学前児童
17．8
ポイント

減少

ⅰ

小学生
22．3
ポイント

減少

父親の子育てのかかわり方が協力的
であると答えた母親の割合
（市民意向調査）

就学前児童 50．0％ 増加
ⅱ

小学生 40．1％ 増加

性別による役割分担意識にとらわれない人の割合 49．4％ 75％以上 ⅲ

出産前後に離職した人で、「職場にお
いて育児休業＊制度などの仕事と家
庭の両立支援制度が整い、働き続け
やすい環境が整っていれば継続して
就労していた」と回答する人の割合
（市民意向調査）

就学前児童 33．8％ 減少

ⅳ

小学生 31．8％ 減少
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